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１．研究・開発に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）臨床を志向した研究・

開発の推進 

   高度先駆的医療の開発

及び標準医療の確立のため

、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究・開発成

果を継続的に生み出してい

くことが必要である。この

ため、センターにおいて以

下の研究基盤強化に努める

こと。 

 

 ① 研究所と病院等、セン

ター内の連携強化 

 

 

 

第１ 国民に対して提供する

サービスその他の業務の質

の向上に関する目標を達成

するために取るべき措置 

 

 

１．研究・開発に関する事項 

  センターは、感染症その他

の疾患並びに国際保健医療協

力を中心課題として、高度総

合医療を担う病院、途上国に

対する社会医学分野の研究・

開発を担う国際医療協力部、

疾患の発症機序の解明につな

がる基礎的研究をはじめ、先

駆的な診断・治療法の開発を

目指す橋渡し研究並びに臨床

研究に取り組む研究所の連携

を基盤としながら、これまで

の国際保健医療協力の実績を

基礎として国内外の医療・研

究機関との共同研究の推進を

図る。また、感染症その他の

疾患の発症機序の解明につな

がる基礎的研究の推進から、

予防医学技術の開発、基礎医

学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究・開

発等を総合的に進めていくと

ともに、国際保健医療協力に

関する研究を推進する。 

 

（１）臨床を志向した研究・開

発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 研究所と病院等、センタ

ー内の連携強化 

研究所等と病院が、それぞ

れの専門性をふまえた上で

情報や意見交換の場を設け

第１ 国民に対して提供する

サービスその他の業務の

質の向上に関する目標を

達成するために取るべき

措置 
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（１）臨床を志向した研究・開

発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 研究所と病院等、センタ

ー内の連携強化 

 ・ それぞれの専門性を踏ま

えた上で、情報交換や意見

交換を行い、相互の連携を

第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 
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（１）臨床を志向した研究・開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化 

 

１．研究所と病院の連携強化 

臨床の場に基礎医学の成果を持ち込む「開発医療」の推進のため、臨床研究センターを改組し、開発医療部を平成２４年

１月に新設した。開発医療部の知財開発室が、研究所各部にヒアリングを行い、臨床応用が見込まれるシーズの洗い出しを
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③ 研究・開発に係る企画及

び評価体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る事により相互の連携を図

る。また、基礎研究の成果を

臨床現場につなげるため、臨

床研究支援・相談や、臨床デ

ータ・検体の登録等、臨床疫

学的研究基盤を整備する。 
これにより、研究開発費等

による研究所等と病院の共

同研究を毎年10件以上実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
② 産官学等との連携強化 

   「革新的医薬品・医療機

器創出のための５か年戦略

」等を踏まえ、先駆的な技

術・モノ・システムの開発

・実用化に資する「医療ク

ラスター」を形成する。企

業、大学等の研究機関、大

規模治験実施医療機関等と

の連携を図り、共同研究・

委託研究を推進するととも

に、情報発信の仕組みを構

築し、関係業界等との協議

の場を設ける。 
これにより、開発初期の

臨床研究の外部機関等との

共同研究数を毎年10件以上

とする。 
 
 
 
③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

センターの使命を果すた

めの研究（研究開発費を含む

。）を企画し、評価していく

体制の強化を図る。 

 
 
 
 
 

図る。 

 
 ・ 基礎研究の成果を臨床現

場につなげるため、臨床研

究支援・相談や、臨床デー

タ・検体の登録等、臨床疫

学的研究基盤の整備を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 産官学等との連携強化 

 ・ 企業、大学等の研究機関

、大規模治験実施医療機関

等との連携を図り、共同研

究・委託研究を推進するた

めの情報発信の仕組みを検

討し、関係業界等との協議

の場を設け、連携体制を整

備する。 
 

・ 開発初期の臨床研究につ

いて外部機関等との共同研

究数を10件以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

・ 研究開発費の評価委員会

を設置し、企画・評価体制

の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

行った。 

 

２．臨床研究推進のための基盤整備 

・ 平成２４年１月、臨床研究センター長（非常勤理事併任）に抗ＨＩＶ薬の開発で有名な満屋裕明氏を迎え、臨床研究支

援体制の強化を行った。 

・ 臨床研究部にシーズ発掘と臨床への応用を推進するため、開発医療部を平成２４年１月に新設した。 

・ 臨床研究相談体制の強化の一環として、副師長級の看護師１名が看護部から臨床研究支援部に配置転換され、看護研究

支援に取り組んでいる。 

・ 多施設共同研究のデータマネジメントを行う JCRACデータセンターでは、業務受託の手順を整え、系統的な SOP（標準作

業手順書）を整備した。 

・ 患者レジストリーとして、Data Warehouse (DWH)を活用する体制の整備が図られた。試用期間を設定して運用上の課題

を検討し、利用者からのフィードバックを求めシステムの修正を行った。 

・ 国府台病院に「臨床研究・治験センター」を設立し、国府台病院を中心に行う臨床研究や治験を支援する体制を整備し

た。そして患者背景を中心としたデータベースを作成し、平成 24年 3月末時点でのデータベース登録数は 2,154症例に達

した。また救急診療を行う中で、臨床研究におけるデータ登録をリアルタイムに行えるシステムに新しい機能を追加し改

修した。さらに臨床研究にも応用可能性のあるメンタルヘルス診療支援システムを開発した。 

 

 ② 産官学等との連携強化 

１．企業、大学等の研究機関との連携強化 

・ 平成２２年度より継続している、早稲田大学理工学部との間での、研究者同士の交流のための会合（WANCOの会）を継続

している。WANCOの会は、平成２３年度に１回（11月29日）開催され、若手研究者の研究発表会を行った。 

また、WANCOの会から拡大した取り組みとして、医療化学懇談会も継続された取り組みとして行われており、平成２３年度

は、5月20日、7月15日、10月30日にNCGM、早稲田大学、化学／医学関連企業合同の会合を開催した。 

なお、平成２３年度には早稲田大学との包括協定締結に向け大学本部との間で協議を開始することとしている。また、

理化学研究所との間で、昨年度に行った研究シーズに関する意見交換会の結果、当センターの１つのシーズを基にして共

同研究にこぎ着けることになった。 

・ 治験環境の整備として、契約方法の変更や治験等依頼者を対象とした説明会の開催を行った。これらにより平成23年度

の治験及び製造販売後臨床試験の新規受託件数は22件まで増加した。また治験に係る人材の育成活動として、薬学部学生

に対する長期病院実務実習を実施した。更に、医薬品開発関連業務への就職を希望する学生を対象とした専門コースの学

生を受け入れ、11週間の特別実習を行った。 

 

２．外部機関等との共同研究 

   開発初期の臨床研究について、民間との共同研究は１３件、大学との共同研究は１件、民間・大学と当センターの３者

で行っているものは６件ある。 

 

 

 

 

③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備 

 

１．研究開発費評価委員会の設置 

研究開発費の評価にあたっては、独立行政法人化後、新たに全て外部委員からなる委員会の編成を行った。その際、事前

評価委員会と中間・事後評価委員会を分離し、

委員会において適切な評価ができるよう、国際医療協力分野と疾病研究分野の評価委員会にはそれぞれの分野の専門家を

配置し、大型研究の採択に当たるプロジェクト研究評価委員会には、大学で大型研究を取り扱うことの多い医学研究者を配

置した。なお、評価に当たっては、配点基準を示して点数化し、客観的な評価に努めている。 

国の研究開発評価に関する大綱的指針に準拠するように運営を行っている。 

また、事後評価及び中間評価の結果のうち、次年度の採択に有用な情報は共有できるよう、事前評価委員会に連絡する体

制をとっている。 
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④ 効果的な知的財産の管理

、活用の推進 

 
④ 知的財産の管理強化及び

活用推進 

   センターにおける基礎研

究成果を着実に知的財産に

つなげるため、知財に関する

相談体制を整備するととも

に知的財産を適切に管理す

る。 

 

 ④ 知的財産の管理強化及

び活用推進 

・ 職員に対し、知財に関す

る相談・説明会を開催する

とともに、知財に関する相

談・管理体制の充実に向け

検討委員会を開催する。 

 

④ 知的財産の管理強化及び活用推進 

 

１．知的財産に関する説明会開催及び相談体制の整備 

職員の知財に対する理解と意識を高めるため、全職員を対象に知財に関する説明会を平成２３年９月及び平成２４年１月

に開催した。 

センター内の知財に関する管理体制を強化するため、知財開発室長（知財管理マネージャー兼務）、知財事務担当者各1名

を専属で採用した。彼らを中心に、センターの知財関連担当者が合計６回連絡会議を開いて、発明案件や知財体制について

検討を行った。また厚労省傘下の研究型独法の知財管理について、他施設の知財担当者とも意見・情報交換を行った。セン

ターとして弁理士と契約を締結し、知財や各種契約に関するコンサルタント業務につき依頼をした。 

 

【発明出願件数】  

平成２３年度  国内１０件（うち企業・大学・研究型独法等との共願９件）、海外１１件、 

平成２２年度  国内 ４件（企業・大学・研究型独法等との共願） 

 

【登録特許件数】 

  平成２３年度  ５ 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料1- 1 国際臨床研究センター組織図 

説明資料1- 2 JCRACデータセンターパンフレット 

説明資料1- 3 JCRACデータセンター ネットワーク概要 

説明資料1- 4 平成23年度医療化学懇談会開催の状況 

説明資料1- 5 Bio Tech Japan 2012 アカデミックフォーラムへの出展について 

説明資料1- 6 DWH運用について 

説明資料1- 7 国府台病院臨床研究・治験センター組織図 

説明資料1- 8 研究開発費について（仕組み、平成２３年度採択課題一覧） 

説明資料1- 9 研究開発費評価委員会委員名簿（平成２３年度） 

説明資料1-10 知財管理のしくみについて 

説明資料1-11 研究所評価・助言会議について 

説明資料1-12 糖尿病研究センターの今後に向けての提言 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

■評価項目１■ 
 研究・開発に関する事項 

 （１）臨床を志向した研究・開発の推進 

 

（総合的な評定） 

 

・ 臨床を志向した研究・開発の推進に向けて、橋渡し研究、テータマネジメント等

に取り組むため、国際臨床研究センター及び国府台病院における研究・開発体制を

整備し、研究･開発を推進した。 

特に、シーズ発掘と臨床応用の推進に取り組むための知財管理を含む開発医療部

の設置と国府台病院の臨床研究体制の充実強化を実施。 

 

・ 当センターのミッションに沿った研究・開発の推進基盤の充実や体制の整備など

による積極的な研究・開発の取り組みは、中期計画を大幅に上回っているものと言

える。 

特に、大学や民間との共同研究の取組みは、平成２２年度に比べ約３倍（７件→

２０件）と大幅に増加した。 

（委員会としての評定理由） 

 臨床を志向した研究・開発の推進に向けて、橋渡し研究、データマネージメント等

に取り組むため、戸山地区の臨床研究センター及び国府台地区における研究・開発体

制を整備し、研究・開発を推進した。特に、シーズ発掘と臨床応用の推進に取り組む

ための知財管理を含む開発医療部の設置と国府台病院の臨床研究体制の充実強化を

実施した。 

 以上の実績と取り組みについて高く評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・臨床研究推進体制や共同研究が順調に進められているが、想定外の部分は明らかで

ない。 

・臨床研究センターの改組による開発医療部がシーズの洗い出し等に着手したことは

高く評価できる。 

・臨床支援体制の強化、開発医療部の新設、国府台の臨床研究・治験センター設置な

ど臨床開発部体制の強化、外部機関との開発初期の共同研究の推進、研究開発評価委

員会の設置並びに評価の数値化など具体的施策推進、知財管理体制強化による出願件

数大幅増加など評価する。 

・基礎研究の実用化促進のため、研究所と病院の連携を一層強化するとともに、優秀

な人材も迎え入れたことは評価できる。 

・基礎研究の実用化のためには知的財産の管理体制が重要であり、この点の管理体制

の強化は評価できる。 

・開発医療部新設、臨床研究・治験センター設立などセンター内の連携強化を進めて

いること、開発初期の臨床研究において共同研究が前年度より１３件（１８６％）増

加するなど産官学等との連携強化を進めていること、国内外における新規発明出願件

数が２１件と前年度の５件より大幅に増加するなど知的財産の管理強化及び活用推

進を図っていることなど、大いに評価できる。 

・企業や大学との連携強化に努力されていることは評価できる。 

・開発初期の臨床研究について外部機関等との共同研究数は計画を大きく上回ってお

り高く評価できる。 

 

 

（その他の意見） 

・医療クラスター形成については、国府台の新研究棟の整備など今後の成果が期待さ

れる。 

 

 

［数値目標］ 

○ 研究開発費等による研究所等と病院の共同研究を

毎年10件以上実施 

 

 

 

・国際医療研究開発費を基に、研究所と病院の間で行われている共同研究を１７件実

施した。（平成２１年度採択分５件、平成２２年度採択分７件、平成２３年度採択

分５件） 

 

 

○ 開発初期の臨床研究の外部機関等との共同研究数

を毎年10件以上実施 

 

 

・民間企業との間で締結した開発初期段階での共同研究を１３件、大学との共同研究

を１件、民間企業・大学と３者での研究を６件実施しており、平成２３年度におけ

る外部機関等との共同研究数は２０件となった。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 研究所等と病院がそれぞれの専門性をふまえた上

で情報や意見交換の場を設けることにより相互の連

携を図るとともに、基盤研究の成果を臨床現場につな

げるため、臨床研究支援・相談や、臨床データ・検体

の登録等、臨床疫学的研究基盤を整備しているか。 

 

 

実績：○ 

・臨床の場に基礎医学の成果を持ち込む「開発医療」の推進のため、臨床研究センタ

ーを改組し、開発医療部を平成２４年１月に新設し、開発医療部知財開発室が、研

究所各部にヒアリングを行い、臨床応用が見込まれるシーズの洗い出しを行った。 

 

・多施設共同研究のデータマネジメントを行う JCRACデータセンターでは、業務受託

の手順を整え、効率化のためサーバーを外部に集中化すると共に、系統的なＳＯＰ

（標準作業手順書）を整備した。 

 

・患者レジストリーとして、Data Warehouse (DWH)を活用する体制の整備が図られた。

試用期間を設定して運用上の課題を検討し、利用者からのフィードバックを求めシ

ステムの修正を行った。 

 

・国府台病院に「臨床研究・治験センター」を設立し、国府台病院を中心に行う臨床

研究や治験を私撰する体制を整備した。 

（評価シート２頁参照） 
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○ 先駆的な技術・モノ・システムの開発・実用化に資

する「医療クラスター」を形成しているか。 

 

 

実績：○ 

・国府台地区において、研究棟、新病棟の整備を行い、平成２４年４月に完成（現在

、移転準備中）。この中で治験病棟の設置を行い、新薬開発等に取り組む医療クラ

スターの形成に向けた体制整備を図ることとしている。 

 

・特に、医療クラスターの形成に向けた体制整備の一環として、肝炎ウィルス研究に

必要な各種研究機器を整備し、治療法の開発に向けた取組みを行っている。 

 

 

 

○ 大学等の研究機関、大規模治験実施医療機関等との

連携を図り、共同研究・委託研究を推進するとともに

、情報発信の仕組みを構築し、関係業界等との協議の

場を設けているか。 

 

 

 

実績：○ 

・平成２２年度より始まった、早稲田大学理工学部との間で、研究者同士の交流のた

めの会合（WANCOの会）を継続し、平成２３年度においては１回（11/29）開催され

若手研究者の研究発表会を行った。また、新たに産業界にも声をかけ「医療化学懇

談会」を３回開催した。 

 

・昨年度行った理化学研究所との間での、研究シーズに関する意見交換会の結果、共

同研究プロジェクトが１つ立ち上がった。 

 （評価シート２頁参照） 

 

 

○ 研究（研究開発費を含む。）を企画し、評価してい

く体制の強化を図っているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・国際医療研究開発費の評価に当たっては、各種疾病や国際保健の専門家を外部委員

として、また、

 

国の研究開発評価に関する大綱的指針に準拠するよう評価運営を行

った。（評価シート２頁参照） 

・大型研究の採択に当たるプロジェクト研究評価委員会には、大学で大型研究を取り

扱うことの多い医学研究者を配置した。（評価シート２頁参照） 

 

・事後評価及び中間評価の結果のうち、次年度の採択に有用な情報は共有できるよう

事前評価委員会に連絡する体制を整備した。（評価シート２頁参照） 

 

・研究所の全ての研究部については、年度末に外部専門家の評価を受審し、フィード

バックを実施した。 

 

・糖尿病研究センターについては、外部の専門家からなる助言会議を組織し、助言会

議の提言を今後のセンター運営に活用する。 

 

 
○ 知財に関する相談体制を整備するとともに知的財

産を適切に管理しているか。 

 
実績：○ 

・センター内部の知財管理体制の整備に務めると共に、外部リソースを活用した知財

関連の相談体制を構築した。（評価シート３頁参照） 
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○ 特許権等の知的財産について、法人における保有の

必要性の検討状況についての評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・特許の維持や、オフィスアクションへの対応、諸外国への特許申請などの節目ごと

に、稟議決裁の形でその妥当性を審議、評価を実施している。 

 

 

 
○ 検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった

場合は、その法人の取組状況や進捗状況等についての

評価が行われているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 
・平成２３年度においては、知的財産の整理等が必要となる案件が生じていない。 

 

・知的財産に関する管理体制など評価も含めた体制の在り方を検討するための委員会

を設置した。（評価シート３頁参照） 

 
 
○ 特許権等の知的財産について、特許出願や知的財産

活用に関する方針の策定状況や体制の整備状況につ

いての評価が行われているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・独法移行に際して、知的財産ポリシー・職務発明規程等を整備し、特許出願等の適

切な取扱を行っている。加えて、現在の状況を踏まえ、職務発明規程の見直しを検

討している。 

 

・知的財産に関する相談・管理体制の充実を検討するための委員会を設置した。 

 （評価シート３頁参照） 

 
 
○ 実施許諾等に至っていない知的財産の活用を推進

するための取組についての評価が行われているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・産学連携部門とも協力し、理化学研究所等に知財を紹介し、研究者に共同研究構築

の推進の場を提供する努力を継続している。現在、理化学研究所との間に１件の共

同研究契約が手続き中である。（評価シート２頁参照） 
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（２）病院における研究・開発

の推進 

 
治験等の臨床研究を病院内

で高い倫理性、透明性をもっ

て円滑に実施するための基盤

の整備に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）病院における研究・開発

の推進 

 

 ① 臨床研究機能の強化 

 

センターにおいては、最新

の知見に基づき、治療成績及

び患者QOLの向上につなが

る臨床研究（治験を含む。）

を推進する。そのため、セン

ターで実施される臨床研究に

対する薬事・規制要件の専門

家を含めた支援部門の整備を

行う等臨床研究を病院内で円

滑に実施するための基盤の整

備を図る。 
このため、治験申請から症

例登録（First patient in）まで

を平均60日以内とする。 

 
② 倫理性・透明性の確保 

 

高い倫理性・透明性が確保

されるよう、臨床研究等につ

いては、倫理審査委員会等を

適正に運営する。 
また、センター職員の研究

倫理に関する知識の向上を

図るとともに、センターで実

施している治験等臨床研究

について適切に情報開示し、

さらに、臨床研究の実施に当

たっては、患者及び家族に対

して十分な説明を行う。 

 

（２）病院における研究・開発

の推進  

  

① 臨床研究機能の強化 

 

・ 臨床研究について、病院内

で円滑に実施するための基

盤の整備を行う。また、治験

申請から症例登録（First pat
ient in）までの期間を平均10
0日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 倫理性・透明性の確保 

 

・ 高い倫理性・透明性が確保

されるよう臨床研究等につ

いては、倫理審査委員会等を

適正に運営する。また、職員

の研究倫理に関する講習会

を開催するとともに、臨床研

究の実施に当たっては、患者

及び家族に対して十分な説

明を行う。 

 

 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

  

① 臨床研究機能の強化 

 

１．臨床研究推進のための基盤整備 

病院内で臨床研究を円滑に進めるために、昨年度より引き続き、臨床研究センター長の就任を含めた臨床研究センターの

体制強化を図り、研究支援部を中心に、臨床研究を推進するための相談（患者登録体制の構築も含む）、倫理的事項の整理

、研究実施状況の管理を行うための責任ある体制が稼働しているところ。さらに前述の通り、開発医療を担当する「開発医

療部」を新設し、研究所におけるシーズと医療現場におけるニーズのマッチングを行っている。 

また、国際協力医学研究財団が行っていたデータマネジメント業務(JCRAC)を引き継いだ「JCRACデータセンター」につい

ても、昨年度より在籍するデータセンター長のもと、当センター内の研究のみならず、外部の研究機関の行う研究のデータ

マネジメントも受託して支援しているところ。 

 

【治験申請から症例登録までの期間】 平成２４年３月時点で平均９０．５日となり、平均１００日を達成した。 

 

 

 

 

 

② 倫理性・透明性の確保 

      

１．倫理委員会における取組 

倫理委員会は、一般と遺伝子解析研究の２つを設置し、それぞれの委員会に、国の定める各種指針に必要とされる外部専

門家を加え、審査を行っている。 

平成２３年度は、定期開催分として、一般１０回、遺伝子解析４回を開催した。 

また、研究に従事する職員の研究倫理の向上を図るため、平成２２年度より臨床研究認定制度を設け、平成２４年度以降

の倫理委員会への申請にあたっては、研究代表者以外の共同研究者を含め、センターに所属する全ての研究実施者に必須の

資格とした。本制度に基づき、認定対象講演会を戸山地区で５回と国府台地区で４回開催し、随時ビデオ講習会も２ヶ月に

１度程度開催することで、のべ１，２１６名の参加があった。そのうち２回以上参加することで新たに認定を受けた者は、

４３２名（平成22年度 ３０７名）となった。 

さらに、臨床研究を行う際には、必ず倫理委員会の審議を必要としており、倫理委員会では、患者・家族への説明文書と

同意の取得について検討を加え、倫理委員会の指摘事項を遵守することを条件に臨床研究の実施を許可している。 

なお、これら倫理委員会の結果については、ホームページで公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料1- 1 国際臨床研究センター組織図 

説明資料1- 2 JCRACデータセンターパンフレット 

説明資料1- 3 JCRACデータセンター ネットワーク概要 

説明資料2- 1 倫理委員会（一般・遺伝子・ヒトES細胞）委員名簿 

説明資料2- 2 平成２３年度 倫理委員会（一般・遺伝子）開催日程 

説明資料2- 3 臨床研究認定対象講習会について 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目２■ 
 研究・開発に関する事項 

 （２）病院における研究・開発の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 国際臨床研究センターの体制強化に取り組み、開発医療部門や臨床研究支援部門

の整備、倫理面審査体制や臨床研究を行う者の資質向上に資する体制の整備による

充実強化を図り、臨床研究の着実な進展に取り組んだ。 

 

・ 治験の申請から症例登録までの期間は、年度当初１１０日から平均９０．５日と

なり、目標値である平均１００日を達成した。 

 

・ 病院における研究・開発の促進については、数値目標を中期計画に沿って着実に

進める一方で、臨床研究体制の整備を確立したことに加えて、データマネジメント

機能が充実したことは、中期計画を上回っている。 

（委員会としての評定理由） 

 臨床研究センターの体制強化に取り組み、開発医療部門や臨床研究支援部門の整備

、倫理面の審査体制や臨床研究を行う者の資質向上に資する体制の整備による充実強

化を図り、臨床研究の着実な進展に取り組んだ。また、臨床研究認定制度に基づく認

定を必須とし、研究者への倫理に関する教育を強化したことは評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・救急患者が大変多く、入院ベットのコントロールが大変と思われるが、そのような

状況にあっても患者のことを考え、アメニティーの改善に取り組み、また安全な医療

の提供に努めていることは高く評価する。 

・医療相談に力を入れ、社会福祉相談、看護相談、薬事相談など幅広く受けているこ

とは評価する。 

・救急患者を 23年度は一層多く受け入れており、高く評価できる。 

・治験申請から奨励登録までの期間を前年度より１９．５日短縮したことは評価でき

る。全体として、ほぼ計画通りに進んでいる。 

・ほぼ計画通りである。 

・臨床研究機能強化による臨床研究推進基盤整備の推進、倫理性・透明性確保へ計画

通り推進した。 

・治験申請から症例登録までの期間は、中期目標に向かって、年度計画を達成したと

評価できる。 

・臨床研究認定制度の充実を図り認定対象講習会への参加を積極的に推進した点は評

価できる。 

 

［数値目標］ 

○ 中期目標の期間中に、治験申請から症例登録 
（First patient in）までを平均60日以内 

 

 

・治験申請から症例登録までの期間は、平成２４年３月時点において、センター病院

９３．０日、国府台病院８６．３日となり合計で平均９０．５日となり平成２３年

度計画の目標値である１００日を達成した。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 臨床研究に対する支援部門の整備を行う等臨床研

究を病院内で円滑に実施するための基盤の整備を図

っているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・臨床研究を円滑に進めるため、国際臨床研究センター内に開発医療部を設置するな

ど体制強化を図った。 （評価シート７頁参照） 

 

・JCRACにおけるデータマネジメント機能の充実のため、外部サーバーへの移行および

各種ＳＯＰ（標準手作業順書）を整備し、外部からの受注に応じられる体制を整え

た。 

 

 

○ 臨床研究等については、倫理審査委員会等を適正に

運営しているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・倫理委員会は、一般と遺伝子解析研究の２つの委員会で、国の定める各種指針に必

要とされる外部専門家を加えた審査を行い、平成２３年度は、年間で定期開催分と

して一般１０回（前年度より２回増）、遺伝子解析４回を開催した。 

 

・臨床研究を行うには、まず臨床研究認定制度に基づく認定（講習会の受講が条件）

を受けることを必須としている。そして開始に当たっては、必ず倫理委員会審議を

必要とし、倫理委員会では、患者・家族への説明文書と同意の取得について検討を

加え、倫理委員会の指摘事項を遵守することを条件に臨床研究の実施を許可するこ

ととした。 

 

 

○ 職員の研究倫理に関する知識の向上を図るととも

に、センターで実施している治験等臨床研究について

適切に情報開示を行い、患者及び家族に対して十分な

説明を行っているか。 

 

 

 

実績：○ 

・平成２２年度に新たに整備された臨床研究認定制度を維持し、臨床研究に携わる者

の資質向上に努めている。平成２３年度では延べ１２１６名の講義出席があった。 

 

・臨床研究及び倫理委員会の審議内容についての情報公開は、ホームページを通じて

実施している。（評価シート７頁参照） 
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（３）担当領域の特性を踏まえ 

た戦略的かつ重点的な研究

・開発の推進 

これら研究基盤の強化によ

り、詳細を別紙に示した研究

・開発を着実に推進すること

。 

 

 

 

 

（別紙） 

１．重点的な研究・開発戦略の

考え方 

  近年におけるグローバリゼ

ーションの著しい進展に伴い、

世界規模での新興・再興感染症

の蔓延やアウトブレイクが危

惧されるほか、健康指標の地域

間格差の拡大と貧困が深刻化

する一方、途上国が近代化を進

める中でライフスタイルの変

化に伴う糖尿病等生活習慣病

の激増も大きな問題となって

きている。 

  このため、センターは、エビ

デンスを着実に創出し、我が国

のみならず国際保健の向上に

寄与するため、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、病院、国

際医療協力部、研究所の連携を

基盤としながら、これまでの国

際保健医療協力の実績を基礎

として国内外の医療機関、研究

機関、学会との共同研究の一層

の推進を図ること。 

  また、感染症その他の疾患の

発症機序の解明につながる基

礎的研究の推進や、疫学研究等

による日本人のエビデンスの

収集から、予防医学技術の開発

、基礎医学の成果を活用した橋

渡し研究、臨床に直結した研究

・開発等を総合的に進めていく

とともに、国際保健医療協力に

関する研究を推進すること。 

  その実施にあたっては、中期

計画において、主な研究成果に

（３）担当領域の特性を踏まえ 

た戦略的かつ重点的な研究

・開発の推進 

     これらの研究基盤の強化に

より、高度先駆的医療の開発

やその普及に資する研究・開

発を着実に推進する。 
 具体的な記述は別紙１の

とおり。 

 
 
（別紙１） 

１．重点的な研究・開発戦略の

考え方 

  センターは、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、高度総合

医療を担う病院、途上国に対す

る社会医学分野の研究・開発を

担う国際医療協力部、疾患の発

症機序の解明につながる基礎

的研究をはじめ、先駆的な診断

・治療法の開発を目指す橋渡し

研究並びに臨床研究に取り組

む研究所の連携を基盤としな

がら、これまでの国際保健医療

協力の実績を基礎として国内

外の医療・研究機関、学会との

共同研究の一層の推進を図る。 

また、エイズ治療・研究開発

センター、国際疾病センター、

糖尿病研究センター、肝炎・免

疫研究センターの機能を活か

し、感染症その他の疾患の発症

機序の解明につながる基礎的

研究の推進から疫学研究等に

よる日本人のエビデンスの収

集、予防医学技術の開発、基礎

医学の成果を活用した橋渡し

研究、臨床に直結した研究・開

発等を総合的に進めていくと

ともに、国際保健医療協力に関

する研究を推進していくこと

で、科学的根拠を着実に創出し

、我が国のみならず国際保健の

向上に寄与する。 
このため、平成21年度に比し

、中期目標の期間中に、論文誌

への掲載論文数をセンター全

（３）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究

・開発の推進 

   別紙１参照 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１） 

１．重点的な研究・開発戦略の

考え方 

・ 病院、国際医療協力部、研究

所の連携を基盤としながら、こ

れまでの国際保健医療協力の

実績を基礎として、国内外の医

療・研究機関、学会との共同研

究について一層の推進を図る。 

・ エイズ治療・研究開発センタ

ー、国際疾病センター、糖尿病

研究センター、肝炎・免疫研究

センターの機能を活かし、次の

研究を推進する。 
 

 ア エイズについては、日本人

に適した治療法のための研究

、長期治療を考慮に入れた薬

剤耐性出現や薬剤の副作用の

研究、肝炎合併患者の最適な

治療法の研究などを実施 
 

 

 

イ 新興・再興感染症について

は、感染症及び関連疾患の発

生要因、病態解明につながる

基礎研究、臨床研究を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア エイズに関しては、①日本人に適した治療法のための研究として多施設による無作為割付け臨床試験(ET study)（厚生労

働科研費エイズ対策研究事業：多施設共同研究を通じた新規治療戦略作成に関する研究、②長期治療を考慮に入れた薬剤耐

性出現や薬剤の副作用の研究として多施設による無作為割付け臨床試験(SPARE study)（厚生労働科研費エイズ対策研究事業

：多施設共同研究を通じた新規治療戦略作成に関する研究）をＡＣＣ主導で実施、③肝炎合併症患者の最適な治療法の研究

などの実施計画に対し自己骨髄投与療法による肝再生治療をＡＣＣ/消化器科/血液内科/麻酔科と共同で開始（国際医療研究

開発費重点研究：肝硬変を有するＨＩＶ感染者に対する自己骨髄細胞投与療法の有効性と安全性に関する研究）。また、こ

れ以外にも日本におけるＨＩＶ感染症の病態解明のためのコホートの立ち上げや薬剤耐性サーベイランスも実施した。 

 

 

イ 新興・再興感染症については、①2009年4月末にメキシコ・米国から報告された新型インフルエンザに関して、メキシコの

中央基幹病院及び連携機関と共同研究体制を構築し、研究活動を展開し、論文発表を行った。②新型インフルエンザ（H1N1

pdm2009）によるNCGMの入院患者を対象とした重症例の検討を行い、国際学会及び論文発表を行った。③高病原性鳥インフル

エンザA（H5N1）肺炎に対する包括的治療戦略(Comprehensive Therapy for human H5N1:CT-human H5N1)の継続と強化を推進

し、インフルエンザの重症化を招く要因（社会経済因子、環境因子など）を調査・分析し、論文発表を行った。④また、基

礎研究として、動物実験からの病理像の解明研究を重点テーマとして研究展開を図り、論文発表を行った。⑤さらに、富山

化学工業株式会社と開発中の抗ウイルス薬を使用しての基礎研究、臨床研究を可能とした。 
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係る数値目標を設定するなど、

センターが達成すべき研究成

果の内容とその水準を明確化

及び具体化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．具体的方針 

（１）疾病に着目した研究 

① 感染症その他の疾患の本

態解明 

   科学技術のイノベーショ

ンを常に取り入れ、分子・細

胞から個体に至るものまでを

研究対象にすることにより、

感染症その他の疾患の疾病メ

カニズムを解明し、予防・診

断・治療への応用の糸口とな

る研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

体で10％以上の増加を図るこ

ととする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．具体的方針 

（１）疾病に着目した研究 

 ① 疾患の本態解明  

   感染症その他の疾患につ

いて、発症機序や病態の解明

につながる以下の研究を実施

する。 

 ・ HIVの新規感染者の薬剤耐

性に関する研究等、病態及び

免疫に関する研究 

 ・ 新興・再興感染症について

、病態解明に関する基礎・臨

床研究 

 ・ 糖尿病について、発症機序

並びに関連遺伝子と生体指標

に関する研究 

 ・ ウイルスを原因とする慢性

肝疾患について、病態の進展

に関わるウイルス側因子とホ

ウ 糖尿病については、発生要

因、病態解明につながる基礎

・臨床研究を進め、体質や生

体指標、心理的背景に依拠し

た糖尿病の診療を通じた、個

々人に対する有効な治療のエ

ビデンスを創出するための研

究を実施 
 

 

 

 

 エ 肝炎については、本邦の肝

がんの大半を占める肝炎ウ

イルスに対する治療法の確

立を目指すための、研究体制

を確立 
 
・ 国際保健医療協力に関する研

究を推進していくことで、科学

的根拠を着実に創出し、我が国

のみならず国際保健の向上に

寄与する。 
 

・ 平成21年度に比し、中期目標

の期間中に、論文誌への掲載論

文数をセンター全体で10％以

上の増加を目指す。 
 

 

２．具体的方針 

（１）疾病に着目した研究 

 ① 疾病の本態解明 

 ・ 感染症その他の疾患につい

て、発症機序や病態の解明に

つながる次の研究を実施す

る。 

  ア HIVの新規感染者につい

て耐性検査の実施、薬剤耐

性状況の把握及び遺伝子

解析 

 

  イ 新興・再興感染症につい

て、病態解明に関する基礎

・臨床研究 

 

 

 

 

ウ 研究所の臓器障害研究部が行うプロテオームを用いた糖尿病合併症マーカー探索に協力し、対象となる入院患者の検体収

集を終了。今後、外来患者に拡大して検体収集を行う予定。研究所の３研究部では、基盤的研究を継続している。糖尿病研

究センターとして、診療・研究部門合同で、月１回定期的にセミナーおよび会議を行っている。 

インスリン抵抗性の指標と経口血糖降下薬に関する研究の計画を行った。施設共同研究による遺伝因子の研究を継続し、

９月に成果を発表している。また日本糖尿病学会と覚書を交わし、１型糖尿病調査委員会と、日本人１型糖尿病に関する共

同研究を開始した。 

センター病院に通院中の合併症を有する２型糖尿病患者を対象に、①内服での血糖管理困難な２型糖尿病患者におけるイ

ンスリン一回注射法導入の予後調査、②インスリン治療中の高齢2型糖尿病患者における低血糖発現に関連する因子の検討、

③血管障害の進行した２型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の状況に関する調査を行い、

５月の日本糖尿病学会総会で発表した。 

 

 

エ 国府台病院の旧図書館を肝炎ウイルス専用の研究室に改築し、そこに次世代シークエンサーをはじめとする宿主因子を測

定するための設備機器と肝炎患者血清中や肝臓中の肝炎ウイルを測定する測定機器の導入を昨年度行っており、これらを稼

働しての研究が始まった。 

 

 

 

・ 国際保健医療協力に関する研究においては、平成２２年度から「国際共同研究基盤整備に関する研究」を開始し、ベトナ

ムバクマイ病院との間で協定を締結するために必要な連携の在り方の検討、昨年度に指定を受けたＷＨＯ協力センター（Ｗ

ＣＣ）としての活動内容及び活動計画の策定、さらに、バングラデシュのグラミン銀行やインドネシアのスリアンティサロ

ッソ病院、ミャンマー保健省、台湾保健省等との連携の在り方やネットワーク構築について研究を実施中である。 

 

 

・ Web of Science で検索される研究論文のうち、平成２３年に出版されたものは１９９編あり、平成２１年の１６１編を（

23.6％）上回り、１０％以上の増加となった。 

（Web of Science での検索は、暦年でしかできないので、年度ではなく暦年で集計をしている。） 

 

 

 

２．具体的方針 

（１）疾病に着目した研究 

 ① 疾病の本態解明 

 

 

 

 

ア HIVの新規感染者について耐性検査の実施、薬剤耐性状況の把握及び遺伝子解析を年間１００例の計画に対し、１１６例に

ついて解析を行った。 

 

 

 

イ 新興・再興感染症については、インフルエンザ呼吸器感染症の重症化のメカニズムと治療法を解明するため、マウスのイ

ンフルエンザ感染重症化モデルの作成と病理像の検討を行った。インフルエンザ呼吸器感染マウスに対して、抗インフルエ

ンザ薬ラニラニビルの投与に加え、サーファクタントを併用すると有意にマウスの生存率が改善することを示した（論文受

理）。また、感染死亡マウスの肺のマクロ及びミクロ病理学的解析を行い、びまん性肺胞障害（diffuse alveolar damage; 

DAD）がマウスの死亡と関連することを示し、論文発表を行った。 
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② 感染症その他の疾患の実態

把握 

   我が国の感染症その他の

疾患の罹患、転帰その他の状

況等の実態及びその推移の把

握、疫学研究による感染症そ

の他の疾患のリスク・予防要

因の究明等、感染症その他の

疾患の実態把握に資する研究

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スト側因子の解明等の研究・

 免疫に関連する疾患の病因

解明の基盤となる研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 疾患の実態把握 

 

   高病原性鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）、新型インフ

ルエンザ等のパンデミック感

染症、結核、マラリア等の新

興・再興感染症及び糖尿病等

に関する疫学研究を進めると

ともに、ウイルス性肝炎の感

染状況やインターフェロン治

療に関する実態把握を行う。 

   疫学研究により、罹患、転

帰その他の状況等の実態及び

その推移に関するデータを分

析し、感染症その他の疾患に

ついてのリスク・予防要因の

究明等、実態把握に資する研

究を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 糖尿病及びその合併症

について、病態解明に関す

る基礎・臨床研究 
 
 

エ ウイルスを原因とする

慢性肝疾患について、病態

の進展に関わるウイルス

側因子とホスト側因子の

解明のため、次世代シーク

エンサーを利用した研究

体制の構築 
 

オ 免疫に関する疾患の病

因解明の基盤となる基礎

・臨床研究 

 

 

 

 

 

 

 

② 疾患の実態把握 

 

 ・ 高病原性鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ１）、新型インフル

エンザ等のパンデミック感

染症、結核、マラリア等の新

興・再興感染症及び糖尿病等

に関する疫学研究を進める。 
 

 ・ ウイルス性肝炎の感染状況

（特にHIVと肝炎ウイルス

の重複感染）やインターフェ

ロン治療に関する実態把握

のための疫学研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究所の臓器障害研究部が行うプロテオームを用いた糖尿病合併症マーカー探索に協力し、対象となる入院患者の検体収

集を終了した。外来患者に拡大して検体収集を行っている。研究所の3研究部では、基盤的研究を継続している。糖尿病研究

センターとして、診療・研究部門合同で、月1回定期的にセミナーおよび会議を行っている。 

 

 

エ 慢性肝疾患について病態の進展に関与するホスト側因子の解明のため、肝炎ウイルスに感染するchimpanzeeと、それ以外

のサルの遺伝子配列を次世代シークエンサーで決定できるように、各種サルのDNAの収集を行い、約30検体の収集が終わった

。また、ウイルス側因子を測定するために、各種病態患者約600検体の収集を行った。 

 

 

 

 

 

オ 免疫に関する疾患の病因解明の基礎となる基礎・臨床研究について 

① 自己免疫性貧血の新規治療標的として、Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)過剰産生が、CD4+T細胞への直接作用とB

細胞活性化から自己抗体産生による貧血へと繋がることを示した。 

② 骨髄増殖性疾患の発症機構として、造血幹細胞の増幅及び機能抑制に関与するLnk/Sh2b3依存性制御系の標的遺伝子Bcl

-xLを同定し、病態形成機構の一端を明らかにした。 

③ 炎症性腸疾患において、上皮細胞におけるTWEAK/Fn14経路が、TNFaの活性化を通して炎症の慢性化・重症化機構の中心

的役割を果たしていることを新たに見いだした。 

④ 内在性のグルココルチコイドがＴ細胞の分化に重要であることを明らかにした。 

 

 

② 疾患の実態把握 

 

・ 新興・再興感染症分野では以下のような取り組みを行った。 

① 2009年 4月末にメキシコ・米国から報告された新型インフルエンザに関して、メキシコ国立胸部疾患センター（INER）

及び連携機関と共同研究体制を構築し、メキシコにおいて、発症後抗ウイルス薬投与までに要する日数と肺炎の重症化の

関係について検討し、論文発表を行った。また、メキシコにおけるインフルエンザ重症化の社会経済的背景についての検

討を行い、論文発表を行った。 

② 当センターにおける新型インフルエンザ（H1N1pdm2009）入院症例の検討を行い、呼吸器症状を有した患者をステロイド

投与群と非投与群で比較し、ステロイド投与群で有意に重症であったにもかかわらず、解熱時間および入院日数に差がな

かったことを示し、国際学会及び論文発表を行った。 

ベトナム国バクマイ病院を中心として、ベトナム北部の19の省病院の協力の下、ベトナムにおける鳥インフルエンザ(H5

N1)感染患者数の推移と疫学に関する調査、H5N1患者が実際に発生した地域における住民の知識や行動・環境に関する調査

などを行い、論文発表した。 

 

・ ＡＣＣでは、ＮＣＧＭ国際疾病開発費による肝炎グループの研究班に分担研究者として参加し、ＨＩＶと肝炎の重複感染

の実態調査を実施した。また、Ｂ型肝炎が蔓延しているアジア諸国における治療導入後の実態調査、疫学調査に関し文部科

学省海外拠点プログラム研究費にて実施している。 
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③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推

進 

感染症その他の疾患に対す

る高度先駆的な予防、診断、

治療法の開発に資する研究を

推進する。 
また、既存の予防、診断、

治療法に対する有効性の比較

等、標準的な予防、診断、治

療法の確立に資する研究を推

進する。 
また、高度先駆的な予防・

診断・治療法の開発の基盤と

なる、バイオリソースや臨床

情報の収集及びその解析を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推

進 

   感染症その他の疾患に対

する高度先駆的な予防法や、

早期診断技術、治療法の開発

に資する研究や標準的な予防

、診断、治療法の確立に資す

る以下の研究を推進する。 

  ・ HIV・エイズについて、

効果的な患者教育や国民に

対する予防啓発等に関する

研究や、新たな治療法の開

発に資する臨床研究 

  ・ 高病原性鳥インフル

エンザ（Ｈ５Ｎ１）を含む

新興・再興感染症の診断、

検査、治療技術の開発に向

けた研究 

  ・ 糖尿病について、患者個

々人に対する有効な治療や

予防の科学的根拠を創出す

るための研究 

  ・ 肝疾患について、診断法

及び治療法の確立を目指す

研究 

  ・ 免疫に関する疾患の治療

及び重症化予防の標的と方

法を探索する研究 

   また、研究に必要な、バイ

オリソースや臨床情報を収集

し、解析を行う研究を実施す

る等、その有効な活用を図る

。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の

推進 

 ・ 感染症その他の疾患に対す

る高度先駆的な予防法や、早

期診断技術、治療法の開発に

資する研究や標準的な予防、

診断、治療法の確立に資する

研究として次の研究を推進

する。 
 

ア 肝硬変を有するHIV感

染者に対する自己骨髄輸

注療法の治療研究を開始

 新たな治療法開発のた

めの多施設共同臨床試験

に関する計画の検討 
 

イ 高病原性鳥インフルエ

ンザ（Ｈ５Ｎ１）を含む新

興・再興感染症の診断、検

査、治療技術の開発に向け

た研究 
 
  ウ 肝疾患について、診断法

及び治療法の確立を目指

す基礎的な研究 
 

  エ 糖尿病について、患者個

々人に対する有効な治療

や予防の科学的根拠を創

出するための研究 
 

  オ 免疫に関する疾患の治

療及び重症化予防の標的

と方法を探索する研究 
 
 
 

 ・ 研究に必要な、バイオリソ

ースや臨床情報の収集方法

及びその有効な活用を図る

ために、必要な検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ＡＣＣでは平成２２年度の重点研究として肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄輸注療法の治療研究を計画、厚労省

再生治療委員会に臨床研究の実施を申請、平成２３年１月に厚生労働大臣からの実施許可を得て、平成２３年度に２例実施

、また、３例目、４例目に向けたスクリーニングを行った。また、日本人に適した、副作用を回避する治療法として、逆転

写酵素阻害薬を使用しない新しい治療法開発のための臨床試験(SPARE study)を多施設共同無作為割付け臨床試験として開

始、平成23年度に予定の組み入れを終了、経過観察中である 

 

 

イ 高病原性鳥インフルエンザA（H5N1）ヒト感染症に対する包括的治療戦略(Comprehensive Therapy for human H5N1:CT-hu

man H5N1)の継続と強化・推進を行った。2012年1月～3月に発生したH5N1死亡例（ベトナム南部）やH5N1疑い例(バクマイ病

院)の調査とインフルエンザ重症化に寄与する因子の検討、2009年以降のパンデミック(H1N1)2009による重症肺炎（バクマイ

病院ICU）の症例検討、インフルエンザ感染に起因する重症ARDSに対するPMX療法などの臨床研究を行った。 

 

 

ウ 慢性肝炎の診断法として、宿主側因子としては、IL28BとITPAの各々のSNPの測定法を確立した。一方、ウイルス側要因と

してHCV core70, 91の測定法とHBVのPC，CP測定法を確立したので、両者を実際の患者で測定に入った。 

 

 

エ センター病院に通院中の合併症を有する２型糖尿病患者を対象に、①内服での血糖管理困難な２型糖尿病患者におけるイ

ンスリン一回注射法導入の予後調査、②インスリン治療中の高齢2型糖尿病患者における低血糖発現に関連する因子の検討、

③血管障害の進行した２型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の状況に関する調査を行い、

５月の日本糖尿病学会総会で発表した。 

 

オ 免疫分野においての診断・検査、治療技術開発として、以下に取り組んだ。 

① アレルギー及び抗腫瘍免疫の標的細胞：IL-5遺伝子座に改変型GFPを組み入れたマウスを作製し、Th2サイトカインIL-5

, IL-13を産生する自然免疫系細胞が肺に常在すること、これらがIL-33により活性化され腫瘍転移を抑制することを見出

した。 

② 抗炎症作用（ﾏｲｸﾛﾌｧｰｼﾞの炎症性ｻｲﾄｶｲﾝ産生抑制活性）をもつケモカイン阻害活性低分子化合物を開発した。 

 

・ バイオリソースの活用について、ナショナルセンターが共同して、収集・管理に当たる仕組みについての検討に沿って、

センター内の収集システムを整備することを目的として、平成２４年１月に、臨床研究センター内にバイオバンク推進室と

中央バイオバンク管理室を設置した。当センターは、総合診療機能を生かして、生活習慣病や感染症を中心としたバイオバ

ンクの構築を構想しており、平成24年度内に倫理委員会での議論を通過して、生体試料及び臨床情報の収集が開始できるこ

とを目指している。 

 

・ 臨床情報の収集方法及びその有効な活用法の検討の一環として、病院情報システム（電子カルテ）に実装したデータウェ

アハウスの活用方法について検討を行い、臨床研究に利用できる環境整備に着手した。 

 

12



 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

   「新成長戦略（基本方針）

」（平成21年12月30日閣議決

定）においては、ライフ・イ

ノベーションによる健康大国

戦略として、革新的な医薬品

、医療・介護技術の研究開発

・実用化の促進が求められて

いる。 

   この趣旨を踏まえ、感染症

その他の疾患に関する研究成

果等を安全かつ速やかに臨床

現場へ応用するために、医薬

品及び医療機器の治験（適応

拡大を含む。）、特に高度に

専門的な知識や経験が要求さ

れる等実施に困難を伴う治験

・臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。 

   また、海外では有効性と安

全性が検証されているが、国

内では未承認の医薬品、医療

機器について、治験等臨床研

究を推進する。 

   これらにより平成21年度

に比し、中期目標の期間中に

、臨床研究実施件数（倫理委

員会にて承認された研究をい

う。）及び治験（製造販売後

臨床試験も含む。）の実施件

数の合計数の10％以上の増加

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

   感染症その他の疾患に関

する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するた

めに、医薬品及び医療機器の

治験（適応拡大を含む。）の

実現を目指し、以下の研究を

実施する。 

  ・ HIV・エイズについて、

国内未承認の医薬品、医療

機器に関する臨床研究 

  ・ 高病原性鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）を含む新興

・再興感染症の診断検査薬

や治療薬等に関する研究 

  ・ 糖尿病の医薬品開発に資

する研究・肝疾患の診断法

及び治療法の確立を目指す

研究（再掲） 

   また、海外では有効性と安

全性が検証されているが国内

では未承認の医薬品・医療機

器について、治験をはじめと

する臨床研究を推進する。 

   これらにより、平成21年度

に比し、中期目標の期間中に

、臨床研究実施件数（倫理委

員会にて承認された研究をい

う。）及び治験（製造販売後

臨床試験も含む。）の実施件

数の合計数の10％以上の増加

を目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

 ・ 感染症その他の疾患に関す

る研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用する

ために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む）の

実現を目指し、研究を推進す

るとともに、海外では有効性

と安全性が検証されている

が国内では未承認の医薬品

・医療機器について、治験を

はじめとする臨床研究を推

進するため、次の研究を実施

する。 
 

  ア HIV・エイズにおける国

内未承認の医薬品や医療

機器に関する臨床研究 
 

  イ 新興・再興感染症におけ

る新規診断検査法・治療薬

の開発や既存薬適応拡大

に向けた研究 
 

 

 
ウ Ｃ型慢性肝炎の治療効果

の簡易な判定手法に関する

研究 
 

  エ 糖尿病について、医薬品

等による有効な治療に関

する介入研究 
 

 ・ 平成21年度に比し、中期目

標の期間中に、臨床研究実施

件数（倫理委員会にて承認さ

れた研究をいう。）及び治験

（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の

10％以上の増加を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア HIV・エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、国内未承認のカリニ肺炎治療薬のアトバコ

ンと赤痢アメーバのシスト駆除薬であるパロモマイシンを個人輸入にて使用した。 

アトバコンは、平成24年に保険認可となった。 

 

イ 新興・再興感染症における新規診断検査法・治療薬の開発や既存薬適応拡大に向け、以下の取り組みを行った。 

① 新規抗インフルエンザウイルス薬ファビピラビル（富山化学）を用いた H5N1患者への治療効果に対する評価研究（Phase 

Ⅱ）を富山化学工業―バクマイ病院－国立国際医療研究センターの三者で産学共同臨床治験として始動した。 

② 抗ウイルス薬ラニナミビル（商品名イナビル）（2010年9月10日製造承認／第一三共株式会社）の効果的投与方法の検討

の為の動物実験を推進し、重症インフルエンザの病態解明及び新規治療方法の検討の為の動物実験を実施し、論文作成を

行った（論文受理） 

 

ウ C型慢性肝炎の治療効果の簡易な判定手法に関する研究として、インターフェロン治療の効果予測として、実際の患者でI

L28BSNP測定を開始した。また、インターフェロン治療による副作用である貧血の予知のためのITPA SNPの測定を開始した

そして、どれ位の確率で本当に予測可能かの検討を行っている。 

 

エ ①当院通院中の2型糖尿病患者において、入院の上で持続皮下血糖測定を用いてmiglitol及びsitagliptinを段階的に投与

し、その効果と安全性を検討する介入研究を終了。英文誌に結果を掲載した。また、②経口血糖降下薬の有効性に関する研

究を遂行している。 

 

・ 治験を含む臨床研究の合計実施数は、平成２３年度で２１２件となっており、平成２１年度２１４件に比して０．９％減

となっている。 

    平成２１年度  ２１４件 

    平成２２年度  ２６０件（対21’ 21.5%増） 

    平成２３年度  ２１２件（対21’  0.9%減） 
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（２）均てん化に着目した研究 

 ① 医療の均てん化手法の開

発の推進 

関係学会等との連携を図り

、臨床評価指標の開発並びに

診断・治療ガイドライン等の

作成及び普及に寄与する研究

を推進する。 
感染症その他の疾患に対す

る医療を担う高度かつ専門的

な技術を持つ人材の育成を図

るため、系統だった教育・研

修方法の開発を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）均てん化に着目した研究 

 ① 医療の均てん化手法の開

発の推進 

   感染症その他の疾患に関

する医療の質を評価する信頼

性・妥当性のある指標の開発

を行うとともに、以下の研究

を実施することで、医療の均

てん化を図る。 

  ・ HIV・エイズについて、

包括ケア及び長期療養に必

要なプロトコールの作成 

  ・ 新興・再興感染症、糖尿

病について、診療にかかる

ガイドラインの作成 

  ・ 児童精神地域診療ネット

ワーク会議の開催等を通じ

た情報共有方法に関する研

究 

   次世代の感染症その他疾

患の医療や国際保健医療協力

を担う、高度かつ専門的な技

術を持つ人材の育成を図るた

め、系統だった教育・研修シ

ステム、教育ツールの開発を

目指した研究を実施する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）均てん化に着目した研究 

 ① 医療の均てん化手法の開

発の推進 

 ・ 感染症その他の疾患に関す

る医療の質を評価するため

の指標について、検討を行う

。 

 ・ 次の研究を実施することで

医療の均てん化を図る。 
 

  ア HIV・エイズについて、

包括ケアプロトコールの

作成に着手 

    長期療養プロトコール

の作成のための実態調査

に着手 
 

  イ 新興・再興感染症、糖尿

病について、診療にかかる

ガイドラインの作成に着

手 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）均てん化に着目した研究 

① 医療の均てん化手法の開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア HIV・エイズについて、患者支援調整官が研究班として包括ケアプロトコールの作成に着手、看護支援調整官が班研究と 

して長期療養プロトコールの作成のための実態調査を行った。 

 

 

 

 

 

イ 平成２０年度以降、肝炎情報センターでは都道府県肝疾患診療連携拠点病院とのネットワークを活用することにより、医

療の均てん化に取り組んでいる。平成２３年４月１日現在、ようやく４７都道府県に合計７０拠点病院の指定が完了したこ

とにより、さらなる進展が期待しうることになった。厚生労働省によって平成２３年５月１６日付けで策定された「肝炎対

策の推進に関する基本的な指針」の中にも肝炎情報センターの果たすべき役割について明記されている。 

肝炎情報センターに課せられたミッションには、①インターネット等による最新情報提供（次章に記載）、②拠点病院間

情報共有支援（肝疾患診療連携拠点病院で構成する協議会組織の事務局機能）、③研修機能（肝疾患診療連携拠点病院等の

医療従事者に対する研修の企画・立案・推進）の３つがあるが、特に均てん化に係わる②と③について平成２３年度実績を

記載する。肝疾患診療連携拠点病院ならびに肝炎情報センターの活動状況の一部は、平成24年3月2日に厚生労働省で開催さ

れた第7回肝炎対策推進協議会において詳細に報告ずみである。 

 

【拠点病院間連絡協議会の開催】 

・ 第１回（平成23年7月15日）：63拠点病院から109名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、②「肝疾患相談センター

の認知度をいかに高めるか」に関する事例検討、③「B型肝炎訴訟について」（厚労省）を行った。 

・ 第２回（平成24年1月20日）：65拠点病院から120名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、②「B型肝炎訴訟について

」（厚労省）、③拠点病院事業に関する諸問題（公募）として、「複数設置をしている都道府県の問題点について」、「

肝疾患診療連携拠点病院と自治体との関わりについて（拠点病院へのアンケート調査結果も含めて）」を行った。特に、

後者の課題については、平成24年3月2日に厚生労働省で開催された第7回肝炎対策推進協議会において発表した。 

 

【医療従事者向け研修会】 

・ 医師向け研修会（平成23年7月15日）：56拠点病院から68名参加し、「肝炎総合対策の動向」、「肝臓病教室による情報

提供の理念とその現状」、「疾患関連遺伝子のゲノムワイド関連解析（GWAS）とその意義」、「わが国のC型慢性肝炎治療

の将来の展望」の4テーマの講演があった。 

・ 医師、臨床検査技師向け研修会（平成24年1月20日）：64拠点病院から114名参加し、「B型肝炎に係わる諸問題」をメイ

ンテーマに、「Ｂ型肝炎に関する最新情報」、「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、「ＨＢＶ

ゲノタイプＡ感染の臨床的意義」、「がん化学療法中のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策」の4テーマの講演

があった。 

・ 看護師向け研修会（平成23年12月2日～3日）：55拠点病院から59名参加し、「Ｂ型肝炎－知っておきたい最近の話題－

」、「インターフェロン治療に伴う睡眠障害および抑うつ症状について」、「進行肝癌治療における看護師の役割」、「

ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師としての関わり」の5テーマの講演と

、これらのテーマに関するグループワーク（8グループ）を二日間に亘って行った。 
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② 情報発信手法の開発 

   感染症その他の疾患に対

する正しい理解を促進し、患

者・家族に対する支援の質を

向上させるため、医療従事者

及び患者・国民への啓発手法

の研究を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

② 情報発信手法の開発 

   感染症その他の疾患に対

する偏見を解消し、正しい理

解を促進するとともに、患者

・家族に対する支援の質を向

上させるため、広く国内外の

知見を収集評価し、ホームペ

ージ等を通じて、国民向け・

医療機関向けに最新の診断・

治療情報等の提供を行うため

の研究を実施する。 

  ア 感染症その他の疾患に

関する医療の均てん化に資

する医療者向け情報の提供

方法等の開発 

    医療者向け情報につい

て、コンテンツの効率的な

収集・維持体制や提供方法

に関する研究を行う。 

  イ 患者・国民等への感染症

その他の疾患に関する医療

・研究に対する理解を支援

する方法の開発 

    患者・家族・国民等に対

して、感染症その他の疾患の

 

 

 

 

 

ウ 糖尿病に関するかかり

つけ医向けの診療マニュ

アルを年度内に作成 
 

  エ 児童精神地域診療ネッ

トワーク会議の開催等を

通じた情報共有方法に関

する研究に着手 
 

  オ 次世代の感染症その他

疾患の医療や国際保健医

療協力を担う、高度かつ専

門的な技術を持つ人材の

育成を図るため、系統だっ

た教育・研修システム、教

育ツールの開発を目指し

た研究 

 

 

② 情報発信手法の開発 

 ・ 広く国内外の知見を収集評

価し、ホームページ等を通じ

て、国民向け・医療機関向け

に最新の診断・治療情報等の

提供を行うため、次の研究等

を行う。 

  ア 感染症その他の疾患に

関する医療の均てん化に

資する医療者向け情報の

提供方法等の検討 

  イ 医療者向け情報につい

て、コンテンツの効率的な

収集・維持体制や提供方法

に関する検討 

  ウ 患者・国民等への感染症

その他の疾患に関する医

療・研究に対する理解を支

援する方法の検討 

  エ 患者・家族・国民等に対

して、感染症その他の疾患

の予防、早期発見、診断、

治療、研究に関する知識や

情報を集積して分かりや

すく提供することについ

・ 肝疾患相談センター相談員向け研修会（平成24年3月17日～18日）：45拠点病院から45名参加し、「肝炎総合対策につい

て」（厚労省）と「B型肝炎訴訟について」（厚労省）、「B型肝炎に関する最新の話題」、「C型肝炎に関する最新の話題

」の4テーマの講演、およびグループワークを二日間行った。グループワークのために、「社会資源の活用法と肝炎患者に

対する偏見・差別の問題」を盛り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。 

 

ウ 糖尿病研究センター 

かかりつけ医向けのマニュアルとして「糖尿病標準診療マニュアル（一般診療所・クリニック向け）」を平成２２年度に作

成し、ホームページに公開し、年に２度の頻度で改訂している。 

 

エ 国府台病院（児童精神医療） 

  国府台病院を中心に地域診療ネットワーク会議を６回（毎奇数月）開催し、支援の必要な地域の子どもの精神的問題に関

わる情報共有ならびに支援法開発に努めた。 

 

 

オ 人材育成 

 系統だった教育・研修として、以下のものを実施しており、その教育プログラムの開発・改良に努めているところ。 

① レジデント医師には、感染症や国際協力に特化した専門性の高い研修コースを設置し、運営した。 

② ＨＩＶ、国際感染症、肝炎、糖尿病などについて、医師等の医療従事者に対する独自の教育プログラムを開発し、受講

を募っているところ。 

③ 看護師には、卒後臨床研修として、平成２２年度よりローテーション教育を開始すると共に、中堅職員に対しては、保

健師助産師看護師等実習指導者講習会を４回開催し、教育レベルの向上に努めた。 

④ 看護大学校では、看護実務に就業しているものへの再教育として、短期研修４コースに加え、認定看護師教育課程「が

ん化学療法看護」と認定看護管理者教育課程を開講し、系統だった教育・研修システムの確立に努めてきた。 

 

② 情報発信手法の開発 

・ エイズ治療・研究開発センター 

エイズ医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供として、ＡＣＣホームページ上にE-learningサイトを更新、全国の

医療者がいつでも何度でも閲覧できるようにしている。 

 

・ 国際感染症センター  

研究活動について、専用ホームページを立ち上げ、国民及び他機関の医療従事者・研究者らに研究を通して得られた情報

を広く公開した。 

 

・ 糖尿病情報センター 

かかりつけ医向け及び糖尿病専門医向けのマニュアルを平成２２年度に作成し、インターネットで公開している。かか

りつけ医向けのマニュアルは年に２度の頻度で改訂し、糖尿病専門医向けのマニュアルは随時項目を拡充している。この

他にも、糖尿病の最新のエビデンスを医療従事者向けに配信しており、糖尿病情報センターの平成２３年度のホームペー

ジのアクセス数は、１９万ＰＶであった。 

 

・ 肝炎情報センター 

肝炎情報センターでは平成２０年１２月にホームページを立ち上げ、インターネットによる最新情報の提供を行ってい

る。拠点病院の指定状況を紹介するとともに、各自治体における肝疾患専門医療機関リストや拠点病院内に設置された肝

疾患相談センターホームページへのリンクを貼ることにより、患者の便宜を図る努力をしている。 

なお、一般的な肝疾患（急性肝炎・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・肝硬変・肝細胞がん等）に関するサイトは「一般向け」「医

療従事者向け」「肝臓専門医向け」の３つに分け、最新情報への定期的更新を行うことにより、利用者の便宜を図ってい

る。 

平成２３年３月１１日の東日本大震災に際しては、各自治体における肝疾患診療実態に関する情報収集を東北・北関東

地区の拠点病院事業担当者へ依頼し、その結果を掲載した拠点病院ホームページへのリンクを貼ることで数ヶ月間に亘っ

て情報提供を行った。平成23年度のアクセスページ数は、約66.9万件（1日平均1,829件）であった。平成23年4～9月の前
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（３）国際保健医療協力 

   国際保健医療協力を推進

するため、関係機関と連携し

、以下の研究を推進する。 

 ① 国際医療協力の効果的な

推進に必要な研究 

   世界的な健康格差の是正

に向け、国際保健医療協力を

効果的に行うために必要な研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防、早期発見、診断、治療

、研究に関する知識や情報を

集積してわかりやすく提供す

ることに関する研究に取り組

む。 

 

（３）国際保健医療協力に関す

る研究  
開発途上国への国際保健医療

協力を効果的に推進するため

、国際保健動向の情報収集・

分析を効果的に行うとともに

、開発途上国で実施している

技術協力プロジェクトの知見

等を収集評価し、開発途上国

における感染症制御に必要な

システム、妊産婦や乳幼児の

死亡を減らすための方策、効

果的な保健システムの在り方

等に関する研究や、国際保健

にかかる国内外の人材育成に

必要な研究を実施する。 

   国際保健のネットワーク

強化を図るため、効果的な情

報共有や共同研究の仕組み等

を構築するために必要な研究

を国内外関係機関等と共同で

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て検討 

 

 

 

 

 

（３）国際保健医療協力に関す

る研究 

 

 

 ① 国際医療協力の効果的な

推進に必要な研究 

 ・ 開発途上国への国際保健医

療協力を効果的に推進する

ため、次の研究等を行う 
 

  ア 国際保健動向の情報収

集・分析 
 
 
 
 
 

  イ 開発途上国で実施して

いる技術協力プロジェク

トの知見等を収集・評価 
 

  ウ 開発途上国における感

染症制御に必要なシステ

ムに関する検討 
 
 
 
 
 
 
 
  エ 妊産婦や乳幼児の死亡

を減らすための方策の検

討 
 
 

 

 

  オ 効果的な保健システム

の在り方等の検討 
 
 
 

半6ヶ月間の月平均が5.4万件、10月～平成24年3月の後半6ヶ月間の月平均が6.7万件と、25％増となっている。 

 

 

 

 

 

（３）国際保健医療協力に関する研究 

 

 

 

 ① 国際医療協力の効果的な推進に必要な研究 

 

 

 

 

 

ア ４月にザンビア、インドネシア、中国、ラオス、１１月にバングラデシュ、１２月にセネガル、１月にベトナム、カンボ

ジアの保健政策、保健システムの仕組み、保健医療サービスの現状や課題を、当該国に派遣されている派遣課員や国内の課

員による現地調査を基に収集・分析し、国際医療協力部ホームページに掲載した。現在、ミャンマー、コンゴ民に関する情

報を現地派遣課員が収集、分析中である。また、平成２２年度から開始した「国際保健協力データベース作成と情報発信に

関する研究（22指12）」において、ＷＨＯ（世界保健機関）総会決議、同西太平洋地域委員会決議内容の分析を実施してお

り、論文が作成されている。 

 

イ 平成２２年度から開始した「国際保健協力データベース作成と情報発信に関する研究（22指12）」において、開発途上国

で実施している技術協力プロジェクトの知見等を収集評価し、過去において実施したプロジェクトを含め、それらの情報に

関するデータベースの作成に取り組んでいる。 

 

ウ 平成２２年度から継続して、国際医療研究開発費として「開発途上国における新興・再興感染症サーベイランス（22指7

）」の研究を実施しており、主要なところでは、ラオスにおけるB型肝炎母子感染抑制事業の評価として、全国の母子を母集

団とするクラスタ・サンプリングサーベイを、現地予防接種事業ならびにＷＨＯと協調して実施した。「開発途上国におけ

るHIV 対策の評価及びその改善に向けた研究（22指4）」においては、HIV母子感染予防と小児HIV治療にかかるコスト分析を

行い、HIV感染率の低い地域においても妊婦健診でのルーチン検査を含む母子感染予防対策がコストの面からの有効であるこ

とを示した。また、カンボジアにおいてPITC(Provider Initiated Testing and Counseling)では妊婦にHIV教育が十分にで

きない問題点やPITC導入の際でもカウンセリングが重要である点などを示した。「熱帯東南アジアにおける新型インフルエ

ンザH1N1による疾病負担ならびに超過死亡の研究（23指2）」では、ラオス、ビエンチャン首都圏において、2009年のH1N1

初発よりも、2010年の秋の第二波が、呼吸器感染の追加疾病負担をもたらしている可能性を示唆した。 

 

エ 平成２２年度から開始した「開発途上国の新生児・小児ケアにおける質向上のアプローチに関する研究（22指4）」につい

ては、モンゴルならびにベトナムで、新生児死亡の基礎データの収集から、前者では新生児期早期(生後7日以内)の死亡が多

いこと、どちらも新生児蘇生のトレーンング導入でアプガースコア等の改善を見ることが明らかにされた。妊産婦・新生児

・小児保健対策の有効性検証および科学的根拠創出フィールドの確立に関する研究（23指3）」においては、パッケージとな

った母子保健サービスが最終的に有効に人々に届いているか、またその有効性を高めるために必要な要素の記述と分析を実

施中である。 

 

オ 「開発途上国の公的医療機関における患者中心のサービス実現の方策に関する研究（23指 1）」では、複数の対象国モデ

ル病院において、本アプローチ導入後の評価と事例分析を実施中である（セネガル、マダガスカル、コンゴ民主共和国、ブ

ルンジ）。また、仏語圏アフリカ８か国への 5S導入後１年の評価として Good practiceの抽出を行い、病院における５S導

入の促進および阻害要因を分析中。看護組織強化とサービスの質改善の関係についてマダガスカルとベトナムの事例から分

析した。 
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② 国際保健のネットワークの

強化に必要な研究 

   国内外の関係機関等との

情報共有及び共同事業の実施

等諸協力を推進するため、国

際保健分野のネットワーク強

化に必要な研究を実施する。 

 

 

  カ 国際保健にかかる国内

外の効果的な人材育成の

検討 

 

 

 

 

  キ 国際保健の新しい潮流

と今後の展望に関する検

討。 

 

 

 ② 国際保健のネットワーク

の強化に必要な研究 

 ・ 国際保健のネットワーク強

化を図るため、効果的な情報

共有や共同研究の仕組み等

を構築するために必要な研

究を国内外関係機関等と共 
同で実施する。 

 
 

 

カ 「紛争後国家や脆弱国家における保健人材開発制度の確立に関する研究(22 指 8)」は、保健人材制度の分析フレームワー

ク（House model）を作成した。このフレームワークをもとにチェックリストとマニュアルからなる人材制度の分析チェック

リストおよび質問票（ドラフト）を作成した。フレームワークは 2 つの国際学会で発表され、PLoS Medicine 誌に掲載され

た。完成した質問票にて、カンボジア、およびコンゴ民で調査を実施した。ラオスでは、フレームワークの中でも「法制度

整備」「保健省関連部署の能力」に焦点をあて、過去の「看護助産人材に関する法規策定」に関わった保健省担当者の能力

強化に関する質的調査を行った。ベトナムでは「定着」につながる卒後継続教育について調査研究を行った。 

 

キ 「国際保健の新しい潮流と今後の展望（23指6）」では、国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧs）の目標年2015年以降に重要

となる可能性のある保健医療・健康課題を調査・研究した。 

 

 

 

② 国際保健のネットワークの強化に必要な研究 

「国際共同研究基盤整備に関する研究」は平成22年度に終了したが、同年度よりベトナムバクマイ病院との間で協定を締

結し、共同研究を進めるなど、構築されたネットワークを活用した研究が進展している。また、一昨年度に指定を受けた、

保健システム開発分野でのＷＨＯ協力センター（WCC）としての活動として、ネパールのマラリア対策と保健システムの関わ

りについて、調査を実施し報告書をＷＨＯ西太平洋地域事務局に提出した。ＷＣＣとしての契約は2013年まで継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料3- 1 肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄細胞投与療法関連資料 

説明資料3- 2 HIV/AIDSに関する介入試験の概要(SPARE試験、ET study) 

説明資料3- 3 平成23年度糖尿病情報センター関連研究成果一覧 

説明資料3- 4 miglitol及びsitagliptinの効果と安全性を検討する介入研究に関する原著論文 

説明資料3- 5 平成23年度元気な日本復活特別枠で行う「ウイルス性肝炎の革新的な診断治療法の開発研究事業」概要 

説明資料3- 6 免疫関連研究の主な原著論文 

説明資料3- 7 バイオバンク概要資料 

説明資料3- 8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要 

説明資料3- 9 医療従事者向けHIV/AIDS E-learningサイト（ＡＣＣホームページより） 

説明資料3-10 糖尿病標準診療マニュアル（一般診療所・クリニック向け） 

説明資料3-11 糖尿病標準診療マニュアル（応用編） 

説明資料3-12 平成23年度糖尿病医師・医療スタッフ向け研修会ポスター 

説明資料3-13 肝炎情報センター主催 各種研修会 概要 

説明資料3-14 ＡＣＣホームページ（トップページ） 

説明資料3-15 ＤＣＣホームページ（トップページ） 

説明資料3-16 肝炎情報センターホームページ（トップページ） 

説明資料3-17 発表論文リスト（国際医療協力局） 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目３■ 
 研究・開発に関する事項 

 （３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な

研究・開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 主要疾患等である、感染症（ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、新興・再興感染症）、糖尿病・

代謝性疾患、肝炎・免疫疾患、国際医療協力等各分野における研究・開発が着実に

実施されており、一部の研究は企業との共同研究に進展した。 

 特に、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの分野では、臨床との綿密な連携による研究があり、今

後の治療法や新薬の開発に資する研究に取り組んでいる。 

 

・ 数値目標のうち、臨床研究実施件数等は平成21年度とほぼ同水準であるものの、

掲載論文数は中期計画を大幅に上回っており、戦略的かつ重点的な研究・開発の推

進に着実に取り組んでいる。 

 

（委員会としての評定理由） 

HIVの新規感染者について耐性検査の実施、薬剤耐性状況の把握及び遺伝子解析を

年間 100例の計画に対し、116 例について行った。HIV 感染者への自己骨髄細胞投与

による肝硬変の治療を実施するとともに、糖尿病合併症、慢性肝疾患、免疫疾患の基

礎・臨床研究を実施した。   

以上の実績と取り組みについて評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・疾病に着目した研究では、疾病の本態解明・実態把握でいくつかの研究成果が出さ

れた事、免疫分野での成果、産官学連携での成果など、均てん化、国際医療分野での

数々の事業推進など評価する。 

・総合的には論文数などは着実に増加しているものの、臨床研究の絶対数は更なる増

加が望まれる。広範な分野で研究を実施している点は理解・評価するものの、さらに

的を絞った研究と成果が期待される。 

・当センターが特に力を入れている感染症（HIV/エイズ、インフルエンザ）、糖尿病、

肝炎、免疫疾患等の研究・開発は着実に実施されているように思え、研究論文は２２

年度に比し、２３年度は２４％増加した。一方、治験を含めた臨床研究は２１年度に

比し０．９％減少している。 

・HIVなど疾病に着目した研究、糖尿病マニュアルの更新など均てん化に着目した研

究、開発途上国における感染症をはじめとする国際保健医療協力に関する研究など大

いに評価できる。 

・ＨＩＶ新規感染者へ耐性検査、糖尿病の最新のエビデンスを医療従事者向けに配信、

肝炎について最新情報をホームページで公開、国際保健医療協力に関する研究等につ

いて評価する。 

・ACCについては、厚生科学研究を中心とした積極的臨床研究やコホート研究を行っ

た点や、HIV多重感染者に対する自己骨髄投与療法の実施など先端医療の開発を行っ

ている点など高く評価できる。新興・再興感染症についても国際共同研究を継続的に

実施している点は評価できる。肝炎に関しては 23 年度に体制整備が行われた点は評

価できるが、成果については今後、期待される。 

・糖尿病について 1型糖尿病に関する共同研究を開始した点は評価できる。 

・論文数、引用数共に大きく伸びている。 

・論文数は目標上回るも臨床研究実施件数は中期目標に向け推進中である。 

 

 

（その他の意見） 

・バイオリソースの活用は重要で、６つのナショナルセンターで運営協議会が設置さ

れて活動が開始されており、当センターも積極的に活動してもらいたい。 

 

 

［数値目標］ 

○ 平成21年度に比し、中期目標の期間中に、論文誌へ

の掲載論文数をセンター全体で10％以上の増加 

 

 

 

 

・Web of Science で検索される研究論文のうち、平成２３年に出版されたものは１

９９編あり、平成２２年に出版された数である１６１編に比して、２４％増加した

（評価シート１０頁参照） 

 

 

○ 平成21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究

実施件数（倫理委員会にて承認された研究をいう。

）及び治験（製造販売後臨床試験も含む。）の実施

件数の合計数の10％以上の増加 

 

 

 

・平成２３年度に実施された治験を含む臨床研究は２１２件となり平成２１年度に比

し０．９％減少した。 

 

治験等受託研究 ：  ２２件  （１９件） 
その他臨床研究 ： １９０件 （１９５件） 

合  計  ： ２１２件 （２１４件）※ （ ）内は平成２１年度実績 

 （評価シート１３頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 研究・開発を推進するため、企業、大学、学会等と

の連携を図っているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・早稲田大学理工学部、理化学研究所等との連携の継続等、他の研究機関との連携を

進めてきた。また、企業との連携を図るべく、(株)知的財産戦略ネットワーク（Ｉ

ＰＳＮ）との連携も行っているところである。また、平成２４年度上半期に開催さ

れる民間のバイオ関連見本市に出展すべく準備を行っているところ。 

 

 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレスポンディング

・オーサーである論文の被引用総数がどのように推移

しているか。 

 

 

 

実績：○ 

・Web of Scienceによって当研究センターの論文について、被引用数の各年毎の累計

値を調べたところ、平成２１年から平成２３年（暦年）まで、平成２１年４，２３

３件，平成２２年４，８２２件、平成２３年５，１８５件と順調に伸びている。 
（業務実績１０頁参照） 
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○ 感染症その他の疾患について、発症機序や病態の解

明につながる研究を実施しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・インフルエンザ呼吸器感染症の重症化のメカニズムと治療法を解明するため、マウ

スのインフルエンザ感染重症化モデルの作成と病理像の検討を行い、びまん性肺胞

障害（diffuse alveolar damage; DAD）がマウスの死亡と関連することを示した。 

 

・免疫に関する疾患の病因解明の基礎となる基礎・臨床研究については、自己免疫性

貧血の新規治療標的の解明や、炎症性腸疾患における炎症の慢性化・重症化機構の

中心的役割を果たす反応経路、免疫細胞の分化にステロイドが果たす役割の解明な

ど行った。 

 （評価シート１１頁参照） 

 

 

 

○ パンデミック感染症、新興・再興感染症及び糖尿病

等に関する疫学研究を進めるとともに、ウイルス性肝

炎の感染状況やインターフェロン治療に関する実態

把握を行っているか。 

 

 

 

実績：○ 
・新興・再興感染症分野では、2009年4月末にメキシコ・米国から報告された新型イン

フルエンザに関して、発症後抗ウイルス薬投与までに要する日数と肺炎の重症化の

関係や、メキシコにおけるインフルエンザ重症化の社会経済的背景についての検討

を行い、論文発表を行った。また、当センターにおける新型インフルエンザ（H1N1

pdm2009）入院症例の検討を行い、呼吸器症状を有した患者をステロイド投与群と非

投与群で比較し、ステロイド投与群で有意に重症であったにもかかわらず、解熱時

間および入院日数に差がなかったことを示し、国際学会及び論文発表を行った。さ

らに、ベトナム国バクマイ病院を中心として、鳥インフルエンザ(H5N1)感染患者数

の推移と疫学に関する調査、H5N1患者が実際に発生した地域における住民の知識や

行動・環境に関する調査などを行い、論文発表した。 

 

・エイズ治療研究開発センターでは、国際医療研究開発費による肝炎グループの研究班に

分担研究者として参加し、ＨＩＶと肝炎の重複感染の実態調査を実施した。また、Ｂ型

肝炎が蔓延しているアジア諸国における治療導入後の実態調査、疫学調査に関し文部科

学省海外拠点プログラム研究費にて実施している。（評価シート９頁参照） 

 

・肝炎情報センターでは、全国の４１自治体肝炎対策担当部署の協力を得てインターフェ

ロン治療効果判定報告書の収集・解析事業を行っており、平成２４年２月までに 9,434

例のデータを収集し、解析している。 

 

 

○ 疫学研究により、感染症その他の疾患についてのリ

スク・予防要因の究明等、実態把握に資する研究を実

施しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・国際疾病センターは、メキシコやベトナムの新型インフルエンザや呼吸器感染症に

おける疫学研究の基盤を整備すると共に、既にメキシコの新型インフルエンザの死

亡リスク検討や社会経済的背景からの分析を行っている。 

（評価シート１２頁参照） 

 

・肝炎情報センターでは、全国の４１自治体肝炎対策担当部署の協力を得てインター

フェロン治療効果判定報告書の収集・解析事業を行っている。平成２１年１２月か

ら平成２４年２月までに9,434例のデータを収集し、解析している。特に、地域差の

有無についての検討も進めており、治療成績については全国で均てん化されている

ものの、Ｃ型肝炎ウイルス遺伝子型の分布、再治療例の比率、６５歳以上の患者比

率などには地域差を認めている。平成２４年度以降も厚生労働科学研究費の補助を

受けることが決定しており、これらの地域差の原因等につき、さらに詳細な検討を

進める予定である。 
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○ 感染症その他の疾患に対する高度先駆的な予防法

や、早期診断技術、治療法の開発に資する研究や標準

的な予防、診断、治療法について、中期計画に掲げる

研究を推進しているか。 

 

 

 

実績：○ 

・ＡＣＣでは肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄輸注療法を、平成２３年度内

に２例実施、平成２４年度に実施する予定症例のスクリーニングを行った。また、

日本人に適した、副作用を回避する治療法として、逆転写酵素阻害薬を使用しない

新しい治療法開発のための臨床試験(SPARE study)を計画、倫理委員会の承認を得て

多施設共同無作為割付け臨床試験を実施している。 

 

・高病原性鳥インフルエンザA（H5N1）ヒト感染症に対する包括的治療戦略(Comprehe

nsive Therapy for human H5N1:CT-human H5N1)の継続と強化・推進を行った。201

2年1月～3月に発生したH5N1死亡例（ベトナム南部）やH5N1疑い例(バクマイ病院)

の調査とインフルエンザ重症化に寄与する因子の検討、2009年以降のパンデミック(

H1N1)2009による重症肺炎（バクマイ病院ICU）の症例検討、インフルエンザ感染に

起因する重症ARDSに対するPMX療法などの臨床研究を行った。 

 

・慢性肝炎の診断法として、宿主側因子としては、IL28BとITPAの各々のSNPの測定法

を確立した。一方、ウイルス側要因としてHCV core70, 91の測定法とHBVのPC，CP

測定法を確立し、両者を実際の患者で測定を行った。 

（評価シート１２頁参照） 

 

・センター病院に通院中の合併症を有する2型糖尿病患者を対象に、内服での血糖管理

困難な2型糖尿病患者におけるインスリン一回注射法導入の予後調査、インスリン治

療中の高齢2型糖尿病患者における低血糖発現に関連する因子の検討や、血管障害の

進行した2型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の

状況に関する調査を行った。 

 

 

 

○ 研究に必要な、バイオリソースや臨床情報を収集し

、解析を行う研究を実施する等、その有効な活用を図っ

ているか 

 

実績：○ 

・バイオリソースの活用について、ナショナルセンターが６ＮＣバイオバンク運営協

議会を設置して、収集・管理に当たる仕組みについて検討を行っており、当センタ

ーも一員として検討に当たると共に、協議会事務局を引き受けている。 

 

・当センターは、生活習慣病や感染症を中心としたバイオバンクの構築を構想してお

り、構築に向けた組織として開発医療部内にバイオバンク担当部局を設け、担当者

を新規雇用し、センター内の体制の整備に着手したところ。 

（評価シート１２頁参照） 
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○ 医薬品及び医療機器の治験（適応拡大を含む。）の

実現を目指した研究を実施しているか。 

 

 

 

 

 
実績：○ 

・HIV・エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、国内

未承認のカリニ肺炎治療薬のアトバコンと赤痢アメーバのシスト駆除薬であるパロ

モマイシンを個人輸入にて使用した。なお、アトバコンは平成２４年に保険収載さ

れた。 

 

・新興・再興感染症への取組として、T-705 （臨床治験抗ウイルス薬／富山化学）を

使用しての H5N1感染の治療効果に対する評価研究（Phase Ⅱ）、Phase Ⅱ臨床試験

を富山化学工業―バクマイ病院－国立国際医療研究センターの三者で産学共同臨床

治験として始動した。 

 

・新規抗ウイルス薬ラニナミビル（商品名イナビル）（2010年9月10日製造承認／第一

三共株式会社）の重症インフルエンザへの効果的投与方法の検討の為の動物実験を

同社及び神戸大学との共同研究として実施し論文作成を行った（既に受理済み）。 

 

・C 型慢性肝炎の治療効果の簡易な判定手法に関する研究として、インターフェロン

治療の効果予測として実際の患者で IL28BSNP測定を開始した。また、インターフェ

ロン治療による副作用である貧血の予知のための ITPA SNP の測定を開始した。加え

てどれ位の確率で予測可能かの検討を開始した。 

 

・糖尿病に関しては、当院通院中の 2 型糖尿病患者において、入院の上で持続皮下

血糖測定を用いて miglitol 及び sitagliptinを段階的に投与し、その効果と安全性

を検討する介入研究を終了。英文誌に結果を掲載した。また、経口血糖降下薬の有

効性に関する研究を遂行している。 

 

・治験を含む臨床研究の合計実施数は、平成２３年度で２１２件となっており、平成

２１年度２１４件に比して０．９％減となっている。 

 

 

○ 海外では有効性と安全性が検証されているが国内

では未承認の医薬品・医療機器について、治験をはじ

めとする臨床研究を推進しているか。 

 

 

実績：○ 

・HIV・エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、国内

未承認のカリニ肺炎治療薬のアトバコンと赤痢アメーバのシスト駆除薬であるパロ

モマイシンを個人輸入にて使用した。なお、アトバコンは平成２４年に保険収載さ

れた。また、新しいウイルス量測定方法に関する臨床研究を実施した。 

 

 

○ 感染症その他の疾患に関する医療の質を評価する

信頼性・妥当性のある指標の開発を行うとともに、中

期計画に掲げる研究を実施することで、医療の均てん

化を図っているか。 
 

 

実績：○ 

・エイズ、糖尿病、新興・再興感染症、肝炎、精神疾患について、ケアプロトコール

作成や、診療ガイドラインを作成し、各種講習会、ネットワーク会議、ホームペー

ジなどを通じて情報提供を行うことで均てん化を図っている。 

 

 
○ 感染症その他の疾患に対する偏見を解消し、正しい

理解を促進するとともに、最新の診断・治療情報等の

提供を行うための研究を実施しているか。 

 

 
実績：○ 

・ホームページを通じて、一般向けに疾患に関する正しい知識等について啓蒙を行う

と共に、医療従事者に対しては、最新の治療法、知見等の情報提供を行っている。 

 

 

 

 

 

21



 
○ 開発途上国への国際保健医療協力を効果的に推進

するため、国際保健動向の情報収集・分析を効果的に

行うとともに、効果的な保健システムの在り方等に関

する研究や、国際保健にかかる国内外の人材育成に必

要な研究を実施しているか。 

 

 

 
実績：○ 

・年度を通じ、英文原著論文17編、英文総説等1編、和文原著論文1編、和文総説等2
編、合計論文数21編。 

 
・国際保健動向の情報収集・分析：保健医療サービスの現状や課題を、ミャンマー、

コンゴ民主共和国につき収集しまとめた。ＷＨＯ（世界保健機関）総会決議、同西

太平洋地域委員会決議内容の分析を実施しており、論文を作成。 
 
・開発途上国で実施している技術協力プロジェクトの知見等を収集・評価：開発途上

国で実施している技術協力プロジェクトの知見等を収集評価し、過去において実施

したプロジェクト等情報のデーターベース作成中。 
 
・開発途上国における感染症制御に必要なシステムに関する検討：ラオスにおけるB

型肝炎母子感染抑制事業の評価、HIV母子感染予防と小児HIV治療にかかるコスト

分析、カンボジアにおけるPITC(Provider Initiated Testing and Counseling)の課題分

析、ラオスの新型インフルエンザH1N1による追加疾病負担調査等が実施された。 
 
・妊産婦や乳幼児の死亡を減らすための方策の検討：モンゴル、ベトナムでの新生児

死亡の基礎データの収集ならびに新生児蘇生のトレーンング評価、パッケージとな

った母子保健サービスの有効性評価が実施された。 
 
・効果的な保健システムの在り方等の検討：仏語圏アフリカ諸国の病院における５S

改善ＴＱＭ導入の促進および阻害要因を分析中。 
 
・国際保健にかかる国内外の効果的な人材育成の検討：紛争後国家や脆弱国家におけ

る保健人材制度の分析フレームワーク（House model）のチェックリストとマニュ

アルを作成し2つの国際学会で発表し、PLoS Medicine誌に刊行した。完成した質問

票にて、カンボジア、およびコンゴ民で調査を実施した。 
 
・国際保健の新しい潮流と今後の展望に関する検討：国連ミレニアム開発目標（ＭＤ

Ｇs）の目標年2015年以降に重要となる可能性のある保健医療・健康課題を調査・研

究した。 
 

 
○ 国際保健のネットワーク強化を図るため、効果的な

情報共有や共同研究の仕組み等を構築するために必

要な研究を国内外関係機関等と共同で実施している

か。 

 

 
実績：○ 

・平成２２年度から「国際共同研究基盤整備に関する研究」は終了したが、ベトナム

バクマイ病院との間で協定を締結し、共同研究を進めるなど、構築されたネットワ

ークを活用した研究が進展している。また、一昨年度に指定を受けた、保健システ

ム開発分野でのＷＨＯ協力センター（WCC）としての活動として、ネパールのマラリ

ア対策と保健システムの関わりについて、調査を実施し報告書をＷＨＯ西太平洋地

域事務局に提出した。ＷＣＣとしての契約は2013年まで継続する。 
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２．医療の提供に関する事項 

  我が国における感染症その

他の疾患に対する中核的な医

療機関として、国内外の知見を

集約し、高度先駆的医療の提供

を行うこと。 

  また、高齢化社会が進展する

中で、課題となっている病気の

複合化、併存化に対し、臓器別

、疾病別のみならず、患者全体

を見る全人的な医療を前提に、

総合医療を基盤とした感染症

その他の疾患に対する医療の

標準化を推進するため、最新の

科学的根拠に基づいた医療の

提供を行うこと。 

  患者・家族に必要な説明を行

い、情報の共有化に努めること

により、患者との信頼関係を構

築し、また、患者・家族が治療

の選択、決定を医療者とともに

主体的に行うことができるよ

う支援することに加え、チーム

医療の推進、入院時から地域ケ

アを見通した医療の提供、医療

安全管理体制の充実、客観的指

標等を用いた医療の質の評価

等により、患者の視点に立った

良質かつ安心な医療の提供を

行うこと。 

  地域のニーズに即した質の

高い救急医療を提供すること。 

  特定感染症指定医療機関と

して、感染症指定医療機関等と

連携し、感染症の患者に対する

医療の提供を着実に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

  基本的に病気とは複雑な疾

病の複合体であるので、その

治療に際しては、高度な専門

性と同時に、「こころ」も含

め様々な側面から患者を診る

ための総合診療能力、救急医

療を含む診療体制、並びに質

の高い人材の育成及び確保が

要求される。 

  センターは、既に培われた世

界的に見ても質の高い医療水

準をさらに向上させ、総合医療

を基盤とした各診療科の高度

先駆的な医療を提供する。 

  特に、センターのミッション

である感染症その他の疾患の

ための質の高い医療の提供を

行うことにより、医療の標準化

を図り、他施設のモデルとなる

科学的根拠を集積し、我が国の

医療の標準化・均てん化を推進

する。 

 

（１）高度先駆的な医療、標準

化に資する医療の提供 

 ① 高度先駆的な医療の提供 

   高齢化社会が進展する中

で、課題となっている病気の

複合化、併存化に対応するた

め、臓器別、疾患別のみなら

ず、小児から高齢者までの患

者を対象とした心身を含めた

総合医療を基盤に、最新の知

見を活用することで、個々の

病態に即した高度先駆的な医

療の提供を行う。 

   また、HIV・エイズ患者に

対し、薬剤耐性や薬剤血中濃

度のモニターに基づき、総合

医療をベースに個々人の病態

に即した医療を年間150例以

上提供する。 

 

 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高度先駆的な医療、標準

化に資する医療の提供 

 ① 高度先駆的な医療の提供 

 

 ・ HIV・エイズ患者に対し、

薬剤耐性や薬剤血中濃度の

モニターに基づき、総合医療

をベースに個々人の病態に

即した医療を年間150例以上

提供する。 

 
 ・ H5N1鳥インフルエンザ感

染を含む新興感染症に対す

る治療法の開発を推進する。 

 
 
 
 ・ Ｃ型慢性肝炎患者の薬剤感

受性に着目したテーラーメ

イド医療の開発を行う。 

 
 
 
 
 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供 

 

 ① 高度先駆的な医療の提供 

 

１．HIV・エイズに対する医療の提供 

HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性や薬剤血中濃度のモニターに基づき、総合医療をベースに個々人の病態に即した医療を

年間１５０例以上提供するという計画に対し、平成２３年度は６８２例実施した。個々の実態に即した治療法の重要性が増

したため、実施数も当初計画より大幅に増加した。 

 

 

 

２．新興感染症に対する治療法開発の推進  
新型インフルエンザ（H1N1pdm2009）によるNCGMの入院患者を対象とした重症例の検討を通じた新規治療法の検討を行った

また高病原性鳥インフルエンザA（H5N1）肺炎に対する包括的治療戦略(Comprehensive Therapy for human H5N1:CT-human 

H5N1)の継続と強化を推進し、インフルエンザの重症化を招く要因（社会経済因子、環境因子など）を調査・分析し、インフ

ルエンザ感染に起因する重症ARDSに対するPMX療法などの臨床研究を行った。・ 

 
３．肝炎に対する治療法開発の推進 

テーラーメイド医療の一つとして、インターフェロン治療の効果予測として実際の患者さんでIL28BSNP測定を実施中であ

る。また、インターフェロン治療による副作用である貧血の予知のためのITPA SNPの測定が、どれ位の確率で予測可能かの

検討を継続している。 
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② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

   感染症その他の疾患につ

いて、最新の知見を活用しつ

つ、医療の標準化に資する診

療体制を整備し、標準的医療

の実践に取り組む。 

 

 ・ 糖尿病について生体指標等

に依拠した治療を実施する。 

 
 
 ・ センターにおいて実施され

ている先駆的な医療技術に

ついては、先進医療に承認申

請を行うことを推進する。 

 

 

 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に

基づいた医療の提供 

 ・ 感染症その他の疾患につい

て、最新の知見を活用しつつ

、医療の標準化に資する診療

体制を整備し、標準的医療の

実践に取り組む。 

 

 

４．糖尿病に対する医療の提供 

血糖コントロールが不安定な患者などを対象に、連続血糖測定が可能なシステムを活用し、治療方針を策定するというテ

ーラーメイドの糖尿病治療を実施した。本年度で述べ８２名に実施した。 

 

５．先進医療・高度医療の推進     

平成２３年度においては、先進医療既存技術２件（内視鏡的大腸粘膜下剥離術、超音波骨折治療法）について実施。 

さらに、先進医療既存技術２件（実物大臓器立体モデルによる手術支援、IL28Bの遺伝子診断によるインターフェロン治

療効果の予測評価）、先進医療新規技術３件（ハイスピードデジタル撮像による声帯振動の解析、HIV env V3領域のシーク

エンス解析によるマラビロク感受性検査、チトクロームP450 2B6遺伝子型に基づくエファビレンツ投与量の調節）及び高度

医療新規技術１件（不明熱のFDG-PET/CTによる熱源診断）の申請に向けて準備中。 

 

 ② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供 

 

１．科学的根拠に基づく医療の提供への取組 

日常診療において、エビデンスに基づいた標準的治療が可能となるよう、図書館の電子ジャーナルの整備を進め、診療の

合間に電子カルテシステム上からジャーナルを参照できるシステムを整備した。また、平成24年度から国府台地区に移転・

整備される肝炎・免疫研究センターの情報システム構築についても検討を行った。 

また、各科におけるカンファレンスに積極的に取り組み、医療の質の均質化を図った。 

さらに、最新の知見を得ることのできる機会として、研究所の各種カンファレンスをセンター内で開催し、医師の参画を

促すことで最新の研究成果の吸収に努めた。 

 

肝炎情報センターでは、全国７０の都道府県肝疾患診療連携拠点病院を対象とした医療従事者向け研修会を年に４回開催

している。肝炎医療に関する最新の知見を各自治体におけるリーダー的立場の医療者と共有する機会を提供することにより

、さらに、これらの研修会受講生が各自治体において専門医療機関以下へ最新情報を伝達することを期待している。このシ

ステムを稼働させることにより、全国における肝炎医療の標準化に貢献しうると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料3- 1 肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄細胞投与療法関連資料 

説明資料3- 5 平成23年度元気な日本復活特別枠で行う「ウイルス性肝炎の革新的な診断治療法の開発研究事業」概要 

説明資料4- 1 先進医療・高度医療進捗状況 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

■評価項目４■ 
 医療の提供に関する事項 

 （１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 医療の標準化は、医療の品質改善という観点から取り組み、研究所と連携しつつ

最新の知見を活用した個々の病態に即する高度先駆的な医療の提供を行い、併せて

標準的医療の開発を実施している。 
 
・ 数値目標は、中期計画を大幅に上回っており、着実に実施した。 
 
・ 先進・高度医療は、先進既存技術の２件実施のほか、新たに合計６件（先進既存

技術２件、先進新規技術３件、高度新規技術１件）の申請に向けた取組みを実施。 
 

（委員会としての評定理由） 

HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性や薬剤血中濃度のモニターに基づき、個々人の

病態に即した医療を、年間 150例以上提供するという計画に対し 682例実施し計画を

大幅に上回ったことは大いに評価する。また、先進医療について平成２３年度におい

ては、先進医療既存技術 2 件について実施。さらに、先進医療既存技術 2 件、先進医

療新規技術3件及び高度医療新規技術1件の申請に向けて準備していることも評価す

る。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・救急医療の充実、電子カルテと電子ジャーナルの連携は評価できる。 

・高度先駆的医療の提供体制が整備された結果、HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性

や薬剤血中濃度のモニターに基づき、個々の病態に治療が着実に行われた。 

・インフルエンザに関して、包括的治療戦略が持続されている。 

・肝炎に対する治療法の開発が少しずつ推進され、インターフェロンの治療予測法に

進展がみられている。 

・個々人の病態に即した医療実施数を目標に対して大幅に増加させたことについて評

価する。 

・先進医療新規技術３件、高度医療新規技術 1件について申請準備であることは評価

する。 

・HIV感染患者に対し、薬剤耐性・薬剤血中濃度をモニターに基づく個々人の病態に

即した医療を提供した点は大変高く評価できる。肝炎についても IL28BSNP 測定によ

る IFN の効果解析に着手するなど先進的取り組みを臨床に応用している点も高く評

価できる。総じて高度先駆的な医療の提供や標準化の取り組みは高く評価できる。 

・６８２例の HIV・エイズ患者に個々人の病態に即した医療を実施するなど高度先駆

的な医療を提供し、先進医療新規技術など計６件の先進医療申請の準備を進めている

こと、電子ジャーナルと電子カルテシステムとの連携を図るなど最新の科学的根拠に

基づいた医療を提供していることなど大いに評価できる。 

 

［数値目標］ 

○ HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性や薬剤血中濃度

のモニターに基づき、総合医療をベースに個々人の

病態に即した医療を年間150例以上提供 

 

・個々人の病態に即した治療法の重要性が増したため年間６８２例に提供し、計画に

対して大幅に増加した。（評価シート２３頁参照） 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ 臓器別、疾患別のみならず、小児から高齢者までの

患者を対象とした心身を含めた総合医療を基盤に、最

新の知見を活用することで、個々の病態に即した高度

先駆的な医療の提供を行っているか。 

 

 

実績：○ 

・研究所と協力しつつ最新の知見を活用した個々の病態に即する高度先駆的な医療の

提供を行っている。（評価シート２４頁参照） 

 

 

 

 

○ 感染症その他の疾患について、最新の知見を活用し

つつ、医療の標準化に資する診療体制を整備し、標準

的医療の実践に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・日常診療においては、エビデンスに基づいた標準的治療が可能となるよう、図書館

の電子ジャーナルの整備を進め、診療の合間に電子カルテシステム上からジャーナ

ルを参照できるシステムを実装し、医師の適切な診療実施を支援している。 

 

・医療の質の均質化を目指して、各診療科におけるカンファレンスを積極的に取り組

んでいる。 

 

・研究所の各種カンファレンスの開催において、病院医師の積極的な参加を促し、最

新の知見、研究成果の吸収に努めている。 

 

・ 糖尿病、ＨＩＶ診療、新興再興感染症の診療などの各分野において、標準的医療

の開発に努め、マニュアル化を進めている。 
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（２）患者の視点に立った良質

かつ安心できる医療の提供 

 

 ① 患者の自己決定への支援 

   患者・家族が治療の選択、

決定を医療者とともに主体的

に行うことができるよう、患

者・家族に必要な説明を行い

、かつ、情報公開に積極的に

取り組むことで、情報の共有

化に努めるとともに、患者の

プライバシー保護に努める。 

   このため、患者に対する相

談支援を行うための窓口を設

置する。 

   また、専門的立場から幅広

く患者・家族を支援するため

、セカンドオピニオンを年間1
80件以上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 患者等参加型医療の推進 

   患者の視点に立った医療

の提供を行うため、定期的に

患者満足度調査を実施し、そ

の結果を業務の改善に活用す

ること、及びご意見箱を活用

するなど、患者の意見を反映

しつつ医療の取り組みを着実

に実施するとともに、患者サ

ービスの改善について積極的

な推進を図る。 

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心できる医療の提供

  

 ① 患者の自己決定への支援 

 ・ 患者にとって安心・安全な

医療を提供するため、カルテ

の開示等の情報公開に積極

的に取り組む。 

 ・ 患者のプライバシー保護に

努めるため、個人情報保護に

関する委員会を開催し充実

を図る。 
・ 患者に対する相談支援を行

う窓口について、支援体制の

充実を図る。 

 ・ セカンドオピニオンを200
件以上実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 患者等参加型医療の推進 

 ・ 患者サービス推進委員会を

定期的に開催する。また、患

者の視点に立った医療の提

供を行うため、平成22年度に

実施した患者満足度調査及

びその分析結果をもとに、必

要なサービスの改善を行う

とともに、本年度においても

患者満足度調査を実施する。 
 

（２）患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供 

 

 

 ① 患者の自己決定への支援 

 

１．適切なカルテの開示 

厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」に基づき、カルテの開示請求があった場合に

は適切に開示を行っている。平成２３年度においては、センター病院４９件の開示を行った。また、速やかに対応するため

平成２２年度では、常勤職員１名で対応していたところ平成２３年度においては、常勤職員１名、非常勤職員１名で対応を

行った。 

国府台病院においては１８件の開示を行った。 

 

２．個人情報保護に関する委員会の開催 

個人情報保護に関する委員会については、平成２４年２月２３日に個人情報管理委員会を開催し、個人情報保護研修会の

開催および個人情報管理体制の強化等について審議した。 

また、個人情報保護研修会に職員全員の参加が難しいので、ホームページにガイドライン等の注意事項を掲載し、職員全

員に注意喚起を行うこととした。 

 

３．個人情報保護研修会の開催 

個人情報保護研修会については、新採用者２３１名を対象とした平成２３年度採用者オリエンテーション（４月１日～８

日）のほか、平成２３年８月３１日に開催した臨床研究認定研修会（医師、看護師、研究者を対象）において、個人情報保

護について参加した２２４名に周知を図った。 

 

４．患者に対する相談支援を行う窓口支援体制の整備 

センター病院においては、療養中の心理的、社会的問題、経済的問題等の社会福祉相談について、相談・支援を行うＭＳ

Ｗ（医療ソーシャルワーカー）、療養に関する相談・受診相談等の看護相談を行う看護師、薬剤の質問や相談を行う薬剤師

を配置した「総合医療相談室」を設置している。 

また、平成２２年度から患者相談専門職１名を配置し、平成２３年度においてはＭＳＷを常勤職員３名、非常勤職員１名

から常勤職員７名、看護師を常勤職員１名から２名にすることにより支援体制の強化を図った。 

 

【患者満足度調査結果】           ポイント          ポイント 

 ・苦情の受付について（入院）平成２２年度 ４．０４ → 平成２３年度 ４．０４(±0ポイント) 

   ・苦情の受付について（外来）平成２２年度 ３．２６ → 平成２３年度 ３．６８(＋0.42ポイント) 

 

５．セカンドオピニオンの実施 

患者目線に立った医療の提供を推進するため、セカンドオピニオンの実施目標件数を定め、平成２３年度においては実施

件数が２３１件となり目標の「２００件以上」を達成した。 

 

② 患者等参加型医療の推進 

 

１．患者サービス推進委員会の開催 

平成２３年度においては、患者サービス委員会を毎月１回定期的に開催し、委員会で審議した内容をセンター管理会議（

センター病院）、管理診療会議（国府台病院）において報告を行っている。 

 

２．患者の視点に立った医療の提供 

  患者サービス推進委員会、及び前年の「患者満足度調査の分析結果」をもとに患者サービスの改善に努めている。 

  ・平成２３年度より、病棟クラークを導入し、今まで看護師が行っていた入院患者に対する「入院時・退院時のオリエン

テーション」等について、病棟クラークが行うこととした。 

  ・診療費のクレジットカード払い可能なクレジット会社２グループ（６種類）から１グループ（３種類）増加し、合計３
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   また、ボランティアによる

相談支援等に努め、患者の医

療に対する理解の向上に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 院内に設置してある意見箱

を活用し、患者から生の声を

くみ上げ、患者サービスの改

善について積極的に推進を

図る。 

 ・ ボランティアの活動による

相談支援等を推進し、患者の

医療に対する理解の向上に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ（９種類）とした。 

  ・現金自動支払機から自動発行される「領収証兼明細書」及び「診療明細書」のうち「診療明細書」の発行を患者本人に

よる選択制に変更し、現金自動支払機での支払の流れをスムーズにした。 

以上の項目について、平成２３年度の調査結果は前年度を上回る満足度が得られており、着実に改善が図られた。 

 

   【患者満足度調査結果】         ポイント          ポイント 

    ・入院の手続きについて 平成２２年度 ４．２６ → 平成２３年度 ４．３０(＋0.04ポイント) 

    ・入院中の生活の説明  平成２２年度 ４．１５ → 平成２３年度 ４．１８(＋0.03ポイント) 

    ・退院の説明について  平成２２年度 ４．２７ → 平成２３年度 ４．３４(＋0.07ポイント) 

・診療までの待ち時間  平成２２年度 ２．６７ → 平成２３年度 ２．７１(＋0.04ポイント) 

    ・会計の手続き     平成２２年度 ３．３０ → 平成２３年度 ３．５６(＋0.26ポイント) 

 

３．平成２３年度患者満足度調査の概要 

   患者満足度調査については、患者の目線に立ち病院におけるサービスの向上を図ることを目的に、平成２３年度におい

ても実施した。 

 【センター病院】 

   入院については調査期間（平成２３年１０月１日から平成２３年１０月３１日まで）の退院患者のうち協力を得られた

５４５名、外来については、調査期間（平成２３年１０月１８日から平成２３年１０月１９日まで）に来院された外来患

者のうち協力の得られた１，２２１名について調査を実施した。 

   平成２３年度の調査結果は、入院・外来ともに前年度を上回ったが、今後も患者の満足度をあげられるよう引き続き必

要なサービスを実施していく。 

 

   《患者満足度調査結果》 

                 ポイント          ポイント 

    入院 ・アンケート総合得点   平成２２年度 ４．４２ → 平成２３年度 ４．４５(＋0.03ポイント) 

     外来 ・アンケート総合得点   平成２２年度 ３．８８ → 平成２３年度 ３．９４(＋0.07ポイント) 

  

 【国府台病院】 

   入院については調査期間（平成２３年１０月１日から平成２３年１０月３１日まで）の退院患者のうち協力を得られた

９４名、外来については、調査期間（平成２３年１１月８日から平成２３年１１月９日まで）に来院された外来患者のう

ち協力の得られた６８１名について調査を実施した。 

   今後も患者の満足度をあげられるよう引き続き必要なサービスを実施していく。 

 

   《患者満足度調査結果》 

                            ポイント          ポイント 

    入院 ・アンケート総合得点   平成２２年度 ４．２６ → 平成２３年度 ４．４６(＋0.2ポイント) 

     外来 ・アンケート総合得点   平成２２年度 ３．８３ → 平成２３年度 ４．０４(＋0.21ポイント) 

 

４．意見箱の活用 

   患者からの投書を定期的に回収し、毎月開催される「患者サービス推進委員会」にて改善策等の検討を行い、改善事項

を院内掲示することにより、患者への周知を行っている。職員に対しては、センター管理会議等で患者からの意見及び改

善事項の報告をすることにより周知を行っている。 

 

５．ボランティアの活動状況 

① 平成２３年度においても、募集用パンフレット及びポスターを作成すると共に、ボランティア説明会（１４回開催）を

実施し、ボランティアの募集活動を行った結果登録者数は増加した。 

  また、ボランティアに対する教育・研修及び意見交換会についても今後予定している。 

・平成２２年度 １０名 → 平成２３年度 ２８名 
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③ チーム医療の推進 

   センターの総合医療の特

長を活かして、小児から高齢

者までの患者に対し、多職種

連携及び診療科横断によるチ

ーム医療を推進する。 

 

 

 

④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

   患者に対して、切れ目なく

適切な医療を提供できるよう

、地域の診療所や病院との役

割分担を図るとともに、連携

を強化し、患者に適した医療

機関（かかりつけ医）への紹

介を進め、紹介率・逆紹介率

の向上を図る。 

   また、地域に開かれた研修

会や協議会を開催し、情報の

共有を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ チーム医療の推進 

 ・ センターの総合医療の特長

を活かして、小児から高齢者

までの患者に対し、多職種連

携及び診療科横断によるチ

ーム医療を推進する。 

 

 

 

④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

 ・ 患者に対して切れ目なく適

切な医療を提供できるよう、

地域の診療所や病院との役

割分担を図るとともに、連携

を強化し、患者に適した医療

機関（かかりつけ医）への紹

介を進め、紹介率・逆紹介率

の向上を図る。 

 ・ 地域に開かれた研修会や協

議会を開催し、情報の共有を

図る。 

 ・ 糖尿病について、地域連携

パスの活用、紹介及び逆紹介

を進める。 

 ・ 自治体や地域の医師会等と

小児医療体制について協議

を行うとともに、地域の医療

機関と協議し、休日夜間の小

児救急を実施する。 

 ・ 地元医師会との合同研修会

を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ボランティア活動の内容 

   ・外来患者の診察室等への案内及び、車いす使用患者の移動の補助 

・「病気の子ども支援ネット遊びのボランティア」による小児病棟への慰問 

   ・入院患者や病院を訪れた方及び小児科・産科病棟の入院患者を対象としたコンサートの開催 

・「患者図書室はこね山」の受付業務 

 

③ 「患者図書室はこね山」においては、ボランティアによる図書の貸し出し業務により、患者の医療に対する理解の向上

に努めた。 

 

③ チーム医療の推進 

 

１．多職種連携及び診療科横断によるチーム医療の推進 

医師・看護師・コーディネーターナース等によるチーム医療をＨＩＶ/エイズの９０％以上の患者に提供する計画に対し

、９０．９％の患者に提供した（チーム医療加算を算定した患者数より算出）。また、糖尿病分野及び肝炎とＨＩＶとの重

複感染患者の医療においてチーム医療は、１００％の患者に対し実施した。 

国府台地区においては、各診療科の入院患者で「こころ」の問題を示した患者に対し、心の診療に携わる各科が対応した

件数は、年間２５４例を数えた。 

 

④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供 

 

１．地域医療連携の推進 

 ・ 総合医療相談室内に医療連携係を設置し、連携の強化及び情報の共有化を図ってきたが、地域医療機関との連携をさら

に強化するため、これまでの総合医療相談室の見直しを行い、「連携医療ネットコア会議」を平成２３年７月に設置し、

平成２４年３月末までに２９回の会議を開催するとともに、連携病院への診療連携をすすめてきた。 

 

  【主な取り組み】 

・ 平成２３年９月２１日に「連携のさまざまな形」をテーマに「連携の会」を開催し、意見交換を行うと共に、情報の

共有を図った。 

・ 平成２４年２月２９日には、新宿区医師会主催による「東日本大震災以後の取り組みについて」をテーマにした講演

会「新宿区における大規模災害時の対応について」テーマとした討議を当センターで開催した。 

  ・ 平成２３年６月には、連携登録医(４２８名)に対して「当院への紹介、逆紹介、医療機器の利用等」について、アン

ケート調査を実施し、結果についても連携登録医へ送付した。また、「アンケート結果」を踏まえ、「診療科別外来診

療問い合わせ一覧」、「放射線画像検査案内」の見直しを図った。 

 

  「連携登録医へのアンケート結果」 

    回答数 １８１件（４２．３％） 

①患者さんを紹介したことがあるか（当センター病院へ）  

しばしば紹介する         ４１．４％ 

時には紹介する          ５２．５％ 

紹介したことがない          ６．１％ 

②患者さんの紹介を受けたことがあるか（当センター病院から） 

外来症例で紹介された事がある   ３７．０％ 

訪問症例で紹介されたことがある   ９．９％ 

紹介されたことがない       ５３．０％ 

③放射線などの検査で当センター病院を利用したことがあるか 

  ＭＲＩ     ３１．２％ 

                    ＣＴ      ３１．７％ 

                   ＰＥＴ     ２３．２％ 
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・ 連携病院への挨拶回りについて 

   連携病院との連携強化を深めるため、平成２３年８月～１０月にかけて、病院長、副院長、医師、ＭＳＷ、事務職員等

により、４４施設を訪問した。 

    

  【紹介率】          H21’      H22’     H23’ 

      センター病院     ５７．３％ → ６６．１％ → ６９．４％ 

      国府台病院        ４１．８％ → ４４．６％ → ４８．６％ 

  【逆紹介率】         H21’      H22’     H23’ 

      センター病院     ２０．１％ → ２３．５％ → ２９．８％ 

      国府台病院        １９．９％ → ２２．７％ → ２３．４％ 

 

また、糖尿病診療における紹介、逆紹介を推進するため、地域連携パスの情報について糖尿病情報ホームページ（平成22

年4月公開開始）に掲載し広報を図った。平成２３年３月末現在の登録患者数は６０名となっている。 

 

・HIV患者に関し新患の紹介率を７０％以上、逆紹介率を３０％以上としていたが、平成２３年度は、紹介率９４．５％、逆

紹介率３２．７％と目標を達成した。 

 

・画像診断機器の地域での共同利用として、ＣＴ撮像から専門医による読影までを地域連携開業医から依頼された件数は、

２４２件。なおＭＲＩ、ＰＥＴを加えると、９３１件であり、前年度に対して３．３％増加している。 

 

  【画像診断器機の共同利用】    H21’          H22’            H23’ 

        センター病院    ５３９件  →  ８０７件  →  ８３８件 

        国府台病院     １１３件  →   ９４件  →   ９３件 

        合計        ６５２件  →  ９０１件  →  ９３１件 

 

２．休日・夜間の小児救急の実施 

新宿区、新宿区小児科医会と協議し、地域連携の休日夜間の小児救急を週に２回（年間９８回）実施した。 

 

３．地元医師会等との合同研修会の実施 

東京都医師会からの委託を受け実施した小児科研修事業に、新宿区医師会の医師も参加した。また、東日本大震災への

取り組みについての新宿区医師会勤務医部会主催の講演会を当センターにおいて開催し、知見を深めると共に地域の医師

との意見交換を行った。 

 

４．リトリートカンファランス等の実施 

平成２３年度は１１回のリトリートカンファレンスを開催し、近隣の医療従事者、住民に受講を開放した。 

また、高校生対象の医学講演会を１回開催し、２９名の学生の参加があった。 

 【開催したリトリートのテーマ】 

４月２０日「急性期病院における地域・医療連携の取り組み」 

５月１８日「東日本大震災と国立国際医療研究センターの被災地支援活動」 

６月２２日「つくし保育園」 

７月２０日「診療報酬はどのように決まるか」「薬が臨床現場に届くまで」 

 ８月２４日「再生医療･細胞治療の今後の展望」 

１０月１９日「弁護士からみた医療現場の落とし穴」 

１１月１６日「避けては通れない認知症」 

１２月２１日「インフルエンザと喘息 －早期介入療法－」 

１月１８日「発明者（研究者）と知財管理室のｗｉｎ－ｗｉｎの関係構築」 

２月１５日「助産力を考える」 

３月２１日「ＮＣＧＭの将来像」 
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⑤ 医療安全管理体制の充実 

   センターの医療安全管理

を確保し、医療事故の未然防

止の観点から、発生した医療

事故を科学的に検証するとと 
もに、その結果が業務の改善

につながる体制を構築する。 

   また、院内感染対策のため

、院内サーベイランスの充実

等に積極的に取り組む。 

   専門の医療安全推進部門

を設置し、医療安全に対する

取り組みを推進するための体

制を強化する。このため、医

療安全研修会・感染症対策研

修会を年3回以上開催する。 

   また、医療安全に関するマ

ニュアルを年1回改訂する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

   患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供を行う

ため、センターで提供する医

療について、客観的指標等を

用いた質の評価を行う。 

 

 

 

 

⑤ 医療安全管理体制の充実 

 ・ センターにおける医療安全

管理を確保し、医療事故の未

然防止の観点から、発生した

医療事故を科学的に検証す 
るとともに、その結果が業務

の改善につながる体制を構

築する。 

 ・ 院内感染対策のため、院内

サーベイランスの充実等に

積極的に取り組む。 

 ・ 医療安全に対する取組を推

進するため、体制の強化を図

る。 

 ・ 医療安全研修会・感染症対

策研修会を3回以上開催する

とともに、医療安全に関する

マニュアルを改訂する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

 ・ センターで提供する医療に

ついて、客観的指標等を用い

た質の評価を行うため、医療

の質の評価に関する検討を

行う。 

 

 

 ⑤ 医療安全管理体制の充実 

 

１．医療安全管理の取組 

センター病院において、医療安全委員会を月に１回開催し、報告されたヒヤリ・ハット事例の検証と対策の協議を行って

いる。その結果は、管理職が参加して毎月開催されるセンター管理会議で報告され情報の共有に努めている。また、院内ホ

ームページを利用し「ヒヤリ・ハットＮＥＷＳ」として掲載し随時更新を行っている。さらに、医療安全にかかる研修会を

６回と平成２２年度と比して２倍の回数を開催し、参加機会を増やすことにより参加人数が大幅に増加した。研修会未受講

者に対しては、ＤＶＤによるフォロー研修を実施した。 

また、「医療安全ポケットマニュアル」を作成し、全職員に配布するとともに、常時携帯を義務づけた。 

 

【医療安全研修参加者】  平成２１年度      平成２２年度      平成２３年度 

              ４９１人   →    ８３３人   →   １，９９２人 

 

２．院内感染対策の取組 

院内感染対策のため、起因菌検出、抗菌剤使用状況、血液培養・カテーテル感染・コンタミネーション率について院名サ

ーベイランスを実施しており、毎月開催される院内感染対策委員会において報告するとともに、毎週１回の病棟等ラウンド

を通じて改善を図ってきた。 

また、センター管理会議や医長、看護師長会など各会議に病棟別の菌検出状況を報告するとともに、院内ホームページに

マニュアル改訂情報、サーベイランス結果などを掲載し情報共有と職員教育を実施している。さらに、院内感染にかかる研

修会を５回開催し参加機会を増やすことにより参加人数が大幅に増加した。研修会未受講者に対しては、ＤＶＤによるフォ

ロー研修を実施した。 

 

【感染対策研修参加者】  平成２１年度      平成２２年度      平成２３年度 

              １２６人   →    ８７１人   →   １，９３３人 

 

３．感染対策地域連携 

地域連携事業の一環として、診療連携の実績のある医療機関を対象に院内感染対策地域連携を開始した。近隣病院と院内

感染対策に関する２回のカンファレンスを行い、代々木病院には当院から院内感染対策専任看護師が訪問し院内感染対策ラ

ウンドを行った 

 

 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の評価 

 

１．医療の質の評価への取組 

医療の質の評価に必要な基礎データを取り出すため、必要な医療情報システム環境（データウェアハウス）を整備し。試

行的な利用が始まった。今後は、客観的分析に資する評価項目の検討を行い、質の評価に必要なデータ収集にあたる。 

 

２．病院機能評価の受審 

平成２３年度に病院機能評価Ver6を受審し、機能評価に合格したところ。 

（平成２３年４月２５日～２７日に受審） 
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説明資料 5- 1 個人情報保護に関する委員会議事概要 

説明資料 5- 2 医療安全ポケットマニュアル Ver2（抜粋） 

説明資料 5- 3 個人情報保護に関する研修資料 

説明資料 5- 4 患者満足度調査結果概要 

説明資料 5- 5 ボランティア募集及び患者図書館「はこね山」パンフレット 

説明資料 5- 6 糖尿病地域連携について 

説明資料 5- 7 地元医師会との合同研修会について 

説明資料 5- 8 医療安全規定及び医療安全管理のための指針 

説明資料 5- 9 リトリートカンファランス 平成 23年度開催実績 

説明資料 5-10 高校生を対象とした身近なサイエンススクール 「今年のノーベル賞研究を理解しよう」 

説明資料 5-11 ヒヤリ・ハットニュース（平成 23年度発行分） 

説明資料 5-12 医療安全研修資料（平成２３年度開催分） 

説明資料 5-13 院内感染防止のための指針並びに感染症発生時の報告及び対応 

説明資料 5-14 サーベランスレポート（急性呼吸器症状） 

説明資料 5-15 ICTラウンドチェックリスト 

説明資料 5-16 院内感染対策研修資料（平成２３年度開催分） 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ａ  

■評価項目５■ 
 医療の提供に関する事項 

 （２）患者の視点に立った良質かつ安全な医療の提供 

 

（総合的な評定） 

 

・ 患者の療養環境の向上に向けて、患者の声を聞き、アメニティ改善に取り組むと

ともに、安心で安全な医療の提供のため、医療安全確保、院内感染管理の制御に対

して、重点的に確実に取組み、安全な医療の提供を実施した。 

 

・ 数値目標は、大幅に上回っており、着実に実施した。 

 

・ センター病院の総合医療相談室におけるＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）、看

護師の増員など「医療連携ネットワーク」体制の充実強化を図るとともに、国府台

病院における地域医療連携体制の充実により、医療相談及び医療連携機能を強化し

、患者サービスの向上に積極的に取り組んだ。 

 

（委員会としての評定理由） 

カルテの開示請求に適切に対応し国府台病院と併せて67件の開示を行うとともに、

セカンドオピニオンについては180件の計画に対し231件と目標を達成したことは評

価する。また、医療安全研修や感染対策研修を実施し、前年度に比べ参加人数を大幅

に増やし、医療管理体制を充実させたことも評価する。 

 

 

 

 

 

 

（各委員の評定理由） 

・きめ細かい医療提供体制の改善が図られている。 

・外来予約システムの改善は評価できる。 

・大変患者数が多く混雑する病院であるが、患者に配慮した諸対策として、医療安全

対策や院内感染管理に重点的な取組みがなされている。 

・総合的医療相談室を充実させ、患者満足度調査も実施して、患者の目線に立った医

療の提供に努めている。 

・医療連携室が充実し、紹介率、逆紹介率は増加している。 

・自己決定への支援、HIV・エイズ患者を中心にチーム医療の推進、客観的指標等を

用いた医療の質の評価など大いに評価できる。 

・セカンドオピニオン件数、医療安全・感染症対策研修会開催回数が目標を上回った。 

・国府台での患者満足度アップを含め、患者視点に立った医療に向け数々の施策推進、

地域医療連携推進での連携医療ネットコア設置、小児救急、合同研修会、医療安全、

院内感染研修など施策を推進したことについて評価する。 

・カルテの開示については適切に行われていると評価できる。セカンドオピニオンの

実施も目標を上回ったと高く評価できる。患者満足度調査の結果も着実に向上してい

ると評価できる。 

・チーム医療の実施、紹介率・逆紹介率の向上も HIV領域を中心に着実に進められて

いると認められるが、診療科による事情も踏まえつつ病院全体としてさらなる推進が

期待される。 

・医療安全・院内感染対策にかかる研修の参加者も着実に増加していると高く評価で

きる。 

 

［数値目標］ 

○ セカンドオピニオンを年間180件以上実施 

 

 

・平成２３年度については２３１件となり目標を上回った。 

 （評価シート２６頁参照） 

 

 

○ 医療安全研修会・感染症対策研修会を年3回以上開

催 

 

 

・医療安全研修会を６回、感染症対策研修会を５回開催し、それぞれ昨年の２倍とな

る延べ１，９００人を超える参加があった。 

 （評価シート３０頁参照） 

 

 
○ 医療安全に関するマニュアルを年１回改訂 
 

 

・平成２４年３月に「医療安全ポケットマニュアル」を改訂し、全職員に配布した。 

 （評価シート３０頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主

体的に行うことができるよう、必要な説明を行い、か

つ、情報公開に積極的に取り組むことで、情報の共有

化及び患者のプライバシー保護に努めているか。 

 

 

実績○： 

・厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」に基づ

き、カルテの開示請求があった場合には適切に開示を行っている。平成２３年度に

おいては、センター病院４９件、国府台病院１８件の開示を行った。 

 

・個人情報保護に関する委員会については、平成２４年２月２３日に個人情報管理委

員会を開催し、個人情報保護研修会の開催および個人情報管理体制の強化等につい

て審議した。 

また、個人情報保護研修会に職員全員の参加が難しいので、ホームページにガイド

ライン等の注意事項を掲載し、職員全員に注意喚起を行うこととした。 

 

・個人情報保護研修会については、新採用者２３１名を対象とした平成２３年度採用

者オリエンテーション（４月１日～８日）のほか、平成２３年８月３１日に開催し

た臨床研究認定研修会（医師、看護師、研究者を対象）において、個人情報保護に

ついて参加した２２４名に周知を図った。 

 （評価シート２６頁参照） 
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○ 患者に対する相談支援を行うための窓口を設置し

ているか。 

 

 

実績：○ 

・総合的な医療相談機能を充実するため、社会福祉相談、看護相談、薬剤に関する相

談等を一体的に行う「総合医療相談室」を設置している。 

平成２２年度から患者相談専門職を配置し平成２３年度においては、ＭＳＷ（医療

ソーシャルワーカー）を常勤３名、非常勤１名体制から、常勤７名体制とし、看護

師についても、１名から２名体制にすることにより、患者に対する相談支援の充実

を図った。（評価シート２６頁参照） 

 

 

 

○ 患者の視点に立った医療の提供を行うため、患者満

足度調査を実施し、その結果を業務の改善に活用する

こと、及びご意見箱を活用するなど、患者サービスの

改善について積極的な推進を図っているか。 

 

 

実績：○ 

・患者満足度調査については、患者の目線に立ち病院におけるサービスの向上を図る 

ことを目的に実施した。（評価シート２６・２７頁参照） 

 

・患者からの意見を定期的に回収し、毎月開催される「患者サービス推進委員会」に 

て改善策等の検討を行い、その改善内容を院内掲示することにより、患者等への周

知を実施するとともに、職員には、センター管理会議等で患者からの意見及び改善

事項の周知や具体的な対応等を行うこととしている。 

 

・支払いに使用可能なクレジットカードの種類を増やしたり、入退院時のオリエンテ

ーションを病棟クラークに行わせたりする等、患者ニーズに基づき具体的なサービ

ス改善に努めてきた。 

（評価シート２６頁参照） 

 

 
○ ボランティアによる相談支援等に努め、患者の医療

に対する理解の向上に努めているか。 

 

実績：○ 

・平成２３年度においても、募集用パンフレット及びポスターを作成すると共に、ボ

ランティア説明会（１４回開催）を実施し、ボランティアの募集活動を行った。 

また、ボランティアに対する教育・研修及び意見交換会についても今後予定してい

る。 （平成２２年度 １０名 → 平成２３年度 ２８名） 

 

・ボランティア活動の内容 

①外来患者の診察室等への案内及び、車いす使用患者の移動の補助 

②「病気の子ども支援ネット遊びのボランティア」による小児病棟への慰問 

③入院患者や病院を訪れた方及び小児科・産科病棟の入院患者を対象としたコンサ

ートの開催 

④「患者図書室はこね山」の受付業務 

 

・平成２３年２月から開設している「患者図書室はこね山」において貸出業務をボラ

ンティアによって支援を行っていただいており、患者の医療に対する理解の向上の

一助となった。 

 

 

○ 小児から高齢者までの患者に対し、多職種連携及び

診療科横断によるチーム医療を推進しているか。 

 

 

実績：○ 

・医師・看護師・コーディネーターナース等によるチーム医療をＨＩＶ/エイズの９０

％以上の患者に提供する計画に対し、９０．９％の患者に提供した（チーム医療加

算を算定した患者数より算出）。また、糖尿病分野及び肝炎とＨＩＶとの重複感染

患者の医療においてチーム医療は、１００％の患者に対し実施した。 

 

・国府台地区においては、各診療科の入院患者で「こころ」の問題を示した患者に対

し、心の診療に携わる各科が対応した件数は、年間２５４例を数えた。 
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○ 切れ目なく適切な医療を提供できるよう、地域の診

療所や病院との役割分担を図るとともに、連携を強化

し、患者に適した医療機関（かかりつけ医）への紹介

を進め、紹介率・逆紹介率の向上を図っているか。 

 

 

実績：○ 

・総合医療相談室内に新設された医療連携係を中心として、地域医療機関との医療連

携の強化を図るため、幹部による近隣医療機関訪問や案内送付を精力的に行うこと

により、紹介率、逆紹介率の向上を図った。 

 

・平成２３年６月に 連携登録医４２８人に対し、アンケートを実施し、このアンケ

ートを基に外来診療医の問い合わせ一覧や放射線画像審査案内などの見直しを行っ

た。（評価シート２８頁参照） 

 

 

 
○ 地域に開かれた研修会や協議会を開催し、情報の共

有を図っているか。 

 

 

実績：○ 

・院内研修会について、地域の連携医の参加を可能とし、年１回連携医を対象とした

研修会を開催し、医療連携の充実に向けた情報共有を図った。 

 （評価シート２８頁参照） 

 

 
○ センターの医療安全管理を確保し、発生した医療事

故を科学的に検証するとともに、その結果が業務の改

善につながる体制を構築しているか。 

 

 

実績：○ 

・医療安全委員会を月に１回開催し、報告されたヒヤリ・ハット事例の検証と対策の

協議を行っている。その結果は、管理職が参加して毎月開催されるセンター管理会

議で報告され情報の共有に努めている。また、院内ホームページを利用し「ヒヤリ

・ハットＮＥＷＳ」として掲載し随時更新を行っている。 

（評価シート３０頁参照） 

 

 
○ 院内感染対策のため、院内サーベランスの充実等に

積極的に取り組んでいるか。 

 

 

実績：○ 

・院内感染対策のため、起因菌検出、抗菌剤使用状況、血液培養・カテーテル感染・

コンタミネーション率について院内サーベランスを実施しており、毎月開催される

院内感染対策委員会において報告するとともに、毎週１回の病棟等ラウンドを通じ

て改善を図ってきた。また各会議に病棟別の菌検出状況を報告するとともに、院内

ホームページにマニュアル改訂情報、サーベランス結果などを掲載し情報共有と職

員教育を実施している。（評価シート３０頁参照） 

 

 

○ 専門の医療安全推進部門を設置し、医療安全に対す

る取り組みを推進するための体制を強化しているか 

 

 

実績：○ 

・医療安全委員会が、安全確保のための体制の核となって活動し、各種会議を通じて

決定事項の伝達や医療安全に関する情報の提供を行っている。 

 

 

 

○ 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供を

行うため、センターで提供する医療について、客観的

指標等を用いた質の評価を行っているか。 

 

 

実績：○ 

・医療の質の評価に必要な基礎データを取り出すため、必要な医療情報システム環境

（データウェアハウス）を整備し試行的な利用が始まった。今後は、伽間的分析に

資する評価項目の検討を行い、質の評価に必要なデータ収集に当たる。また、セン

ター病院は、平成２３年４月２５-２７日に病院機能評価Ver6を受審し、合格したと

ころである。（評価シート３０頁参照） 
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（３）その他医療政策の一環と

して、センターで実施すべき

医療の提供 

 

① 救急医療の提供 

 

   三次を含む全科的総合救

急医療及び質の高い精神科救

急を実施する。 

   特に、国府台地区において

、精神科救急病棟入院患者に

おける重症身体合併症率を5
％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

② 国際化に伴い必要となる医

療の提供 

   渡航者健康管理室等、海外

渡航者に対する保健医療の充

実を図るとともに、感染症の

患者に対する医療提供体制の

整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環と

して、センターで実施すべ

き医療の提供  

 

① 救急医療の提供 

 

 ・ 三次を含む全科的総合救急

医療及び質の高い精神科救

急を実施する。 

 ・ 国府台地区において、積極

的に重症者を受け入れ、精神

科救急病棟入院患者におけ

る重症身体合併症率を5％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

② 国際化に伴い必要となる医

療の提供 

 ・ 渡航者健康管理室等、海外

渡航者に対する保健医療の

充実を図るとともに、感染症

の患者に対する医療提供体

制の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供  

 

 

 

① 救急医療の提供 

 

・ 平成２２年９月から救命救急センターとして認可され、その後三次救急搬送患者は、月１００件を超えるようになった。 

また２次救急搬送患者も設備の拡張とともに増え、全救急搬送患者も前年に比し７．６％増加し、月約１，０００件の搬

送を受け入れた。平成２３年度においては全体で１１，６９５件の救急搬送を受け入れており、前年度の１０，８７３件を

大きく上回っている。 

 

・ 国府台病院では、精神科救急病棟入院患者における重傷身体合併率が、年間を通して１０～６４％で推移し、平成２３年

度の重症身体合併症率は３４．７％（前年１３．０％）となり目標に到達している。 

 

【センター病院における時間外救急患者数及び救急車搬送患者数】 

H21’    H22’    H23’ 

  時間外救急患者数         21,081人 → 19,964人 → 21,767人(+1,803人   9.0%増) 

救急車搬送患者数                9,742人 → 10,873人 → 11,695人(  +822人   7.6%増) 

救急から入院となった患者数     3,265人 →  3,135人 →  4,245人(+1,110人 35.4%増) 

 

② 国際化に伴い必要となる医療の提供 

 

１．海外渡航者に対する保健医療の実施 

・ 国際感染症センターにおいて、海外渡航前健診とワクチン接種などの渡航相談及び帰国後の疾患治療を行っている。 

総初診患者数 ３，２９７名、帰国後疾患診療初診者数 ３５８名、入院患者数 ７１名（一般感染症入院患者も含む） 

 

【ワクチン接種数】 

・Ａ型肝炎     １，９６８件 

・Ｂ型肝炎     １，２７５件 

・破傷風     １，０３８件 

・狂犬病       ８４１件 

・日本脳炎       ３７１件 

・麻疹         ２８件 

・風疹        １９件 

・おたふく        ５４件 

・ポリオ        ５０件 

・三種混合        ３６件 

・二種混合        ４８件 

・ＢＣＧ         １件 

・黄熱病     １，４０４件 

・インフルエンザ    ４０件 

・その他予防接種   １４８件 

 

・ 平成２２年８月より成田空港検疫所の関連施設として黄熱ワクチン接種を実施することができる医療機関として指定さ

れアフリカや南米へ渡航する方に黄熱ワクチン接種を行うとともに、他のワクチンの同時接種やマラリア予防薬の処方な

どを開始した。 
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２．ミャンマー難民受入への協力 

平成２２年度より政府がミャンマー難民の受け入れを開始しており、政府の要請により入国時の健康診断及び入国後の診

療を実施している。今後数年にわたりこの活動は続くため、難民受け入れの拠点として活動していく。 

 

３．研修等の実施 

総合感染症後期研修プログラムでレジデント・フェロー医師合計４名を受け入れ、マラリア、デング熱、腸チフスなどの

熱帯感染症管理や、一般感染症例入院管理。院内感染症コンサルテーションに関する研修を実施した。 

また、海外渡航者に対するワクチン接種を行い医療機関の機能充実を図るためにトラベラーズワクチン講習会を平成２３

年に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 3- 8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要 

説明資料 6- 1 救急患者受け入れ状況（センター病院） 

説明資料 6- 2 精神科救急病棟における重症身体合併症率の推移（国府台病院） 

説明資料 6- 3 渡航者外来（トラベルクリニック）パンフレット 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

■評価項目６■ 
 医療の提供に関する事項 

 （３）その他医療政策の一環として、センターで実施

すべき医療の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

・ 当センターの特徴の一つである総合医療機能を基盤とした、全科的総合救急医療

及び精神科救急医療の提供を積極的に実施した。 

 

・ センター病院においては、救急車搬送患者数が前年比７．６％増加し、１１，６

９５人となった。また、救急から入院となった患者数は３５．４％増加し４，２４

５人となった。 

 

・ 国際感染症である黄熱予防接種の実施等、感染症に係る機能を十分に活用した医

療の提供を引き続き行った。 

 

・ 総合感染症後期研修プログラムでレジデント等医師を受け入れ、院内感染症コン

サルテーションに関する研修を実施し医療提供体制の整備を図った。 

 

・ 数値目標は、中期計画を大幅に上回っており、着実に実施している。 

 

（委員会としての評定理由） 

平成２２年９月に救命救急センターとして認可され、三次救急搬送患者は、２１年

度の 30～40%増となり、月 100件を超えるようになったこと、全救急搬送患者も対前

年度 7.6%程度増加し、月約 1,000 件の搬送を受け入れたこと、救急車搬送について

も対前年度を 822 件以上多く受け入れるなど、前年度を上回ったことは高く評価す

る。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・全科的総合医療および精神科の救急医療の提供を積極的に実施し、救急車搬送患者

数は７．６％増加し、救急から入院となった患者数は３５．４％増加した。 

・救急車搬送患者数１１，６９５人（前年度より８８２人増加）、時間外救急患者数

２１，７６７人（前年度より１８０３人増加）など救急医療を提供しているほか、国

際化に伴い必要となる医療を提供しており、大いに評価できる。 

・救急医療に関しては、重症身体合併症率が計画を大きく上回るなど、患者数が着実

に増解しており大変高く評価できる。海外渡航者に対する保健医療の実施も着実に行

われており高く評価できる。 

・救急患者受け入れ体制で救急医療設備拡張などにより成果を上げ評価する。 

・国府台病院への精神科救急病棟入院も増加し、重症身体合併症率は平成２３年３４．

７％となっている。 

・当センターの病院業務として大切な海外渡航前健診やワクチン接種等の業務につい

てしっかり行っている。 

 

 

［数値目標］ 

○ 国府台地区において、精神科救急病棟入院患者にお

ける重症身体合併症率を5％以上 

 

 

 

・精神科救急病棟入院患者における重症身体合併症率は、１０．０％～６４．０％と

なり平成２３年度計では３４．７％となった。（評価シート３５頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 三次を含む全科的総合救急医療及び質の高い精神

科救急を実施しているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・センター病院は、平成２２年９月から救命救急センターとして認可され、その後三

次救急搬送患者は、平成２１年度の３０～４０％増、月１００件を超えるようにな

った。 

・２次救急搬送患者も設備の拡張とともに増え、全救急搬送患者も前年度に比し７．

６％増加し、月約１，０００件の搬送を受け入れた。 

・平成２３年度全体で１１，６９５件の救急搬送を受け入れており、前年度の１０，

８７３件を大きく上回った。 

・国府台病院は、精神科救急病棟入院患者のうち、重症身体合併率は、１０．０％～

６４．０％となり年度計では３４．７％となった。 

 

（評価シート３５頁参照） 

 

 

○ 渡航者健康管理室等、海外渡航者に対する保健医療

の充実を図るとともに、感染症の患者に対する医療提

供体制の整備を図っているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・国際疾病センターにおいて、海外渡航前健診とワクチン接種などの渡航相談及び帰

国後の疾患治療を実施している。 

 

・平成２２年８月より、成田空港検疫所の関連施設として黄熱ワクチン接種の実施医

療機関として指定され、アフリカや南米の渡航者に対して、黄熱ワクチン接種に取

り組み、平成２３年度は１，４０４名に対して黄熱ワクチンの接種を実施した。加

えて、他のワクチンの同時接種やマラリア予防薬の処方などを開始した。 

 

・総初診患者数 ３，２９７名（昨年度より736名増）、帰国後疾患診療初診患者数 

３５８名（昨年度より18名増）、入院患者数 ７１名（個室管理、昨年度より15名

増） 
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３．人材育成に関する事項 

  人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要

なものであることから、センタ

ーが国内外の有為な人材の育

成拠点となるよう、総合的な医

療を基盤として、感染症その他

の疾患に対する医療及び研究

を推進するにあたりリーダー

として活躍できる人材の育成

を行うとともに、モデル的な研

修及び講習の実施及び普及に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人材育成に関する事項 

（１）リーダーとして活躍でき

る人材の育成 

   小児から高齢者までの患

者に対する心身を含めた総合

医療に携わる専門的人材を育

成するため、質の高い研修・

人材育成を初期段階から継続

的に行うとともに、総合的な

医療を基盤として、高度先駆

的な医療を実践できる人材の

育成を図る。 

   また、世界的な視野を持ち

、トランスレーショナルリサ

ーチを含め、感染症その他の

疾患に関する研究の推進を図

るために必要な人材を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人材育成に関する事項 

（１）リーダーとして活躍でき

る人材の育成 

 ・ 小児から高齢者までの患者

に対する心身を含めた総合

医療に携わる専門的人材を

育成するため、質の高い研修

・人材育成を初期段階から継

続的に行うとともに、総合的

な医療を基盤として、高度先

駆的な医療を実践できる人

材の育成を図る。 
 

 ・ 世界的な視野を持ち、トラ

ンスレーショナルリサーチ

を含め、感染症その他の疾患

に関する研究の推進を図る

ために必要な人材を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人材育成に関する事項  

（１）リーダーとして活躍できる人材の育成 

 

１．臨床研修医、レジデント等の在籍者数（４月１日現在） 

 ①センター病院      平成２１年度   平成２２年度   平成２３年度 

    臨床研修医       ９０名      ８７名      ８８名 

    レジデント      １１７名     １０７名     １１４名 

    フェロー        ２３名      ３９名      ４１名 

 

 ②国府台病院         平成２１年度   平成２２年度   平成２３年度 

    臨床研修医       １９名      １８名      １７名 

    レジデント       １９名      ２４名      ３０名 

 

２．研修医指導体制の整備 

医師臨床研修指導医養成講習会を開催し、平成２３年度は新たに２８名が修了し初期臨床研修における指導体制を強化し

た。 

 

３．臨床医学と基礎研究をつなぐ臨床家の育成の取組 

・ 初期研修カリキュラムに「疫学・医学統計基礎講座」として、６週間の講義受講を義務づけ、臨床研究に必要な知識を

身につけさせるよう配慮しているとともに、後期研修カリキュラムには、短期間(3ヶ月程度)当センター研究所において研

究体験を積ませるコースを設置し、若手の医療従事者が医学研究の基礎的な方法論を実地に体験する機会を設けている。 

 

・ 臨床医学と基礎研究をつなぐ臨床研究に精通した医師を育成するため、後期研修として、平成２５年度受け入れを目指

して、「クリニカルリサーチ・フェローシップコース」の設置について、臨床研究センターを中心に検討した。 

 

４．各診療科領域等における研修の実施 

・ 国際医療協力と感染症等に軸足を置いた後期研修プログラムとして、国際保健医療協力レジデント研修を提供し３名の

参加をみた。また、国際臨床後期研修プログラムとして、産婦人科・小児科合同の４年間コースには１名参加している。 

 

・ 国府台病院においては、心身の総合的医療の専門的人材を養成するため、児童思春期精神医療分野において、厚生労働

省こころの健康づくり対策事業思春期精神保健研修事業を受託し、４コース（各コースとも2日間）の研修を実施した。ま

た，国府台児童精神医学教育研究会を２回実施し，レジデント医師とその修了者を対象とする研修を行った。精神科心理

教育研修は２日間の研修プログラムを２回、摂食障害医療研修は２日間の研修を1回実施した。 

 

５．海外留学制度の整備 

・ 海外の医療現場や大学において高い専門性と幅広い経験を身につけることを目的として若手医師を対象にした海外留学

制度を整備し、平成２３年度より、１名を海外留学に送り出した。 

 

６．質の高い看護師等の育成 

 ①センター病院の取組 

・ 看護師の卒後臨床研修をおこなうため、平成２３年度看護部教育計画を策定し、教育体制を明確にした上で、６月よ

りローテーション教育を開始した。 

・ 保健師助産師看護師等実習指導者講習会を、１１月から１月まで各月１回、計４回開催した。 

・ 病院内で専門的な知識を持って指導的な立場で看護業務を実践する者を養成する趣旨で、専門看護師資格取得支援を

行い精神看護専門看護師1名が新たに認定取得した。また、平成24年度専門・認定看護師養成・資格獲得に向けて、がん

化学療法および、新生児集中ケアの認定看護師養成課程研修への各1名研修受講および、国立看護大校研究課程部（感染

管理専門看護師認定試験受験資格獲得）への2名の就学支援を行い、それぞれの教育課程履修終了し、認定資格試験受験

準備中である。平成25年度のがん看護・重症ケア・救急看護専門看護師認定資格受験資格獲得にむけ、各1名の大学院前

期博士課程への就学支援を実施した。 
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（２）モデル的研修・講習の実

施 

   感染症その他の疾患に関

する医療の均てん化及び国際

保健医療協力の充実等を目的

として、医療従事者に対する

モデル的な研修プログラムを

企画・実施する。 

   また、センター外の医療従

事者向け各種研修会等を毎年

20回以上開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モデル的研修・講習の実

施 

 ・ 感染症その他の疾患に関す

る医療の均てん化及び国際

保健医療協力の充実等を目

的として、医療従事者に対す

るモデル的な研修プログラ

ムを企画し、次の各種研修会

等を実施する。 

 
ア HIV/エイズについては、 
エイズ拠点病院などの医師 
・看護師を対象とした研修を 
４回、専門薬剤師研修を２回 
歯科研修を４回、短期研修 
を年１回、首都圏４カ所以上 
の都県において病院に対す 
る出張研修を各１回、それぞ 
れ開催 

 
イ 新興・再興感染症について 
は、輸入感染症に関する一般 
医師対象講習会を１回、国際 
感染症セミナーを１回開催 

 
 
 
 
 

 ウ 肝炎については、肝疾患診 
療連携拠点病院を対象とし 
た研修会を２回開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②国府台病院の取組 

・ 国府台病院においても、経年別院内教育を計画・実施し、一般科及び精神科看護の教育を実施した。 

・ 平成23年度の認定看護師は糖尿病看護分野に１名増え３領域３人、また認定看護管理者１名が合格した。 

・ がん化学療法認定研修に１名受講し、24年度に受験予定であり、感染管理に１名合格し２４年度受講予定である。 

 

 

（２）モデル的研修・講習の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．HIV･エイズに関する研修・講習の実施 

HIV/エイズについては、エイズ拠点病院などの医師・看護師を対象とした１週間研修をＡＣＣにて年４回、専門薬剤師研

修を２回、歯科研修を４回、短期研修を年１回、首都圏４カ所以上の都県において病院に対する出張研修を各１回、それぞ

れ開催という計画に対し、すべて計画通り実施した。なお、首都圏においては、４カ所以上という計画に対し、東京病院、

千葉医療センター、東埼玉病院、横浜市民病院、筑波大学の５カ所で実施し、それ以外にも琉球大学、広島大学、新潟大学

においても出張研修を実施した。 

 

 

 

 

イ．新興、再興感染症に関する研修・講習の実施 

・ 全国の医師を対象に輸入感染症講習会を開催した（9月23日、24日：参加者７６名）。 

・ 医療関係者向けの第８回国際感染症セミナーを「健康危機管理に際して，労働者の安全と健康をどのように守るか？」

をテーマに平成２４年３月１２日（月）に開催した（１．福島第一原発事故における労働者の安全と健康 吉川 徹 先

生（労働科学研究所 副所長）２．Dangerous Infections: Risk management and clinical care Dr. Barbara Ban

nister (Royal Free Hospital, UK)）（参加者３４人）。 

・ ワクチンに精通した医療従事者を増やし、情報を共有し合い、地域のネットワーク作りを目的とし、国内におけるワク

チンの教育振興の一環として第1回トラベラーズワクチン講習会を開催した（参加者：９７人）。 

 

ウ．肝炎に関する研修・講習の実施 

肝炎情報センターは、以下の通り、肝疾患診療連携拠点病院の医療従事者向けに4回の研修会を開催し、高度先駆的医療及

び標準的医療の普及のために必要な措置を講じた。 

 

【医療従事者向け研修会】 

・ 医師向け研修会（平成23年7月15日）：５６拠点病院から６８名参加し、「肝炎総合対策の動向」、「肝臓病教室による

情報提供の理念とその現状」、「疾患関連遺伝子のゲノムワイド関連解析（GWAS）とその意義」、「わが国のC型慢性肝炎

治療の将来の展望」の４テーマの講演を行った。 

・ 医師、臨床検査技師向け研修会（平成24年1月20日）：６４拠点病院から１１４名参加し、「B型肝炎に係わる諸問題」

をメインテーマに、「Ｂ型肝炎に関する最新情報」、「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、「

ＨＢＶゲノタイプＡ感染の臨床的意義」、「がん化学療法中のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策」の４テーマ

の講演を行った。 

・ 看護師向け研修会（平成23年12月2日～3日）：５５拠点病院から５９名参加し、「Ｂ型肝炎―知っておきたい最近の話
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エ 糖尿病については、医療従

事者を対象とした研修会を

年３回以上開催 

 

 

 

 

 

 

 

オ 精神疾患については、児童 
思春期精神医療専門研修会、 
精神科心理教育研修会、摂食 
障害医療専門研修会などを 
開催 

 

 

 

 

 

 

題―」、「インターフェロン治療に伴う睡眠障害および抑うつ症状について」、「進行肝癌治療における看護師の役割」

、「ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師としての関わり」の５テーマの

講演と、これらのテーマに関するグループワーク（8グループ）を二日間に亘って行った。 

・ 肝疾患相談センター相談員向け研修会（平成24年3月17日～18日）：４５拠点病院から４５名参加し、「肝炎総合対策に

ついて」（厚労省）と「B型肝炎訴訟について」（厚労省）、「B型肝炎に関する最新の話題」、「C型肝炎に関する最新の

話題」の４テーマの講演、およびグループワークを二日間行った。グループワークのために、「社会資源の活用法と肝炎

患者に対する偏見・差別の問題」を盛り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。 

 

ェ 糖尿病に関する研修・講習の実施 

「糖尿病診療―最新の動向―」と題し、医師・医療スタッフ向け研修会を、糖尿病情報センターが主催して全国３カ所（

金沢、東京、福岡）において、のべ５回開催した。参加者総数は６３９名 

 

   第１回  ６月 ５日  東 京 １８４名参加 

第２回  ７月１７日  金 沢  ９８名参加 

第３回  ９月 ４日  東 京 １６７名参加 

第４回 １１月 ６日  福 岡  ６２名参加 

第５回  ２月１９日  東 京 １２８名参加 

 

オ．精神疾患に関する研修・講習の実施 

心身の総合的医療の専門的人材を養成するため、児童思春期精神医療分野において、厚生労働省こころの健康づくり対策

事業思春期精神保健研修事業を受託し、４コース（各コースとも２日間）の研修を実施した。また精神科心理教育研修は２

日間の研修プログラムを２回、摂食障害医療研修は１日の研修を１回実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 3-  8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要 

説明資料 3-1 2 糖尿病医師・医療スタッフ向け研修会（ポスター） 

説明資料 7-  1 「臨床研修マッチング」の中間公表ランキング（日経メディカルオンライン版 H23.10.1記事） 

説明資料 7-  2 「疫学・医学統計基礎講座」カリキュラム 

説明資料 7-  3 国立国際医療研究センター海外留学生募集要項 

説明資料 7-  4 平成２３年度看護部教育計画 

説明資料 7-  5 認定／専門看護師の状況 

説明資料 7-  6 ACC主催 各種研修会 概要及び資料 

説明資料 7-  7 国際感染症セミナー開催について 

説明資料 7-  8 平成 23年度 厚生労働省第一類感染症等予防・診断・治療研修 報告書 

説明資料 7-  9 トラベラーズワクチン講習会 

説明資料 7- 10 一類感染症ワークショップ 

説明資料 7- 11 国府台病院における精神科研修 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ａ  

■評価項目７■ 
 人材育成に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 高度先駆的・総合医療を基盤とし、その上に臨床研究等を行うという基本構造の

中で、臨床研修医、レジデント及びフェローを多く受け入れ、実地で臨床医学を学

ばせるとともに加えて、臨床研究に必要な素養の取得に取り組んでいる。 

 

・ 研究所や国際医療協力局などと緊密な連携により、より研究や国際協力に興味・

関心を持つ若手医師を育成し、質の高い臨床・研究を行う事のできる人材育成に取

り組んでいる。 

 

・ 数値目標は、中期計画を大幅に上回っており、着実に実施している。 

 

（委員会としての評定理由） 

昨年度に引き続き、初期臨床研修のマッチングは市中病院中全国トップであり、初

期研修医 105名、後期研修医 144名となっており、医師臨床研修指導医養成講習会を

開催し、28 名が新たに修了するなど、指導体制の強化を図ったことは評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・当センターの診療や研修システムの人気は高く、初期研修医さらにレジデントは高

い採用率を継続している。その結果として、リーダーとして活躍される人材の育成は

しっかりと行われている。 

・多数の初期研修医、後期研修医等を受け入れ、初期臨床研修のマッチング率は市中

病院中全国トップであるほか、研修カリキュラムにも工夫を施していること、エイズ

拠点病院などの医師・看護師を対象とした研修会を実施していることなど大いに評価

できる。 

・幅広い研修が行われている。 

・質の高い看護師育成への努力について評価できる。 

・臨床研修医、レジデントなど多くを受け入れ高度先駆的な総合医療を提供する基盤

を活用した人材育成を行っている点は大変高く評価できる。 

・HIV・エイズのための研修、振興・再興感染症に関する研修、肝炎に関する研修も

しっかりと行われており評価できる。 

・海外留学制度は整備されているが、２３年度は１名の留学生だけでは淋しい。 

・臨床家育成での 6 週間受講義務付け、看護師の教育計画策定とローテーション教育

の実施、モデル的研修では、肝炎及び糖尿病の研修会を計画以上に開催し人材育成推

進を進めたこと等について評価する。 

・さまざまなモデル的研修プログラムを積極的に実施していると高く評価できる。 

 

［数値目標］ 

○ センター外の医療従事者向け各種研修会等を毎年 
20回以上開催 

 

 

 

平成２３年度内の開催 計３５回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ：１週間研修４回、歯科研修４回、専門薬剤師研修２回、短期研

修１回、出張研修８回 

・糖尿病：５回（東京３回 金沢、福岡で１回ずつ） 

・肝炎：４回（すべて都道府県拠点病院の医療従事者向け） 

・児童精神：思春期精神保健研修４コース、精神科心理教育研修２回、摂食障害医療

研修１回 

 （評価シート３９頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 総合医療に携わる専門的人材を育成するため、質の

高い研修・人材育成を初期段階から継続的に行うとと

もに、総合的な医療を基盤として、高度先駆的な医療

を実践できる人材の育成を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・初期研修カリキュラムに、「疫学・医学統計基礎講座」として、６週間の講義受講

を義務づけ、臨床研究に必要な知識の取得に向けた取り組みを実施した。 

 

・後期研修カリキュラムには、研究所における３ヶ月程度の研修コースを設置し、若

手の医療従事者が医学研究の基礎的な方法論の実地参加する機会を設けた。 

 

・臨床研究を担う若手を育てる「クリニカルリサーチフェローシップ」の設置を決定

し、平成２５年度募集に向けた準備に取り組んでいる。 

 

○ 世界的な視野を持ち、感染症その他の疾患に関する

研究の推進を図るために必要な人材を育成している

か。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・国際医療協力と感染症等に軸足を置いた後期研究プログラムとして、国際保健医療

協力レジデント研修に４名が参加した。 

 

・国際臨床後期研修プログラムとして、産婦人科・小児科合同の４年間コースには１

名参加している。 

 

・海外留学制度を整備し、世界的視野を持つ若手医師の育成に取り組んでいる。 

 

 

○ 医療従事者に対するモデル的な研修プログラムを

企画・実施しているか。 

 

 

 

実績：○ 

・HIV/AIDS、新興再興感染症、糖尿病、精神疾患、肝炎、国際協力の分野で最新の知

見に基づいた研修プログラムを開発し、開催している。 

（評価シート３９・４０頁参照） 
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４．医療の均てん化並びに情報

の収集 及び発信に関する事

項 

 

  センター及び都道府県にお

ける中核的な医療機関間のネ

ットワークを構築し、高度先駆

的医療の普及及び医療の標準

化に努めること。 

  情報発信にあたっては、医療

従事者や患者・家族が感染症そ

の他疾患に関して信頼のおけ

る情報を分かりやすく入手で

きるよう、国内外の感染症その

他の疾患に関する知見を収集、

整理及び評価し、科学的根拠に

基づく診断及び治療法等につ

いて、国民向け及び医療機関向

けの情報提供を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収

集・発 信に関する事項 

（１）ネットワーク構築の推進 

 

   感染症その他の疾患につ

いて、センターと都道府県に

おける中核的な医療機関等と

のネットワークを構築し、研

修会及び協議会を開催し、最

新の情報提供を行うとともに

、相互に情報交換を行い、そ

れら医療機関と連携して、高

度先駆的医療及び標準的医療

等の普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収

集・発信に関する事項 

（１）ネットワーク構築の推進 

 

 ・ 感染症その他の疾患につい

て、センターと都道府県にお

ける中核的な医療機関等と

のネットワークを構築し、研

修会及び協議会を開催し、最

新の情報提供を行うととも

に、相互に情報交換を行い、

それら医療機関と連携して、

高度先駆的医療及び標準的

医療等の普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項  

 

（１）ネットワーク構築の推進 

 

１．HIV・エイズに関するネットワーク構築の推進 

ＨＩＶに関し、全国８ブロックのブロック拠点病院協議会を厚生労働省疾病対策課と合同で各ブロックにて開催し、最新

医療情報の提供を行い高度先駆的医療及び標準医療の普及を図った。また、首都圏の中核ブロックとの連携会議を開催し、

相互の連携を深めるための情報交換を行った。 

 

２．肝炎に関するネットワーク構築の推進 

肝炎情報センターは、以下の通り、拠点病院間連絡協議会、および各種研修会を開催し、肝炎診療に当たる７０拠点にの

ぼる病院間ネットワークの維持と高度先駆的医療及び標準的医療の普及のために必要な措置を講じた。 

 

【拠点病院間連絡協議会の開催】 

・ 第１回（平成 23 年 7 月 15 日）：６３拠点病院から１０９名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、②「肝疾患相談

センターの認知度をいかに高めるか」に関する事例検討、③「Ｂ型肝炎訴訟について」（厚労省）を行った。 

・ 第２回（平成 24 年 1 月 20 日）：６５拠点病院から１２０名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、②「Ｂ型肝炎訴

訟について」（厚労省）、③拠点病院事業に関する諸問題（公募）として、「複数設置をしている都道府県の問題点につ

いて」、「肝疾患診療連携拠点病院と自治体との関わりについて（拠点病院へのアンケート調査結果も含めて）」を行っ

た。特に、後者の課題については、平成 24年 3月 2日に厚生労働省で開催された第７回肝炎対策推進協議会において発表

した。 

 

【医療従事者向け研修会】 

・ 医師向け研修会（平成 23年 7月 15 日）：５６拠点病院から６８名参加し、「肝炎総合対策の動向」、「肝臓病教室に

よる情報提供の理念とその現状」、「疾患関連遺伝子のゲノムワイド関連解析（GWAS）とその意義」、「わが国のＣ型慢

性肝炎治療の将来の展望」の４テーマの講演があった。 

・ 医師、臨床検査技師向け研修会（平成 24 年 1 月 20 日）：６４拠点病院から１１４名参加し、「Ｂ型肝炎に係わる諸問

題」をメインテーマに、「Ｂ型肝炎に関する最新情報」、「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、

「ＨＢＶゲノタイプＡ感染の臨床的意義」、「がん化学療法中のＢ型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策」の４テ

ーマの講演があった。 

・ 看護師向け研修会（平成 23 年 12 月 2 日～3 日）：５５拠点病院から５９名参加し、「Ｂ型肝炎―知っておきたい最近

の話題―」、「インターフェロン治療に伴う睡眠障害および抑うつ症状について」、「進行肝癌治療における看護師の役

割」、「ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師としての関わり」の 5 テー

マの講演と、これらのテーマに関するグループワーク（８グループ）を２日間に亘って行った。 

・ 肝疾患相談センター相談員向け研修会（平成24年3月17日～18日）：45拠点病院から45名参加し、「肝炎総合対策につい

て」（厚労省）と「Ｂ型肝炎訴訟について」（厚労省）、「Ｂ型肝炎に関する最新の話題」、「Ｃ型肝炎に関する最新の

話題」の４テーマの講演、およびグループワークを２日間行った。グループワークのために、「社会資源の活用法と肝炎

患者に対する偏見・差別の問題」を盛り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。 

 

３．児童精神に関するネットワーク構築の推進 

国府台病院において、年間６回開催した児童精神科地域連携会議を通じて、地域の医療・福祉・教育領域の専門機関が地

域診療ネットワーク会議にて情報共有をおこなった事例のデータベース作成にとりかかり、平成２３年度末までに１２０以

上の症例のデータが蓄積した。 

 

 

 

 

 

 

42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報の収集・発信 

 

   医療従事者や患者・家族が

感染症その他疾患に関して信

頼のおける情報を分かりやす

く入手できるよう、広く国内

外の知見を収集、整理及び評

価し、ホームページ等を通じ

て、国民向け・医療機関向け

に最新の診断・治療情報等の

提供を行う。 

   また、ＨＰアクセス数を、

年間1,000万ＰＶ以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報の収集・発信 

 

 ・ 医療従事者や患者・家族が

感染症その他疾患に関して、

信頼のおける情報を分かり

やすく入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整理及

び評価し、ホームページ等を

通じて国民向け・医療機関向

けに最新の診断・治療情報等

の提供を行う。 

   また、ＨＰアクセス数を、

年間1,000万ＰＶ以上とする

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報の収集・発信 

 

１．ホームページの改善等、広報体制の整備 

ホームページの見やすさ等の改善を図るため、平成２２年８月のセンター病院新病棟オープンを機に、ポータルページの

デザイン更新を行った。またセンター全体の広報活動を担う広報係長を総務課に新たに配置するとともに、各事業所に広報

戦略ワーキンググループを組織するなど、広報活動を更に円滑に行うための体制を整備した。 

 

【ＨＰアクセス数】      平成２２年度    平成２３年度 

１，２９９万件   １，４３０万件（１０．１％増） 

 

２．各分野における情報発信の取組 

(１)ＨＩＶ・エイズ 

平成２３年度に医療従事者や患者・家族がＨＩＶ感染症に関して、信頼のおける情報を分かりやすく入手できるようホ

ームページを全面的に改訂した。 

【該当ページアクセス数】   平成２２年度    平成２３年度 

                ２０２万件     １９８万件 

 

（２）感染症 

平成２２年７月にホームページを刷新し、輸入感染症（マラリア、デング熱、腸チフスなど）や一類感染症（ラッサ熱）

に関する医療者向け情報を充実させた。一般の海外旅行者向け情報（マラリア予防、下痢症予防）をホームページにＰＤＦ

で掲載し、よりダウンロードしやすいように整備した。 

【該当ページアクセス数】   平成２２年度    平成２３年度 

２９万件      ３０万件 

 

 （３）肝炎 

肝炎情報センターは平成２０年１２月にホームページを立ち上げ、インターネットによる最新情報提供を行っている。

拠点病院の指定状況を紹介するとともに、各自治体における肝疾患専門医療機関リストや拠点病院内に設置された肝疾患

相談センターホームページへのリンクを貼ることにより、患者の利便性がより向上するよう努めている。 

【該当ページアクセス数】   平成２２年度    平成２３年度 

３８万件      ６７万件 

 

（４）糖尿病 

「糖尿病診療―最新の動向―」と題した医師・医療スタッフ向け研修会を、糖尿病情報センターが主催して全国３カ所（

金沢、東京、福岡）で、のべ５回（6/5,7/17,9/4,11/6,2/19）開催した。総参加者数は、６３９名であった。 

また、糖尿病に関するかかりつけ医向けの診療マニュアルを平成２２年度に作成し、現在糖尿病情報センターのホーム

ページで公開し、年に２度の頻度で改訂している。 

糖尿病情報センターのホームページにおいて、医療従事者や患者に対して情報発信を行い適宜情報更新を図っている。 

【該当ページアクセス数】   平成２２年度    平成２３年度 

１４万件      １９万件 

 

 （５）児童精神 

児童精神地域診療ネットワーク会議を、国府台病院内において６回（5/27，7/15，9/9，11/11，1/20，3/9）開催し、

診療機関のネットワーク構築を推進するとともに情報発信を行った。 
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説明資料 3- 8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要 

説明資料 3-12 平成２３年度糖尿病医師・医療スタッフ向け研修会ポスター 

説明資料 3-13 肝炎情報センター主催 各種研修会 概要 

説明資料 7- 7 ＡＣＣ主催 各種研修会 概要及び資料 

説明資料 8- 1 ホームページアクセス状況（ＰＶ数） 

説明資料 8- 2 一般の海外旅行者向け情報（マラリア予防、下痢症予防、予防接種、メンタルヘルス） 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ａ  

■評価項目８■ 
 医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 最新の知見から標準的な治療法等についての情報を、研修会や協議会等を活用し

て、中核的な医療機関に情報発信を行い、地域の医療水準の向上に貢献している。 

 

・ 国民・医療従事者には広く、ホームページなどを活用して必要な情報の提供を行

っている。情報更新を頻回に行う事で、情報の真正性、即時性に配慮した情報提供

に取り組んでいる。 

 

・ 数値目標は、中期目標を大幅に上回って、着実に実施している。 

 

（委員会としての評定理由） 

HIVに関し、全国 8ブロックのブロック拠点病院協議会を厚生労働省健康局疾病対

策課と合同で各ブロックにて開催し、最新医療情報の提供を行い、高度先駆的医療及

び標準医療の普及を行うとともに、首都圏の中核ブロックとの連携会議を年 2回開催

し、相互の連携を図るための情報交換を行った。 以上の実績と取り組みについて評

価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・当センターが特に力を入れている HIV・エイズ、感染症さらに肝炎等の情報を、広

報体制の整備やホームページの改善等により、しっかりと提供している。その結果、

ホームページのアクセス数は２２年度に比し１０．１％増加した。２３年度は肝炎お

よび糖尿病へのアクセスが特に増加した。 

・HP の充実によるアクセス数は着実に増加していると高く評価できる。特に肝炎に

ついては大きくアクセス数が増加していると高く評価できる。 

・ネットワーク構築推進、情報の収集・発信、国への政策提言など、ほぼ計画通りに

実行しており、評価できる。 

・拠点病院連絡会並びに医療従事者向け研修会を多数開催し肝炎並びに児童に関する

ネットワーク構築推進へ具体的施策を実施し評価する。 

・HIVや肝炎の拠点病院連絡協議会の実施や病院間ネットワークの維持など、医療均

てん化について責任を果たしていると評価する。我が国の医療施設の実体を踏まえた

更なる均てん化への努力が期待される。 

 

［数値目標］ 

○ ＨＰアクセス数を、年間1,000万ＰＶ以上 

 

 

 

 

・年間1,000万ＰＶ以上のＨＰアクセスがあった。 

（平成２３年度実績 1,430万ＰＶ 平成２２年度より10％増） 

 

［評価の視点］ 

○ センターと都道府県における中核的な医療機関等

とのネットワークを構築し、研修会及び協議会を開催

し、最新の情報提供を行うとともに、相互に情報交換

を行い、それら医療機関と連携して、高度先駆的医療

及び標準的医療等の普及を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 
実績：○ 

・ＡＣＣ、ＤＣＣ、糖尿病情報センター、肝炎情報センター、国府台病院精神科は、

研修会、協議会を開催し、中核的な医療機関のネットワークを構築すると共に、情

報の提供及び交換を行い、高度先駆的医療及び標準医療の普及に努めている。 

（評価シート４２頁参照） 

 

・年間６回開催される児童精神科地域連携会議を通じ、地域の医療・福祉・教育領域

の専門機関が情報共有をおこなった事例のデータベース作成にとりかかり、平成２

３年度末までに１２０以上の症例のデータが蓄積した。 

 

 

 

○ 広く国内外の知見を収集、整理及び評価し、ホーム

ページ等を通じて、国民向け・医療機関向けに最新の

診断・治療情報等の提供を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ＡＣＣ、ＤＣＣ、糖尿病情報センター、肝炎情報センターは、それぞれ国内外の最

新の知見を適時適切にホームページ、マニュアル発行などを通じて国民や医療従事

者に提供している。（評価シート４３頁参照） 
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５．国への政策提言に関する事

項 

  医療政策をより強固な科学

的根拠に基づき、かつ、医療現

場の実態に即したものにする

ため、科学的見地から専門的提

言を行うこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．その他我が国の医療政策の

推進等 に関する事項 

（１）公衆衛生上の重大な危害

への対応 

   公衆衛生上重大な危害が

発生し又は発生しようとして

いる場合には、国の要請に応

じ、迅速かつ適切な対応を行

うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．国への政策提言に関する事

項 

  感染症その他の疾患に関し

て明らかとなった課題の解決

策等について、科学的見地から

専門的提言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他我が国の医療政策の

推進等 に関する事項 

（１）公衆衛生上の重大な危害

への対応 

   国の要請に応じて、国内外

の公衆衛生上重大な危害が発

生し又は発生しようとしてい

る場合には、迅速かつ適切な

対応を行う。またそのような

事態に対し準備する。 また

、新感染症の発生に向けた訓

練を毎年１回実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事

項 

・ 感染症その他の疾患に関し

て明らかとなった課題の解決

策等について、科学的見地か

ら専門的提言を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他我が国の医療政策の

推進等に関する事項 

（１）公衆衛生上の重大な危害

への対応 

 ・ 国の要請に応じて、国内外

の公衆衛生上重大な危害が

発生し又は発生しようとし

ている場合には、迅速かつ適

切な対応を行う。またそのよ

うな事態に対する準備とし

て災害訓練を実施する。さら

に、新感染症の発生に向けた

訓練を１回実施する。 
 
・ 東北地方太平洋沖地震に伴

う被災地への医療チームの

派遣等医療支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項  

 

・ ＨＩＶ感染症に関し、エイズ動向委員会（年４回出席）などに出席し、専門的な立場から提言を行った。 

 

・ 糖尿病、代謝性疾患に関する専門的知見を基礎として、薬事審議会医薬品第一部会、次期国民健康作り運動プラン策定

専門委員会の審議に参加し、専門的な立場から提言を行った。 

 

・ 肝炎情報センター：平成２１年度より３年間、「肝炎に関する全国規模のデータベース構築に関する研究（厚生労働科

学研究費）」を研究代表者として実施し、特に、平成２３年度においては下記のエビデンスを得た。 

 

 Ｂ型・Ｃ型肝疾患に対するインターフェロン公費助成のアウトカムに関する検証：インターフェロン公費助成は国と自

治体との共同事業として平成２０年度から開始されており、そのアウトカムを正確に把握し、次の肝炎対策に活かすこと

が求められている。肝炎情報センターでは、全国の４１自治体肝炎対策担当部署の協力を得てインターフェロン治療効果

判定報告書の収集・解析事業を行っている。平成２１年１２月から平成２４年２月までに約9,400例のデータを収集し、解

析の後に２ヶ月毎に各自治体へフィードバックし、拠点病院、専門医療機関ほかの肝疾患診療ネットワークへの情報提供

を行っている。特に、研究班では地域差の有無についての検討も進めており、治療成績については全国でほぼ均てん化さ

れているものの、Ｃ型肝炎ウイルス遺伝子型の分布、再治療例の比率、６５歳以上の患者比率など、特に患者の受療状況

には地域差の存在することを明らかとした。この点については、本研究班の平成２３年度総括研究報告書、ならびに平成

２１～２３年度の総合研究報告書として纏め、厚生労働省へ送付ずみである。 

 上記研究班で得られた知見をさらに深めるために、平成２４年度から「肝炎に関する全国規模のデータベースを用いた

肝炎治療の評価及び肝炎医療の水準の向上に資する研究」を研究代表者として継続することになっている。 

 

 

６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への対応 

 

１．公衆衛生上の重大な危害発生に備えた取組 

  ①災害訓練等 

災害訓練について、全職員を対象に平成２４年１月２１日に実施するとともに、災害マニュアルの見直しも行った 

併せて、ＮＢＣ災害(放射性物質、生物剤、化学剤による特殊災害)への対応マニュアルについても見直しを行った。 

 

②新感染症の発生に向けた取組 

新感染症の発生に向けた訓練については、合計２回行った。12月14日に東京港検疫所主催「東京検疫所検疫感染症措置

訓練（情報伝達訓練）」に参加し、3月14日には、センター病院において新感染症患者の新感染症病棟への受け入れ訓練

を実施した。 
 

２．東日本大震災における取組 

  ①医療派遣チームによる被災地支援活動（６月３０日まで） 

 災害発生直後の災害派遣医療チームによる医療支援活動及び被災地支援の長期化を見越し、昨年度から調査団を派遣

し、宮城県東松島市において避難所巡回診療を行った。医療チーム（コーディネーター１名、医師２名、看護師３名、

薬剤師１名、事務１名）を継続的に現地に派遣し、同市の避難所（14－17ヵ所）を国立病院機構等の医療チームと協力

して定期的に巡回診療を行った。また、国際医療協力局からコーディネーターを派遣し、東松島市保健福祉部健康推進

課が行う同市で支援活動している医療チーム（5－6チーム）全体の調整や報告業務、避難所における保健衛生活動につ

いて支援した。一方、在宅被災者に対して全戸別訪問による健康支援調査を行い、要フォローアップ者の洗い出しや津

波など震災の与えた健康への影響について調査分析を行い、東松島市の保健衛生対策や復興計画策定に寄与した。 
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（２）国際貢献 

   我が国の国際保健医療協

力の中核的機関として、感染

症その他の疾患に関する専門

的な医療及び国際保健医療協

力等の向上を図るとともに、

これらに対する調査及び研究

並びに技術者の研修を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際貢献 

   開発途上国における保健

システム（母子保健、感染症

対策等を含む。）の推進を図

るため、中期目標の期間中、

５年間に400人以上の専門家

を派遣し技術協力を行う。 
また、開発途上国からの研

修生を５年間に延べ800人以

上受入れる。 

   緊急援助等の支援活動を

行うとともに、国際機関や国

際協力機構（JICA）等の依頼

に応じ調査研究・評価事業を

実施する。 

   広く国民及び国内外の関

係機関に対し、国際保健に関

する情報提供等を行い、我が

国の国際保健医療協力人材を

養成するため、必要な知識、

技術の習得を促す研修を国内

外で実施する。 

   また、国際医療協力を実施

している機関とのネットワー

クを構築し、開発途上国等に

おいて保健医療分野の共同研

究や人材育成等の諸協力を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際貢献 

 ・ アジア、アフリカ等の開発

途上国における保健システ

ム（母子保健、感染症対策等

を含む）の強化を図るため、

専門家を派遣する。 
 

 ・ アジア、アフリカ等の開発

途上国からの研修生の受入

を積極的に行う。 
 

 ・ 国際協力機構（JICA）の

要請に応じて、緊急援助等の

支援活動を行う。 
 

 

 ・ 国際機関、国際協力機構（

JICA）等の依頼に応じて、

調査研究・評価事業を実施す

る。 
 

 ・ 国際保健に関して、広く国

民及び国内外の関係機関に

対しホームページ等を通じ

情報提供等を行うとともに、

基礎講座を開催し国際保健

に関する知識の普及を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②心のケアチームによる巡回診療活動 

    昨年度に引き続き、国府台病院から心のケアチーム（精神科医師、ソーシャルワーカー、看護師）を石巻地域へ派遣

し、避難所を中心に巡回して被災者の心の諸問題の解決を支援した。 

 

  ③東松島復興支援プロジェクト（７月１日より） 

    東松島市長とセンターとの間で東松島市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定書が結ばれた。

期間は７月１日より１年間で、NCGMより定期的に人材を派遣し、避難所支援に加えて、仮設住宅入居者支援、在宅者支

援、心のケア、災害マニュアル改定、保健従事者人材育成事業を展開している。 

 

【医療チームの平成２３年度派遣実績】 

       派遣者数 ２５０名(うち医師 １０９名、看護／助産師 ６０名、薬剤師 ３０名、事務職 ４３名、その他 ８名) 

 

 

（２）国際貢献 

・アジア、アフリカ等の開発途上国における保健システム強化を図るための専門家派遣については、年間目標である８０件

に対し、１１５件の実績となった。このうち２４件は１年以上の長期派遣であり、地域別内訳はアジア（７３件）、アフリ

カ（３２件）、その他（１０件）である。 

 

 

 

・アジア、アフリカ等の開発途上国からの研修生受入については、年間目標である１６０件に対し、２０２件の実績となっ

た。視察や講義を通じて、世界最高水準の保健指標を達成した日本の経験を共有すると同時に、活用できる資源の限られた

研修員の母国においても実施可能な活動計画を持ち帰ることができるよう支援を行っている。 

 

 ・平成 23年度において国際協力機構からの緊急援助等の要請は特になかった。 

 

 

 

 

・国際機関、国際協力機構（JICA）等の依頼に応じた調査研究・評価事業については、３６件だった。 

   ３６件の内訳は事前評価調査１１件、終了時評価調査５件、運営指導調査１２件、無償資金協力調査５件、その他３件

であり、保健医療ならびに国際保健の専門性を活かした調査が実施された。 

 

 

・国際保健基礎講座の開催件数及び、参加者数については、１０件、２５３名だった。 

国際医療協力を目指す若手人材が継続的に学びを深めていく機会を提供する事を目的に、週末を活用して国際医療協力

部職員のフィールド経験のエッセンスを伝えている。本講座で得た知識は、さらに本格的な「国際保健医療協力研修」に

参加するための下地となる。 

 

・国際保健に関する情報提供の取り組みについては、国際医療協力局ホームページを通じて、当センターの国際保健への取

り組みを広報すると共に、国際保健医療に関する知識の普及を図った。年間目標である４０万ＰＶに対し平成２３年度の合

計閲覧数は６２万ＰＶであった。また、「ニュースレター」年４回発行し、大学・専門学校などにも配布した。部設立２５

周年のシンポジウムの開催と記念誌の発行をした。 

 

・ ＷＨＯ総会や世界基金理事会などの国際会議へ出席は年間２０名であり、ＷＨＯや世界基金に関して厚生労働省や外務

省へ提供した技術的提言数は２２４件であった。 
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 ・ 我が国の国際保健医療協力

人材を養成するため、研修カ

リキュラムを作成するとと

もに、国際保健人材養成研修

を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 ・ ベトナム・バックマイ病院

との協定締結に基づき共同

研究等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 ・ WHO協力センターとして

の活動を実施する。 

 

・「国際保健医療協力研修」を開催し、１０名の参加者があった。この研修は、国際保健医療協力の専門家による実践的な

内容を含む講義を通じて、国際保健医療協力の基礎知識を習得するとともに、海外のフィールド実習を通して実践力を養

うことにより、国際保健医療協力に携わる人材を養成することを目的としている。 

また、若手医師の人材育成として、「国際保健医療協力レジデント研修」を実施しており、平成23年度においては３名

のレジデントに実施し、臨床修練期間中の若手医師に国際保健の現場体験の機会を与えている。 

 

・ 医学生や看護学生を対象とした国際保健に関する講義を積極的に実施し、６大学（看護専門学校含む）へ１４名の講師

を派遣すると共に、５大学から３８名の学生を受け入れた。 

 

 

・ 長崎大学と連携大学院に関するＭＯＵを締結した。また、仏語圏保健人材ネットワーク強化のための月例会と拡大セミ

ナー（3月）を実施した（会員７０名）。 

 

・ 独立行政法人移行に伴い平成２２年６月にベトナム・バックマイ病院と再度締結した合意書（ＭＯＵ）に基づいて、共

同研究（11の研究課題）、人材交流、症例検討等の協力を実施した。また、年報も作成しベトナム保健省に提出した。ベ

トナム・バックマイ病院との協定に引き続き、ラオス・パスツール研究所、マダガスカル・保健省公衆衛生局と新規にＭ

ＯＵを締結し、共同研究、人材交流を開始した。 

 

・ 平成21年度のカンボジア及びベトナム、平成22年度のラオスにおける疾病対策と保健システム強化に関する現地調査に

引き続き、ネパールにおける現地調査を実施した。その結果をとりまとめた報告書並びに年報をWHO/WPROの保健システム

強化部門に提出した。 

・ WHO/WPROの HIV/AIDS部門 Technical Partner(技術パートナー)として国際会議に３回出席し、アジア太平洋地域におけ 

る HIV母子感染予防対策に参画した。 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 9- 1 政策提言に関する状況 

説明資料 9- 2 肝炎対策協議会 名簿及び資料 

説明資料 9- 3 NCGM 研究所火災・震災発生時の対応マニュアル 

説明資料 9- 4 東日本大震災への対応について 

（「東松島市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定書」、関連記事） 

説明資料 9- 5 保健システム強化を図るための専門家派遣実績 

説明資料 9- 6 開発途上国からの研修生受け入れ実績 

説明資料 9- 7 国際機関、国際協力機構（JICA）等の依頼に応じた調査研究・評価事業実績 

説明資料 9- 8 国際保健基礎講座の日程、参加者、概要（ポスター） 

説明資料 9- 9 国際医療協力部ニュースレター 

説明資料 9-10 国際医療協力部リーフレット（日本語版） 

説明資料 9-11 25周年記念行事概要 

説明資料 9-12 ＷＨＯ総会、世界基金理事会など国際会議への出席状況 

説明資料 9-13 国際保健医療協力研修の日程、参加者、概要（ポスター） 

説明資料 9-14 長崎大学、ラオスパスツール研究所、マダガスカル保健省公衆衛生局との包括連携合意書（ＭＯＵ） 

説明資料 9-15 ネパールにおける現地調査報告書（WHO/WPRO） 

説明資料 9-16 Technical Partner（HIV)の認定に係る書面 
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評価の視点等  自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

■評価項目９■ 
 国への政策提言に関する事項 

 その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 

 （１）公衆衛生上の重大な危害への対応 

 （２）国際貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

・ 公衆衛生上の重大な危害への対応として、新感染症や災害対応の訓練を適切に実

施した。加えて、平成２２年３月の東日本大震災で被災した東松島市に対して、国

際医療協力局を中心として、海外での保健システム構築の実績を生かして継続的な

保健医療協力を実施すると共に、石巻市における子供の心のケアについても、国府

台病院児童精神科を中心に、現地教育委員会と協力して取り組んでいる。 

 

・ 国際貢献については、専門家派遣と研修受け入れなど国際医療協力の確実な実施

や国際保健協力に携わる人材育成を初学者から更なる能力開発のフェーズまで行う

など着実に取り組んでいる。 

 

・ 数値目標は、中期計画を上回るペースで達成しており、着実に実施している。 

 

（委員会としての評定理由） 

国際医療協力局からコーディネーターを派遣し、東松島市保健福祉部健康推進課が

行う同市で支援活動している医療チーム全体の調整や報告業務、避難所における保健

衛生活動について支援した。一方、在宅披災者に対して全戸別訪問による健康支援調

査を行い、要フォローアップ者の洗い出しや津波など震災の与えた健康への影響につ

いて調査分析を行い、東松島市の保健衛生対策や復興計画策定に寄与したことは高く

評価する。国際貢献も当センターの重要な任務であり、アジアやアフリカへ専門家を

派遣したり、国際協力機構の依頼に応じた調査研究を実施した。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・当センターが中心となって行っている、HIV感染症では、エイズ動向委員会に出席

して専門的立場から提言し、糖尿病に関しても諸委員会で専門的立場から提言を行っ

た。 

・肝炎に関しては、「肝炎に関する全国規模のデータベース構築に関する研究」の代

表者として研究を実施してきた。 

・国際貢献も当センターの重要な任務であり、アジアやアフリカへ専門家を派遣した

り、国際協力機構の依頼に応じた調査研究を実施した。また医学生や看護学生へ国際

保健に関する講義も行っている。 

・政府の審議会・研究会を通じた政策提言を継続して行っている点は評価できる。東

日本大震災の被災者支援を継続して実施している点は大変高く評価できる。 

・東日本大震災後の医療の支援や調査研究は想定外の成果としていえる。 

・災害訓練や新感染症の発生に向けた訓練の実施、東日本大震災被災地への継続的な

医療支援チーム等の派遣など大いに評価できる。 

・東日本大震災の医療チーム２５０名派遣、心のケアチームの巡回診療活動、東松島

市との東松島復興支援プロジェクトの開始を評価する。 

・災害訓練の実施のほか、東日本大震災の現場に医療チームを派遣して貢献した。 

 

［数値目標］ 

○ 新感染症の発生に向けた訓練を毎年１回実施 

 

 

 

 

・平成２３年度は、２回実施 

１２月に東京港検疫所主催「東京検疫所検疫感染症措置訓練（情報伝達訓練）」に

参加し、３月にセンター病院で新感染症患者受け入れ訓練を実施 

 （評価シート４６頁参照） 

 

 

○ 技術協力のため中期目標の期間中400人以上の専門

家を派遣 

 

 

・平成２３年度は、１１５名の専門家を派遣した。 

（５年間の目標のうち、昨年度から累積では２２７名となり５６．８％を達成） 

（評価シート４７頁参照） 

 

 

○ 開発途上国からの研修生を中期目標期間延べ800人
以上受入れ 

 

 

・平成２３年度は、開発途上国からの研修生２０２名を受け入れた。 

（５年間の目標のうち、昨年度から累積では４５４名となり５６．８％を達成） 

（評価シート４７頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 感染症その他の疾患に関して明らかとなった課題

の解決策等について、科学的見地から専門的提言を行

っているか。 

 

 

実績：○ 

・厚生労働省主催の会議であるエイズ動向委員会、薬事審議会、肝炎対策推進協議会

等に当センター職員が委員として出席し、専門的知識等に基づいた提言を実施した

。 

 

 

○ 国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害

が発生し又は発生し又は発生しようとしている場合

には、迅速かつ適切な対応を行うとともに、そのよう

な事態に対し準備を行っているか。 

 

 

実績：○ 

・平成２４年１月に、戸山地区全職員を対象にした災害訓練を実施した。その際、災

害マニュアルの見直し、ＮＢＣ災害（放射性物質、生物剤、化学剤による特殊災害

）への対応マニュアルの整備、研究所の防災対策の検討を行った。 

（評価シート４６頁参照） 

 

・東日本大震災に関して、発災当日２１時にＤＭＡＴを仙台医療センターに派遣し、

その後１隊、合計２隊を派遣した。第三次派遣より、生存者の保健医療支援派遣に

変更し、内科医や薬剤師の派遣人数を増やした医療支援チームを、宮城県東松島市

に平成２２年度に引き続き平成２３年度も派遣を実施し、併せて東松島市保健福祉

部健康推進課の支援を行った。また、国府台病院から心のケア―チームを平成２２

年度に引き続き派遣した。このように緊急医療援助の迅速な体制のみならず、それ

に引き続く公衆衛生面を含めた総合的かつ継続的な支援体制が整っている。 

 （評価シート４６・４７頁参照） 
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○ 緊急援助等の支援活動を行うとともに、国際機関や

国際協力機構（JICA）等の依頼に応じ調査研究・評

価事業を実施しているか。 

 

 

 

実績：○ 

・国際機関、JICA等の依頼に応じた調査研究・評価事業は、３６件行った。 

 （評価シート４７頁参照） 

 

 

○ 国際保健に関する情報提供等を行い、我が国の国際

保健医療協力人材を養成するため、必要な知識、技術

の習得を促す研修を国内外で実施しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・ホームページを通じて、当センターの国際保健への取り組みを広報するとともに、

知識の普及を図ってきた。（評価シート４７頁参照） 

 

・平成２３年度の合計閲覧ページ数は、６２万ＰＶであり、また、ニュースレターを

４回発行し、国際医療協力活動や当センターの取り組みについて理解を得る活動を

実施した。（評価シート４７頁参照） 

 

・国際医療協力局２５周年にあたり、シンポジウム開催と記念誌を発行した。 

 

 

○ 国際医療協力を実施している機関とのネットワー

クを構築し、開発途上国等において保健医療分野の共

同研究や人材育成等の諸協力を実施しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

 

・ベトナム・バックマイ病院と締結している合意書（ＭＯＵ）に基づいて、共同研究

（１１の研究課題）、人材交流、症例検討等の協力を実施した。平成２３年３月に

年次報告書を作成した。 

 

・ラオス・パスツール研究所、マダガスカル・保健省公衆衛生局と新規にＭＯＵを締

結し、共同研究、人材交流を開始した。 

 
・ＷＨＯ協力センターとして、ネパールでの現地調査を実施した。 

 

・国内仏語圏保健人材ネットワーク強化のための月例会と拡大セミナー（3月）を実

施した（会員７０名）。 

 

・長崎大学と連携大学院に関するＭＯＵを締結した。大学院生に対する講義、研究指

導を実施する。 

 （評価シート４８頁参照） 
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（３）ＨＩＶ・エイズ 

 

エイズ治療・研究開発セン

ターは、HIV裁判の和解に基

づき国の責務となった被害者

の原状回復に向けた医療の取

組を厚生労働省に届いた意見

を踏まえつつ着実に実施する

とともに、エイズに関し、診

断及び治療、臨床研究、診療

に関する相談、技術者の研修

並びに情報の収集及び提供を

行うこと。 
また「後天性免疫不全症候

群に関する特定感染症予防指

針」（平成18年厚生労働省告

示第89号）に基づき、エイズ

に係る中核的医療機関として

ブロック拠点病院等を支援し

、地域におけるエイズ医療水

準の向上を図ること。 
 
 
 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

 

  エイズ治療・研究開発センタ

ーは、HIV裁判の和解に基づ

き国の責務となった被害者の

原状回復に向けた医療の取組

を被害者の意見を反映しつつ

着実に実施し、エイズに関し

、診断及び治療、臨床研究、

診療に関する相談、技術者の

研修並びに情報の収集及び提

供等の必要な取組を進めると

ともに、必要な人的物的体制

整備を計画的に進める。 

  また「後天性免疫不全症候群

に関する特定感染症予防指針

」（平成18年厚生労働省告示

第89号）に基づき、エイズに

係る中核的医療機関としてブ

ロック拠点病院等を支援し、

地域におけるエイズ医療水準

の向上を図る。 
 
 
 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

 

 ・ HIV・エイズに関し、診断

及び治療、臨床研究、診療に

関する相談、技術者の研修並

びに情報の収集及び提供を

行う。また、HIV・エイズの

ブロック拠点病院等を支援

するとともに連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

 

１．HIV・エイズに関する取組 

平成２３年度のＨＩＶ・エイズ患者の診療実績は、延べ入院患者数８，０００名、延べ外来患者数１１，０３１名であっ

た。また、外部からの診療等に関する相談件数は、年間２，４４６件に達した。ＨＩＶ診療均てん化のための全国の医療従

事者に対する研修については前掲（（２）モデル的研修・講習の実施 参照）のとおりである。このほか、診療情報をコン

パクトにまとめた患者教育用小冊子（患者ノート）を年間合計８，３８６冊配布するとともに、出張研修などで用いた資料

等についても、全国の医療従事者がいつでも自由に閲覧、自己研修が可能となるようにＡＣＣホームページでE-learningの

形で積極的に公開するなど、情報の提供に努めた。 

 

２．ブロック拠点病院等への支援 
ブロック拠点病院との連携支援に関しては、医師不足で診療に窮していた石川県立病院に対し、平成２２年１０月より行

っている月１回のＡＣＣ医師派遣による外来診療サポートを継続した。また、名古屋医療センターと名古屋大学との連携を

図るための合同会議をＡＣＣも参加し継続している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 3- 9 医療従事者向け HIV/AIDS E-learningサイト（ＡＣＣホームページより） 

説明資料 7- 7 ACC主催 各種研修会 概要及び資料 

説明資料 10-1 ACCの役割とネットワーク 

説明資料 10-2 東北地方太平洋沖地震に被災された皆さんへ 

説明資料 10-3 患者ノート（抜粋） 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目１０■ 
 その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 

 （３）ＨＩＶ・エイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ ＨＩＶ・エイズについては、エイズ診療水準の向上に向けて、全国の医療従事者

に対する研修会を実施し、さらに、これら研修における資料等を公開し、全国の医

療従事者が自己研修に活用できるよう情報提供も積極的に行った。 

（評価シート５１頁参照） 

 

・ エイズに関する医療政策に資する専門家としての提言を実施した。 

 （評価シート４６頁参照） 

 

・ 前年度より引き続き、東日本大震災における被災地の診療情報サポートのために

ホームページに特設コーナーを設け迅速に情報提供を実施した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

ブロック拠点病院との連携支援に関しては、石川県立病院に対し医師を派遣し、外

来診療をサポートするとともに、名古屋医療センターと名古屋大学との連携を図るた

めの合同会議にACCも参加し、継続していることは評価できる。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・以前から当センターが取組んできた HIV・エイズに関しては、例年通りの診療が行

われてきた。 

・医師不足で診療に窮していた石川県立病院へ医師派遣を行って、継続的に外来診療

に貢献している。 

・ＨＩＶ・エイズ患者の診療、エイズ拠点病院などへの研修実施、ブロック拠点病院

との連携など、ほぼ年度計画通りに業務を遂行しており、評価できる。 

・計画通り推進した。 

・ACCは我が国のエイズ医療政策の中心的施設として、外部からの相談への対応、ブ

ロック拠点への医師の派遣、研修の実施などを通じて必要な役割を果たしている点は

高く評価できる。 

 

［評価の視点］ 

○ エイズ治療・研究開発センターは、HIV被害者の原

状回復に向けた医療の取組を被害者の意見を反映し

つつ着実に実施し、エイズに関し、診断及び治療、臨

床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報

の収集及び提供等の必要な取組を進めるとともに、必

要な人的物的体制整備を計画的に進めているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・外部からの診療に関する相談について、年間２，４４６件対応するとともに、医療

従事者に対する研修について、院内で７回、外部へ出向いての出張研修を８回実施

した。これらの研修を通じ、年間５００名以上に対して、エイズに関する各種の情

報として、毎年の最新の重要事項を更新し実施した。 

（評価シート５１頁参照） 

 

・患者に対する診療情報をまとめた患者ノートの配付や全国の医療従事者向けの自己

研修に資するためのＥ-learningで公開するなど取り組んでいる。 

（評価シート５１頁参照） 

 

 

 

 

○ エイズに係る中核的医療機関としてブロック拠点

病院等を支援し、地域におけるエイズ医療水準の向上

を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・全国８ブロックのブロック拠点病院とは、厚労省疾病対策課と合同でブロック拠点

協議会を行いネットワークを構築している。 

 

・個別ブロックに関しては、医師の不足している北陸ブロックへの外来サポートや、

名古屋医療センターと名古屋大学の連携強化を図るＡＣＣ／東海ブロック合同カン

ファレンスを定期的に行うなどブロック拠点病院等への支援を実施した。 

（評価シート５１頁参照） 
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（４）看護に関する教育及び研

究 

   国立高度専門医療研究セ

ンターの職員の養成及び研修

を目的として、看護に関する

学理及び技術の教授及び研究

並びに研修を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）看護に関する教育及び研

究 

   国立看護大学校において

は、看護学部及び研究課程部

における教育の充実を図ると

ともに、認定看護師教育課程

を毎年開催する。 

   また、オープンキャンパス

や公開講座を毎年３回以上開

催し、国立看護大学校に関す

る情報提供を積極的に行い、

質の高い学生等の確保に努め

る。 

   さらに、看護研究活動を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）看護に関する教育及び研

究 

 ・ 研究課程部における教育の

充実を図るとともに、認定看

護師教育課程を１コース、短

期研修を４コース開催する。

また、オープンキャンパスや

公開講座を毎年３回以上開

催し、国立看護大学校に関す

る情報提供を積極的に行う。 
 

 ・ 臨床看護研究推進センター

において、看護研究活動を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）看護に関する教育及び研究 

 

１．研究課程部における教育の充実 

研究課程部においては、専門性の高い看護実践能力の育成や学問的探求を通じて看護の質的向上を目指している。社会人

に対する教育機会の拡大を図り、働きながら看護研究活動を継続できるよう平成２２年９月に長期履修制度を創設し、平成

２３年度においては初めて５名が活用した。 

 

２．認定看護師教育課程等の開催 

研修部においては、がん化学療法を受ける患者等に対して全人的かつ専門性の高い看護の実践能力を育成するため、平成

２３年１０月３日から平成２４年３月１６日まで、がん化学療法看護の教育課程を開講し１５名が修了した。 

 

３．短期研修の開催 

 研修部においては、東日本大震災の発生を受け、急遽、災害に関する研修を5月と6月に開催した。また、チーム医療推進

のために、感染管理の高度実践看護に関する研修を追加企画した。それらと併せ、政策的な内容に視点をあて、前年度の受

講ニーズ調査を踏まえた研修を計１０コース開催した。なお、一部の研修は、地域医療における看護継続教育に貢献するた

め、一般公開した。 

 

  ・災害時の心のケアと支援者のメンタルヘルス      平成２３年 ５月１９日      参加者： ３２名 

  ・災害時の心のケアと支援者のメンタルヘルス（追加）  平成２３年 ６月１３日      参加者： ３０名 

  ・フォローアップ研修セカンドレベル          平成２３年 ７月２０日から２１日 参加者： １１名 

  ・看護研究研修                    平成２３年 ７月２５日から２９日 参加者： １１名 

  ・せん妄ケア                     平成２３年 ８月２６日      参加者： ５１名 

  ・リンクナースのための感染防止（基礎）＊一般公開   平成２３年 ８月３０日から３１日 参加者： ７４名 

  ・院内教育                      平成２３年 ９月１２日から１３日 参加者： ６７名 

  ・がん化学療法看護コースフォローアップ研修      平成２３年１０月２８日      参加者： ２７名 

  ・家族看護 ＊一般公開                平成２３年１２月 ９日      参加者：１１６名 

  ・感染管理認定看護師のための高度実践研修(２日・５日) 平成２４年  １月１６日から２０日 参加者： ６３名 

 

４．積極的な情報提供 

国立看護大学校の情報を提供するためオープンキャンパスを開催するとともに、近隣の医療施設に勤務する看護職員や清

瀬市民を対象とした公開講座を開催した。 

 

  ・看護学部オープンキャンパスの開催      平成２３年 ７月３１日     参加者：３４３名 

平成２３年 ８月２７日     参加者：３０９名 

 

  ・研究課程部オープンキャンパスの開催     平成２３年 ５月１４日     参加者：  ９名 

                         平成２３年 ７月２９日     参加者：  ９名 

                         平成２３年１１月 ４日     参加者：  ６名 

 

・公開講座の開催 

   ア）看護の日の公開講座           平成２３年 ５月１４日     参加者： ４０名 

   イ）清瀬市健康大学講演会と共催の公開講座  平成２３年１０月２２日     参加者： ７０名 

 

また、進学予備校等が開講する大学受験者向けの進学相談会に教職員が出向き（都区内、立川及び名古屋計９回）、看護

学部の情報提供を行った。 

ホームページについては、看護学部・研究課程部の受験案内、オープンキャンパス、公開講座及び国際交流の実績等につ

いて掲載したことにより、１１０万件を超えるアクセスがあった。 
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５．臨床看護研究活動の推進 

国立高度専門医療研究センターの看護師等が行う臨床看護研究を推進するため、臨床看護研究推進センターにおいて、研

究相談及び看護師が行う臨床看護研究１９件の継続指導を行った。 

 

６．国立看護大学校研究紀要の発行 

国立看護大学校における研究の推進と研究成果を外部に周知するとともに、国立高度専門医療研究センターの看護師等の

研究活動に資するため、平成２４年３月に研究紀要を発行し、各国立高度専門医療研究センターに配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 11-1 長期履修制度の概要 

説明資料 11-2 各種研修の募集要項（抜粋） 

説明資料 11-3 オープンキャンパスの実施案内 

説明資料 11-4 公開講座の開催案内 

説明資料 11-5 平成 23年度 NCにおける看護研究継続指導の状況 

説明資料 11-6 国立看護大学校研究紀要（抜粋） 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目１１■ 
 その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 

 （４）看護に関する教育及び研究 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 年度計画を含めた年間活動計画に取り組み、研究課程部においては、長期履修制

度の活用により学生の教育環境の充実を図った。 
 
・ 臨床看護研究推進センターにおいて、国立高度専門医療研究センターの看護師等

が行う臨床看護研究の指導等を行った。 
 
・ 数値目標は、中期計画を上回っており、着実に実施している。 

 

（委員会としての評定理由） 

研究課程部において、社会人に対する教育機会の拡大に資するとともに、働きなが

ら看護研究活動を継続的に実現するため、長期履修制度を導入し教育の充実を図り、

平成２３年度において初めて 5名が活用したことは評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・がん化学療法看護の教育課程開講や前年度ニーズを踏まえた研修コースについて計

画を大きく上回って開催したことは高く評価できる。 

・臨床看護研究推進センターの活動も高く評価できるが、さらなる成果も期待される。 

・看護教育の質の向上への努力がみられ、多くの短期研修が開催され、参加者もある

程度の数に達している。 

・国立看護大学校の存在をさらにアピールする必要があり、オープンキャンパスの開

催、また研究課程部のオープンキャンパス、さらに公開講座を開催したこと等は評価

される。 

・研究課程部に前年度設置した長期履修制度を５名が活用したこと、短期研修を前年

度より多い１０コースを開催したことなど大いに評価できる。 

・看護に関する教育及び研究については、概ね計画を達成している。 

・国立看護大学校についてオープンキャンパスや公開講座を、目標を大きく上回って

開催したことは高く評価できる。 

・臨床看護研究推進センターの活動も高く評価できるが、更なる成果も期待される。 

 

 

（その他の意見） 

・チーム医療の新たな形についての検討を期待したい。 

 

［数値目標］ 

○ オープンキャンパスや公開講座を毎年３回以上開

催 

 

 

 

 

・国立看護大学校の情報提供のため、看護学部オープンキャンパスを２回開催し、 

６５２名の参加があった。また、研究課程部オープンキャンパスを３回開催し、 

２４名の参加があった。 

・近隣医療施設に勤務する看護職員を対象とした公開講座と、清瀬市民を対象とした

公開講座をそれぞれ開催し、地域へ貢献することができた。 

（評価シート５３頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 国立看護大学校において、看護学部及び研究課程部

における教育の充実を図るとともに、認定看護師教育

課程を毎年開催しているか。 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・平成２３年度看護学部卒業生の国家試験の成績（合格率）は、看護師が１００％、

助産師は１名不合格の結果、８５．７％であった。 
・研究課程部においては、社会人に対する教育機会の拡大を図り、働きながら看護研

究活動を継続できるよう長期履修制度を創設し、平成２３年度においては５名が初

めて活用した。 

・研修部においては、認定看護師教育課程（がん化学療法看護）を開催し、１５名が

修了した。また、短期研修は１０コースを開催した。なお、東日本大震災に関する

臨時の研修開催や、チーム医療推進のための研修の追加開催など、緊急のニーズや

政策情勢の変化に即応した研修を企画実施した。さらに研修の一般公開をとおして

、地域医療における看護継続教育に貢献することができた。 

 

 

○ 国立看護大学校に関する情報提供を積極的に行い、

質の高い学生等の確保に努めているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・看護学部においては、学生確保に向けたオープンキャンパスの開催（２回）、進学

予備校等が開催する進学相談会への参加及びホームページの充実等により情報提供

等を行った結果、入学試験では定員１００名に対し５２９名の受験生が確保できた

。また、研究課程部においてもオープンキャンパスの開催（３回）により、１４名

の受験生が確保できた。 
・ホームページの充実を図った結果、アクセス件数は１１０万件を超えた。 
 

 

○ 看護研究活動を推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・臨床看護研究推進センターにおいて、研究相談及び臨床看護研究１９件の継続指導

を行った。その結果、１件は学会誌、２件は本学研究紀要、６件は国内学会におい

て研究成果の発表を行った。 
・本学における研究の推進と研究成果を外部に周知するとともに、国立高度専門医療

研究センターの看護師等の研究活動に資するため、平成２４年３月に研究紀要を発

行し、国立高度専門医療研究センター等に配布した。 
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第３ 業務運営の効率化に関す

る事項 

 

 

１．効率的な業務運営に関する

事項 

  業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと。 

  総人件費については、センタ

ーの果たすべき役割の重要性

を踏まえつつ、簡素で効率的な

政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（平成1
8年法律第47号）や「経済財政

運営と構造改革に関する基本

方針2006」（平成18年7月7日閣

議決定）に基づいて人件費改革

に取り組むとともに、給与水準

に関して国民の理解が十分得

られるよう必要な説明や評価

を受けるものとすること。 

  その際、併せて、医療法（昭

和23年法律第205号）及び診療

報酬上の人員基準に沿った対

応を行うことはもとより、国の

制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の

推進のための対応や医療安全

を確保するための適切な取組

を行うこと。 

  また、独立行政法人に関する

制度の見直しの状況を踏まえ

適切な取組を行うこと。 

  センターの効率的な運営を

図るため、以下の取組を進める

こと。 
① 給与水準について、センタ

ーが担う役割に留意しつつ、

適切な給与体系となるよう

見直し 
② 共同購入等による医薬品、

医療材料等購入費用の適正

化 
③ 一般管理費（退職手当を除

第２ 業務運営の効率化に関す

る目標を達成するために取

るべき措置 

 

１．効率的な業務運営に関する 

事項 

（１）効率的な業務運営体制 

  センターとしての使命を果

たすことができるよう組織内

の企画立案、調整、分析機能を

高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンス

の強化を目指した体制を構築

する。 

  さらにセンターの使命に応

じて、より効率的に成果を生み

出せるよう、各部門の再編を行

う。 

  総人件費については、センタ

ーの果たすべき役割の重要性

を踏まえつつ、簡素で効率的な

政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（平成1
8年法律第47号）に基づき平成2
2年度において１％以上を基本

とする削減に取り組み、「経済

財政運営と構造改革に関する

基本方針2006」（平成18年7月7
日閣議決定）に基づき、人件費

改革の取組を平成23年度まで

継続するとともに、給与水準に

関して国民の理解が十分得ら

れるよう必要な説明や評価を

受けるものとする。 

  その際、併せて、医療法（昭

和23年法律第205号）及び診療

報酬上の人員基準に沿った対

応を行うことはもとより、国の

制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の

推進のための対応や医療安全

を確保するための適切な取組

を行う。 

  また、独立行政法人に関する

制度の見直しの状況を踏まえ

適切な取組を行う。 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関す

る目標を達成するために取

るべき措置 

 

１．効率的な業務運営に関する

事項 

（１）効率的な業務運営体制 

 ・ センターとしての使命を適

切に果たしていくために、高

度先駆的医療や臨床研究の

推進などの体制の整備とあ

わせて、組織の適正化など効

率的な業務運営体制を構築

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

 

 

１．効率的な業務運営に関する事項 

 

（１）効率的な業務運営体制 

１．高度先駆的医療や臨床研究の推進などの体制整備 

招へい型任期付職員や若手育成型任期付職員については年俸制を導入するとともに、高度の専門的な知識、技術等を有す

る者及び研究者として高い資質を有する者など優秀な人材を公募により採用し、高度先駆的医療や臨床研究推進などのため

の体制整備を図った。 

  公募による採用実績 Ｈ２２ ⇒ ２５名（うち任期付研究員の採用 １４名） 

            Ｈ２３ ⇒ ２９名（うち任期付研究員の採用  ８名） 

 

２．臨床研究推進のための基盤整備 

病院内で臨床研究を円滑に進めるために、臨床研究センターの体制整備を図り、研究支援部の室長を新たに３名任命し、

臨床研究を推進するための相談（患者登録体制の構築も含む）、倫理的事項の整理、研究実施状況の管理を行うための責任

ある体制を整備した。 

また、国際協力医学研究財団が行っていたデータマネジメント業務(JCRAC)を臨床研究センターが引き継ぎ、データセンタ

ー長とデータマネジャーを増強することで、臨床研究に必要なデータマネジメントの機能を当センターにおいて活用できる

環境を整備した。 

 

３．組織の適正化、効率的な業務運営体制 

  センターの庶務を司る管理部門にあたる総務部、人事及び労務管理にあたる人事部、経営状況の把握及び経営戦略の立案

にあたる企画経営部、経理及び施設管理にあたる財務経理部の４部体制のほか、国府台病院の事務を司る事務部を置き効率

的な運営に取り組むとともに、事務部門全体の効果的連携や総合調整等を行う体制を検討し、平成 24 年 4 月から統括事務部

を設置した。 
  また、組織の活性化を目指し、理事会、監査室、企画戦略室、コンプライアンス室によるガバナンス体制の強化を図り、

監査室では、平成 23 年度においても内部監査を実施した。 

さらに、国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち、財務、給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元化し

、効率的・効果的な運営を引き続き行った。 

 

４．技能職常勤職員の離職後の不補充 

技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行わず、外部委託化又は短時間の非常勤

職員での補充とした。 

 

  平成２２年度 

【退職者数】６名 

   調理師３名退職後、外部委託により不補充 

   看護助手２名退職後、非常勤職員での後補充 

   薬剤助手１名退職後、業務見直しにより不補充  

 

  平成２３年度 

  【退職者数】２名 

   交換手１名退職後、外部委託により不補充 

   ボイラー技師長退職後、外部委託により不補充 
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く。）について、平成21年度

に比し、中期目標期間の最終

年度において15％以上の削

減 

 ④ 医業未収金の発生防止及

び徴収の改善並びに診療報

酬請求業務の改善等収入の

確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ① 副院長複数制の導入 

   特命事項を担う副院長の

設置を可能とするとともに、

副院長の役割と院内での位

置付けを明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事務部門の改革 

事務部門については、配置

を見直し、効率的・効果的な

運営体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 副院長複数制の導入 

 ・ 副院長の役割に応じて複数

設置し、また、特命事項を担

う副院長の設置については、

院内における位置付けを引

き続き検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 事務部門の改革 

 ・ 事務部門については、セン

ターの使命を適切に果たす

ための企画、立案、調整、分

析機能の向上及びガバナン

スの強化を目指した体制と

し、効率的･効果的な運営体

制とする。また、戸山地区に

一元化した財務・給与業務に

ついては、より効率的な体制

となるよう業務分担の見直

しを引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 副院長複数制の導入 

 
  副院長の役割と病院内での位置づけを明確化し、センター病院及び国府台病院において副院長複数制を導入した。 

   また、機能に応じて特命事項を担う副院長の設置については、特命事項や病院内の位置づけの検討を行い必要に応じて設

置することとしたが、平成２３年度については設置していない。 
 

 【副院長の役割】 

  ○センター病院（３名体制） ・総括担当 

                ・教育研修・臨床研究推進担当 

                ・医療安全・患者サービス担当（欠） 

 

  ○国府台病院（２名体制）  ・診療・運営・人事管理担当 

                ・医療訴訟・教育研修・医療安全・危機管理担当（欠） 

 

 ② 事務部門の改革 

 

１．効率的な組織体制の構築 

  センターの庶務を司る管理部門にあたる総務部、人事及び労務管理にあたる人事部、経営状況の把握及び経営戦略の立案 

にあたる企画経営部、経理及び施設管理にあたる財務経理部の４部体制のほか、国府台病院の事務を司る事務部を置き効率 

的な運営に取り組むとともに、事務部門全体の効果的連携や総合調整等を行う体制を検討し、平成 24 年 4 月から統括事務部

を設置した。 
  また、組織の活性化を目指し、理事会、監査室、企画戦略室、コンプライアンス室によるガバナンス体制の強化を図り、

監査室では、平成２３年度においても内部監査を実施した。 

 

２．業務の一元化 

  国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち、財務、給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元化し、効率的 

・効果的な運営を引き続き行った。 

 

３．ＤＰＣの導入に向けた見直し 

  ＤＰＣ対象病院に参加することを希望し、平成２２年７月よりＤＰＣ準備病院として調査データの提出を開始したことか

ら、調査データの精度を高めるべく、事務部門の見直しを行い関係する医事室の強化を図った。 
  また、平成２４年４月からの導入に向け、平成２４年１月より「ＤＰＣ室」を設置し、ＤＰＣコーディングチェック、医

師及び看護師等からのＤＰＣに関するＱ＆Ａ、ＤＰＣ業務全般の内容精査、ＤＰＣ運用の精査などの業務を行っている。 
   

 ※ＤＰＣ：Diagnosis Procedure Combination の略称で急性期入院医療の診断群分類に基づく１日当りの包括評価制度のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料 12- 1 組織図（平成 24年 5月 1日現在） 

説明資料 12- 2 ＤＰＣ運用ルール 

説明資料 12- 3 ＤＰＣ完成までの流れ（入院から退院まで） 

57



 

評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目１２■ 
 効率的な業務運営に関する事項 

 （１）効率的な業務運営体制 

 

（総合的な評定） 

 

・ センターの運営を支援する事務部門のあり方について、事務部門全体の効果的連

携や総合調整等を行う体制の検討を行い、平成２４年４月に組織改正を行うなど、

センター運営の企画立案、調整、分析機能の向上、ガバナンスの強化、効率的・効

果的運営体制を構築し、業務運営に取り組んだ。 

 

・ 平成２４年４月ＤＰＣ開始に向け、平成２４年１月「ＤＰＣ室」を設置しＤＰＣ

コーディングチェックや医師･看護師からのＱ＆ＡなどＤＰＣ業務全般の運用体制

を整備した。 

 

・ 人件費については、人事院勧告に準じた基本給月額、業績手当の引き下げ等を行

い総人件費の縮減に努めるとともに、医療安全や良質な医療の提供及び施設基準の

必要性から人材確保が必要な職種に対しては積極的に人材確保に努めた。 

また、技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後

補は行わず、外部委託化または、短時間の非常勤職員での補充とした。 

 

（委員会としての評定理由） 

DPC対象病院に参加することを希望し、平成２２年７月より DPC準備病院として調

査データの提出を開始したことから、調査データの精度を高めるべく、事務部門の見

直しを行い、関係する医事室の強化を図ったことは評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・高度先駆的医療や臨床研究の一層の推進のための整備として優秀な人材を採用し、

臨床研究の相談体制を強化した。それとともに組織の適正化、効率的な業務運営体制

とする改革も行った。このような業務改革はこのセンターにとってある程度必要であ

る。しかし業務運営体制の改革の効果はまだはっきりせず、今後の発展が期待される。 

・ほぼ計画通りに前年度と同様の実績をあげており、評価できる。 

・副院長複数制を導入した。 

・データマネジメント機能強化など臨床研究センター体制整備、統括事務局設置、財

務、給与機能の一元化、DPC室設置などでガバナンス強化とセンター使命対応強化を

図っているものの、人件費の削減についても総人件費増で総人件費改革推進は明確で

ない。 

・副院長制の運用について特命事項を担う副院長制の早期実現が期待される。 

・DPC室設置など DPC導入の準備が整ったことは評価できる。 

 

 

（その他の意見） 

・今後の看護の夜勤体制、特に夜勤専門看護師を増やす必要があると思われる。 

 

［評価の視点］ 

○ センターとしての使命を果たすことができるよう

組織内の企画立案、調整、分析機能を高めるととも

に、人的・物的資源を有効に活用し、ガバナンスの

強化を目指した体制を構築しているか。 
 

 

実績：○ 

・センターとしての使命を果たすため、総務部、人事部、企画経営部、財務経理部の

４部体制として、効率的・効果的運営を確保する体制を構築した。 

また、事務部門全体の効果的連携や総合調整を行う体制を検討し、平成２４年４月

から統括事務部を設置した。 

・理事会、企画戦略室、コンプライアンス室、監査室を設置し、組織の活性化及びガ

バナンスの強化を図り、監査室では内部監査を実施した。 

（評価シート５６頁参照） 

 

 
○ センターの使命に応じて、より効率的に成果を生み

出せるよう、各部門の再編を行っているか。 

 

 
実績：○ 
・事務部門を４部体制とするともに、国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち

、財務・給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元化し業務の効率化を図

った。（評価シート５６頁参照） 
 
・ＤＰＣ準備病院として調査データの精度等に適切に対応すべく事務部門の見直しを

行い、医事室の強化を図った。また、平成２４年４月からの導入に向け平成２４年

１月より「ＤＰＣ室」を設置し、ＤＰＣコーディングチェック、医師･看護師等から

のＱ＆Ａ、ＤＰＣ業務全般の内容・運用の精査を行った、 
 
・救命救急センターの認可、搬送患者の増加に伴い看護部門の見直しを行い、救命救

急センターの充実・強化を図った。（平成２４年度においてＩＣＵ病床２床増床、

ＨＣＵ病床８床の取得） 
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○ 総人件費改革取組開始からの経過年数に応じ取組

が順調であるかどうかについて、法人の取組の適正性

について検証が行われているか。また、今後、削減目

標の達成に向け法人の取組を促すものとなっている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

実績：○ 

・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及び外部委託化、検査部門におけ

るブランチラボを一部導入し効率化を図った。（人件費の削減額△４５，８７１千

円） 

 

・一方で、総人件費は平成２３年度１１５．９億円となっており、平成２２年度比で

３．８％増となっている。 

 

・新興・再興感染症、糖尿病、肝炎等に関する高度先駆的医療の開発・普及・提供の

人材確保（新興・再興感染症等に係る治験の推進、救命救急センターやＮＩＣＵ、

ＩＣＵ等の体制強化等）など、当センターの使命を着実に果たすための医師・看護

師等の配置を行ったことによる。 

 

・この結果、平成２３年度においては、糖尿病の病態解明や感染症対策等を目的に治

験・臨床研究体制の強化を図ったことに加え、平成２３年度の医業収益は２４２．

６億円となり、平成２２年度比６．２％増となった。 

 

・今後の方針として、引き続き、技能職の不補充等により、事務・技能職の人件費の

更なる削減に努める。また、結核病棟や精神病棟における平均在院日数のできる限

りの短縮化や、平成２２年８月の病棟建替えに伴う重症患者の受入体制の強化等に

より、病院収支の赤字幅の縮減に努める。外部研究費等の獲得についても努力する

ほか、研究体制の強化についても、治験・臨床研究の数や研究成果等について、国

民に対する説明責任を果たすよう努める。また、現在政府として研究開発法人の創

設が検討されていることや、２４年度以降の人件費の在り方に係る議論も踏まえ、

その方向性を注視しながら、国策としての研究を担う当センターが、より一層の成

果を発揮できるよう、その研究・病院部門の人件費の在り方については更なる検討

が必要であると考えている。 

 

 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め高度

先駆的医療の推進のための対応や医療安全を確保す

るための適切な取組を行っているか。 

 

 
実績：○ 
・新興・再興感染症、糖尿病、肝炎等に関する高度先駆的医療の開発・普及・提供の

人材確保（新興・再興感染症等に係る治験の推進、救命救急センターやＮＩＣＵ、

ＩＣＵ等の体制強化等）など、当センターの使命を着実に果たすための医師・看護

師等の人員確保を行った。 
 
・招へい型任期付職員や若手育成型任期付職員について年俸制を導入するとともに、

優秀な人材を公募により採用し、高度先駆的医療や臨床研究推進などのための体制

整備を図った。（評価シート５６頁参照） 
 
・ヒヤリ・ハット事例の検証と対策の協議を行い、院内ホームページを利用した情報

の共有や全職員を対象とした医療安全研修会の実施や医療安全ポケットマニュアル

見直しを行い、常時携帯を義務づけ職員への意識向上を図った。 
  また、感染対策については、院内感染対策地域医療連携を開始し、近隣病院と院

内感染に関するカンファレンスを行った。（評価シート３０頁参照） 
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○ 独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏ま

え適切な取組を行っているか。 

 
実績：○ 
・「独立行政法人の事務事業の見直し方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）等を

踏まえ、ガバナンス体制の強化のための体制の構築、監査室の設置、一般競争入札

の原則化等、業務運営の効率化、内部統制の強化、取引関係の見直し等適切に取組

みを行った。 
 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見直しを図って

いるか。（厚労省評価委評価の視点） 

 

 

実績：○ 
・再就職者のポストは無いので、該当なし。 
 

 

○ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの

見直しを図っているか。（厚労省評価委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・再就職者のポストは無いので、該当なし。 

 
 
○ 特命事項を担う副院長の設置を可能とするととも

に、副院長の役割と院内での位置付けを明確化してい

るか。 

 

 
実績：○ 

・特命事項を担う副院長の設置については、特命事項や病院内の位置づけの検討を行

った。 
 
・副院長の役割については、センター病院及び国府台病院でそれぞれ位置づけを明確

化し、複数制を導入した。（評価シート５７頁参照） 

 
 
○ 事務部門については、配置を見直し、効率的・効果

的な運営体制となっているか。 

 

 
実績：○ 

・独立行政法人への移行に伴い、事務部門組織を見直しし、総務部、人事部、企画経

営部、財務経理部及び国府台地区に事務部を設置し、効率的・効果的な運営業務や

管理業務に対する体制の充実・強化を図った。 
  また、事務部門全体の効果的連携や総合調整を行う体制を検討し、平成24年4月か

ら統括事務部を設置した。（評価シート５６頁参照） 
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（２）効率化による収支改善 

 

   センターとしての使命を

果たすための経営戦略や毎

年の事業計画を通じた経営

管理により収支相償の経営

を目指すこととし、５年間を

累計した損益計算において、

経常収支率が100％以上とな

るよう経営改善に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 ・ 平成23年度の予定損益計算

において、経常収支率が約9
6％となるよう経営改善に取

り組む。また、費用対効果等

に着目し適切な事務・事業の

見直しを推進する。 
 

 ・ 無駄削減への取組として、

職員一人一人の経営意識の

向上を目指した取組を、職員

研修等を通じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善  

 

１．収支改善の推進 

  センターで実施する業務の特性を考慮した、より効率的・効果的な運営体制となるよう、研究所、病院、国際医療協力及 

び看護大学校それぞれの運営方針に応じ、事務部門も含めた職員の適性配置を行い、外部資金の受入や病院における診療報

酬上の基準の新規取得など収益の増を図るとともに、棚卸しの見直しによる材料費や業務内容の見直しによる人件費及び委

託費等に係るコスト削減に努め、収支改善に向けた取り組みを行った。 
  特に、東日本大震災の影響と考えられる受診抑制により、計画していた患者数の確保が厳しい中でセンター病院において

は、患者層の分析を行い個室料金や個室率（３３．６％→３１．５％）の引き下げ、地域医療連携の強化に取り組み、８月

以降入院患者の確保に努め、また、国府台病院においては一般診療科の強化を目指した入院基本料７：１を確保するなど、

病院による医業収益２４３億円計上し、医業収支率は９８．２％（計画９７．６％）と計画を上回った。 
   

 【新たに取得した主な施設基準】 

①センター病院   ・医療保護入院等診療料(H23.4.1) 

                      ・経皮的中隔心筋焼灼術(H23.9.1) 

                      ・救命救急入院料１充実段階 A加算(23.11.1)               

・地域歯科診療支援病院歯科初診料(H23.4.1) 

 

②国府台病院    ・医薬品安全性情報等管理体制加算(H23.4.1) 

             ・埋込型心電図記録計移植術(H23.12.1)             

 ・埋込型心電図記録計摘出術(H23.12.1) 

・大動脈バルーンパンピング法(H23.12.1) 

 

【上位施設基準取得となった主なもの】 

②国府台病院    ・一般病棟入院基本料 10:1→7:1(H23.5.1) 

 

  他方、センター病院の新病棟完成等に伴う減価償却費の平年度化（＋１０．４億円）、診療機能の充実強化及び臨床研究

基盤整備に伴う人件費増（＋７．７億円）などの費用増（＋２４億円）があり、センター全体の経常収支率は９４．６％と

なり計画を下回る結果となった。 

  加えて更なる収支改善に向けてセンター病院における診療科別の経営分析を行い、現状把握とその対応等を検討した結果、

外科系部門の強化に取り組むとともに、平成 24年度においてセンター全体で経営改善を開始した。 

 

２．関連する事務・事業の見直し 

平成２３年度においては、以下の見直しを行った。 

・交渉権者との徹底した価格交渉 

・複数年契約の実施（電気供給、庁舎ガス供給、廃棄物収集・運搬・処理及びシステム関係保守等の業務委託） 

  ・ＮＨＫ料金の見直し（事業所割引の適用） 

 

３．ＱＣ活動に対する取組み 

  センターのミッション達成に向けて、また、法人として自律的・効率的な運営を目指す上で、自分自身を正確に知ること 

及びそれぞれが目標を持つことを基本に、職員がそれぞれの目標に向けてさらに一歩進んだ取組みや活動を行うことが重要 

となることから、積極的な取組みを推進するためその手法としてＱＣ活動を平成２２年７月より開始した。 

  ＱＣ活動については、各部門におけるあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、職員１人１人が職務・職責を超え

、お互い協力し合いながら業務の改善や質の向上に向けた活動を行うものであり、接遇に関するものなどの提案があり、各

チームによる活動が開始されている。 
 【ＱＣ活動の事例】 

・チームスマイル活動：医療職員の身だしなみに関して、アンケート実施、結果公表及び継続的フォローアップを行い、

患者対応、職員間コミュニケーション等について、継続的な改善を促す活動を行った。 
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① 給与制度の適正化 

 

   給与水準等については、社

会一般の情勢に適合するよ

う、民間の従業員の給与等を

踏まえ、業務の内容・実績に

応じたものとなるよう見直

す。 

 

 

 

 

 

 

 

② 材料費の節減 

 

   医薬品、医療材料等の購入

方法、契約単価の見直しによ

り、材料費率の抑制に努める

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 給与制度の適正化 

 

 ・ 給与水準等については、民

間等の従業員の給与等を参

考に、業務の内容・実績に応

じたものとなるよう見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 材料費の節減 

 

・  医薬品及び医療材料等の

購入に当たっては、材料費

率の抑制を図るため、調達

方法・契約単価を見直すと

ともに、在庫管理の効率化

等を推進し費用の節減に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職員研修の実施 

  病院・病棟運営において、組織として経営に参加する必要があることから、看護師等を対象に医療と経営について研修会

を開催した。（平成24年2月6日 受講者数80名） 
 

① 給与制度の適正化 

 

職員給与の基本給については、独法移行を機に職務給（職員の職務内容と責任に応じた給与）の原則に従い、民間の給与

水準や国立病院機構との均衡等も考慮した上で、より職員の職務内容と責任に応じた給与カーブとするなど、給与制度を見

直した。また、法人運営に与える影響が大きい、管理・監督的立場にある医長・室長以上の職員（医師・研究員）の給与に

ついては年俸制を導入して勤務成績を反映させるなど改善を進めている。さらに、任期付職員（招へい型）についても、職

務に対するインセンティブを高めるため年俸制を導入し、優秀な人材の獲得を可能とした。 

民間春季賃上げ状況や人事院勧告等を総合的に判断して職員給与規程を改正し、平成２２年１２月１日に施行し現在に至

っている。 

 

  【主な見直し内容】 

・中高年齢層の基本給月額の引き下げ 

   ・業績手当については、年間４．１５月分を０．２月分引き下げ 

   ・医師等の給与については、民間給与の状況などを考慮し、現行水準に据置 

 

② 材料費の節減 

 

１．医薬品等の共同入札の実施 

（１）ナショナルセンターによる共同入札 

医薬品、検査試薬及び医療材料については、契約事務の合理化、効率化及び契約単位を増やすことによるスケールメリ

ットを活かし、医薬品等の価格低減を図ることを目的として、６ナショナルセンターによる共同入札を実施している。 

【節減額】 ５８，２２９千円 （22年度 23,950千円） 

 

【共同入札の品目数及び割合】 

・医 薬 品： 4,181品目（総契約品目数 4,370品目）  95.7％  （22年度 86.2％）→ 9.5%増 

   ・検査試薬： 3,138品目（総契約品目数 3,138品目）  100.0％   （22年度 62.7％）→37.3%増 

   ・医療材料：   896品目（総契約品目数 4,445品目）  20.2％  （22年度 21.0％）→ 0.8%減 

 

（２）センター病院、国府台病院による共同入札 

     在宅医療機器賃貸借、Ｘ線フィルムについては、センター病院と国府台病院との共同入札を実施し、賃貸借料及びフィ

ルム費用の抑制を図った。また、精米の共同入札も実施した。 

【節減額】 ２７１千円 （22年度 240千円） 

 

（３）医用画像情報システムの導入   

   平成２２年度より国府台病院においてフィルムレス化を推進するため医用画像情報システムを導入し、フィルム費用の

節減を図っているが、平成２３年度においても費用の節減を図った。 

【節減額】 １１，５４７千円 （22年度 13,960千円） 

 

２．入札方法変更による価格交渉 

   独立行政法人化に伴い新たに会計規程を制定し、競争入札を採った場合は、第一交渉権者を決定した後、さらに価格交渉

を行い契約価格を決定することができることとし契約金額の抑制を図った。  

【節減額】 ２３１，４１４千円（１５２件） （22年度 20,685千円） 

 

 

62



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 一般管理費の節減 

 

   平成21年度に比し、中期目

標の期間の最終年度におい

て、一般管理費（退職手当を

除く。）について、15％以上

節減を図る。 

 

④ 建築コストの適正化 

 

   建築単価の見直し等を進

めるとともに、コスト削減を

図り、投資の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 一般管理費の節減 

 

・ センター内の業務の見直し

等により、一般管理費（退職

手当を除く。）の経費節減に

向けた業務運営体制を目指

す。 

 

④ 建築コストの適正化 

 

・ 市場単価を導入することに

より、建築コストの削減を図

り、投資の効率化を図る 

 

 

 

 

３．材料費の抑制 

  医薬品等の共同入札による経費削減やＳＰＤによる適正な在庫管理により材料費の抑制を図っている。しかし、今年度の

材料費率については、前年と同率程度となっている。これはセンター病院においては入院患者数が減となっているが、高額

ながん治療薬や血液製剤の使用患者が増加したこと。また、国府台病院においては、一般病床の入院患者数及び外来患者数

の増加に伴い、薬品及び処置手術等の件数が増加したことが原因で材料比率が上昇した。 

 

   【材料費率】   

   平成２１年度    平成２２年度    平成２３年度 

    センター病院     ３５．５％  →  ３４．４％  →  ３４．４％ 

    国府台病院      ２０．２％  →  １７．７％  →  １８．０％ 

全 体       ３２．４％  →  ３１．１％  →  ３１．１％ 

 

４．適正な在庫管理  

（１）ＳＰＤ(Supply Processing Distribution：物品管理の外注化)による在庫管理  

 平成２２年度より、職員の業務省力化、診療材料の消費量管理の徹底による診療報酬の請求漏れ防止、使用品目の統一

化による費用削減などを行うため、ＳＰＤを導入し適正な在庫管理による効率化を図っている。 

また、電子カルテ導入に伴い物流管理システムを導入し、診療材料の消費管理のシステム化を図り、在庫数の見直し・

検討等適切な在庫管理を行っている。 

 

（２）部署定数見直しによる在庫の縮減 

平成２３年１２月に、各部署の診療材料の定数を見直し、センター全体での在庫の縮減を図った。 

   【節減額】 ５，０４４千円 （22年度 4,646千円） 

 

５．後発医薬品の利用促進 

平成２３年度においては、次年度よりＤＰＣに移行することに伴い、後発医薬品の利用促進するために以下の取組を行

った。まず、後発医薬品を選定するための選定基準を設けた。この基準に従って後発医薬品評価表を用いて先発医薬品と

品質、有効性、安全性およびメーカーからの情報提供や供給体制等必要な項目について比較するとともに、リスクマネー

ジメントの観点から、医薬品名称や外観等の類似性を考慮することとした。評価内容は、①品質の確認、②適応症の比較

、③医療安全面の重視とすることとし、薬剤員会において切り替えを承認することとされた。さらに、医薬品購入金額の

上位から後発医薬品切替候補を15品目選定し、薬剤委員会事務局(薬剤部）において、評価を行った。 
 

 

③ 一般管理費の節減 

 
一般管理費（退職手当を除く。）については、委託費の見直し等による費用節減により平成２１年度に比し１５０百万円

（▲１９．１％）減少し、６３４百万円となった。 

    平成２１年度  ７８３百万円 

    平成２２年度  ６７４百万円（対21’ ▲14.0%） 

    平成２３年度  ６３４百万円（対21’ ▲19.1%） 

 

④ 建築コストの適正化 

平成２３年度に発注した工事（教育研修棟新築工事（戸山）、新棟整備第２期その他工事、教育研修棟整備その他工事（

国府台）等）については、市場単価を１００％採用するとともに、入札に当たっては最低制限価格を設けないことにより、

業者間の競争を促し、コストの削減を図った。 

【落札率】 

・教育研修棟新築工事（戸山）     ８６．８％                 

・新棟整備第２期その他工事      ９９．６％ 

・教育研修棟整備その他工事（国府台） ９７．５％ 

 

63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 収入の確保 

 

   医業未収金については、新

規発生の防止に取り組むと

ともに、定期的な支払案内等

の督促業務を行うなど回収

に努めることで、平成21年度

に比して（※）医業未収金比

率の縮減に取り組む。 

   また、診療報酬請求業務に

ついては、院内のレセプト点

検体制の確立等により適正な

診療報酬請求事務の推進に努

める。 

※ 平成21年度（平成20年4月 
～平成22年1月末時点） 

医業未収金比率0.13％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．電子化の推進 

（１）電子化の推進による業務

の効率 化 

   業務の効率化を図るため

に職員に対する通報等の文

書の電子化を、費用対効果を

勘案しつつ取り組むよう努

めるとともに、情報セキュリ

ティの向上を図る。 

   また、電子カルテシステム

の円滑な運用のための具体的

な取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 収入の確保 

 

 ・ 医業未収金の新規発生防止

の取組を推進し、定期的な支

払案内等の督促業務を行い

回収に努めるとともに、法的

手段の実施についても検討

を進める。 
 

 ・ 適正な診療報酬請求事務の

推進に当たっては、外部ツー

ルによる精度管理を実施す

るとともに、医師をはじめ委

託職員も含めた勉強会を定

期的に開催し、院内における

レセプト点検体制の確立を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．電子化の推進 

（１）電子化推進による業務の

効率化 

 ・ 業務の効率化を図るために

職員に対する通報等の文書

の電子化を、費用対効果を勘

案しつつ取り組むよう努め

るとともに、情報セキュリテ

ィの向上を図る。 

 ・ 電子カルテシステムの円滑

な運用のための具体的な取

組を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 収入の確保 

 

１．医業未収金の回収及び発生防止策の実施 

  医業未収金の回収について、債務者の個別管理を徹底し、債務者ごとの状況（例：分納者について、毎月の入金状況を確

認し、１ヶ月でも入金がなければ、すぐに連絡する態勢とした。）に応じた督促方法に見直しを行った。 

  また、発生防止策として、督促担当者と入院係、会計窓口係との連携を密に行うこととし、滞納患者情報の共有化を図り

、督促対象患者への高額療養費の貸付制度の案内の徹底を図った。 

 

【医業収益に対する医業未収金の割合】 

                  医業収益             医業未収金     割合 

  平成２１年度（H22.1末現在）  38,716,599千円（H20.4～H22.1）    49,574千円    0.128％ 

  平成２２年度（H23.1末現在）  40,809,309千円（H21.4～H23.1）    49,963千円   0.122％ 

平成２３年度（H24.1末現在）  42,872,968千円（H22.4～H24.1）    38,485千円   0.090％ 

                                     （対前年度0.032ポイントの改善） 

 

２．診療収入増の取組 

・診療報酬請求時に外部ツールによる「レセプト点検」を毎月実施している。 

 

・外部ツールによる「精度管理調査」を平成２３年３月に実施した。 

    調査対象  平成２３年９月診療分   外来 １０５件 

                       入院  ７４件 

    調査方法  一定の割合で抽出したカルテ・伝票・レセプトの３点を突合して不備をチェックする。 

      調査内容  算定上の不備、起票上の不備、カルテ記載の不備等の確認を行い、算定誤り、算定漏れ等の実態を  

            把握する。 

 

 ・毎月１回「レセプト担当者会議」を開催し、各診療科の医長クラスが参加のうえ、「精度管理調査」、「レセプト点検」

等の結果による問題の改善並びに審査減の確認、防止対策の検討を行っている。     

 

 

２．電子化の推進 

（１）電子化推進による業務の効率化  

 

１．職員専用ホームページ機能の充実 

センター職員専用ホームページについて、平成２３年度は職員メールアドレス検索機能及び内線番号表など、職員のた

めの機能の充実を図った。 

 

２．業務の効率化 

   職員に対する連絡事項及び委員会議事については、電子メールや職員ホームページを活用し、電子化を推進することに

より、事務処理の効率化・省力化を図っている。 

 

３．セキュリティの向上 

   センター職員専用ホームページ用サーバーについては、外部からの不正進入を防御するためウイルスソフトを更新導入

し、セキュリティの向上を図った。また、「院内LAN使用のルールとマナー」を策定し、職員ホームページに掲載すること

により徹底を図っている。 
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（２）財務会計システム導入に

よる月  次決算の実施 

 

   企業会計原則に基づく独

立行政法人会計基準への移行

に伴い財務会計システムを導

入し、月次決算を行い、財務

状況を把握するとともに経営

改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財務会計システム導入に

よる月次決算の実施 

 

 ・ 財務会計システム及び経営

分析システムを活用し、経営

状況の把握、分析、評価が可

能な体制とするとともに、電

子カルテシステム及び物流

システムとの連携を図り、精

度を高める体制を構築する。 

 

 

 

 

４．電子カルテシステムの導入 

センター病院においては、新病棟移転に合わせて電子カルテシステムを導入した。これによりペーパーレスな診療体制

と、医師をはじめとする全スタッフ間での診療情報の共有が可能となりチーム医療の更なる充実強化を図った。 

さらに、電子カルテに蓄積された診療情報により、臨床研究の推進や、部門別・診療科別収支状況などの分析を行い経

営改善のための資料としている。 

 

（２）財務会計システム導入による月次決算の実施  

 

１．財務会計システムの導入 

  企業会計原則に基づく会計処理という新たな会計制度への移行に対し、財務会計に携わる関係職員が適切に対応できるよ 

う、独立行政法人移行準備の段階より習熟研修やシステム説明会が実施され、さらに移行後にあらためて実施した財務会計 

処理に関する習熟研修を通じて、財務会計システム稼働後の適正な運用について再確認を行った。 

 

２．経営分析システムの導入 

  平成２２年度より導入した経営分析システムは、財務会計システム、医事システム及び人事給与システム等のデータを利

用し、病院における部門別損益計算を行い、各種経営管理指標を算出し、部門毎の経営状況の把握を行うことにより経営改

善のための参考資料として活用している。平成２３年度においては、電子カルテシステムデータ(DWH)、物流システムデー

タについてデータ連携を行い精度向上を図った。 
  また、月次決算及び各種経営指標等については、各部門長が集うセンター管理会議において周知し、職員ＨＰへの掲載を

行っている。 
さらに、職員からの意見・提案を広く受け付ける提案箱を引き続き設置し、経営改善に役立てる仕組みとしている。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料13- 1 未収金督促マニュアルにおける対応のフローチャート 

説明資料13- 2 電子カルテについて 

説明資料13- 3 経営分析システムについて 

説明資料13- 4 １日平均患者数の推移 

説明資料13- 5 病床利用率の推移 

説明資料13- 6 平成23年度の財務状況、経営状況 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ｂ  

■評価項目１３■ 
 効率的な業務運営に関する事項 

 （２）効率化による収支改善 
電子化の推進 

（総合的な評定） 

・ センターの業務の特性を考慮した、より効率的・効果的な運営体制となるよう、

研究所、病院、国際医療協力及び看護大学校それぞれの運営方針に応じ、事務部門

も含めた職員の適正配置を行い、外部資金の受入や病院における診療報酬上の基準

の新規取得など収益の増を図るとともに、棚卸しの見直しによる材料費や業務内容

の見直しによる人件費及び委託費等に係るコスト削減に努め、収支改善を推進した。 
 
・ 一般管理費については、平成 21 年度に対して、１５０百万円(▲19.1%)減少し、

中期計画で定めた 15％の節減を達成した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

一般管理費について、中期計画を上回り 19.1%の節減を達成した。また、経営分析

システムの導入により、平成２３年度においては、電子カルテシステムデータ（DWH）、

物流システムデータについてデータ連携を行い、精度向上を図った。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・業務の特殊性を考慮して、より効果的な運営体制となるように、研究所、病院、国

際医療協力および看護大学校において職員の適正配置を行い、材料費や業務内容の見

直しにより、コストの削減、さらに給与制度の適正化も図ってきた。また電子化の促

進により、業務の効率化も図られてきた。これらの努力にも関わらず、２３年度の経

常収支率は９４．６％で、年度計画（９６％）の経常収支より下回った。今後の対策

をしっかり考える必要がある。 

・前年度の事業損益が△５３百万円であったことを考え、中期計画（５年間累計の経

常収支率１００％）の達成に向けて一段の努力を期待する  

・一般管理費は中期計画を上回って、１９．１％の節減を達成した。 

・事業損益が△１，８４６百万円となり、計画を５１６百万円下回った。 

・年俸制導入、給与制度の見直し、一般管理費削減など進み、また医業収入も順調に

増加しているものの、経常収支は年度計画を下回っているが、中期計画期間で１００

％達成予定ということなので今後に期待する。 

・ほぼ計画通りに前年度と同様の実績をあげており、評価できる。 

 

 

（その他の意見） 

・さらなる効率化による収支改善の取り組みが期待されるが、特に診療部門の収支改

善は急務であると考える。 

 

［数値目標］ 

○ 5年間を累計した損益計算において、経常収支率が 
100％以上 
 

 

・平成２３年度の経常収支率は、９４．６％となり、年度計画（９６％）の経常収支

率を下回る結果となった。（評価シート６１頁参照） 

 

 

○ 中期目標期間最終年度において一般管理費を平成 
21年度に比15％以上節減 

 

 

・一般管理費（退職手当を除く。）については、委託費の見直し等の費用節減など、

経費の縮減・見直しを図り、平成２３年度において、平成２１年度に比し１５０百

万円（▲１９．１％）減少させ、６３４百万円となり、中期計画に掲げた目標に向

けて着実に進展している。 

 

 

○ 平成21年度に比した医業未収金比率の縮減 
 

 

・医業未収金比率は、０．０９０％であり、平成２１年度の医業未収金比率０．１２

８％を０．０３８ポイント縮減し、中期計画に掲げる目標値を上回り目標を達成し

た。（評価シート６４頁参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らか

にされているか。また、当期総利益（又は当期総損失

）の発生要因の分析を行った上で、当該要因が法人の

業務運営に問題等があることによるものかを検証し、

業務運営に問題等があることが判明した場合には当

該問題等を踏まえた評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 
 

 

実績：○ 

・センターの業務の特性や多部門からなる機能面を考慮した職員の適性配置を行うこ

とにより、診療報酬上の基準の新規取得など収益の増を図るとともに、材料費、人

件費及び委託費などに係るコスト削減に努め、収支相償以上を目指した収支改善を

推進したが、センター病院の新病棟完成に伴う減価償却費の増（平年度化）、診療

機能の充実強化及び臨床研究基盤整備に伴う人件費の増などの費用増があったた

め、当期総損失１，９２９百万円を計上した。 
平成２４年度以降、あらゆる経営改善に取り組み、中期目標期間中の収支相償以上

を強力に推進するものである。 

 

 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場合は、その解消計画

どおり進んでいるか。（政・独委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・本年度は、繰越欠損金２７億円を計上したが、今後、診療報酬上の施設基準の新規

取得や医業未収金の発生防止に努め、医業収益の増加を図るとともに、物品調達方

法の見直しや医療材料等の見直しによる医業費用の縮減に努めるなどの経営改善を

推進し、収支相償を目指す。 
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○ 当該年度に交付された運営費交付金の当該年度に

おける未執行率が高い場合において、運営費交付金が

未執行となっている理由が明らかにされているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・運営費交付金について、平成２３年度の執行率は８９．３％となっている。また、

運営費交付金の残額（８０２，１５０千円）については、 
 

①退職手当について、計画に対して退職者が少なかったことによる次年度繰越額 
（４８４，２０１千円） 
 
②国際医療研究開発費等の研究費について、研究課題の未了による次年度繰越額 
（３１７，９４９千円） 

 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公

共性、業務運営の効率性及び国民の信頼性確保の観点

から、必要な見直しが行われているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切であるか。 
（厚労省評価委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・福利厚生費については、法人発足時より職員の健康の保持・増進などを目的とした

規程等を整備し、事業運営上不可欠なものに限定している。 

 

 ①レクレーション費用 

  職員レクレーション規程を整備しているところであるが、平成２３年度において

は、レクレーション費用は支出していない。 

 

 ②弔電、供花 

  職員及び職員の家族に対する弔電、供花については、厚生労働省を参考にし、基

準を作成した。 

 

 ③健康診断等 

  労働安全衛生法に基づく健康診断を実施するとともに、業務に伴う感染防止を目

的としたワクチン接種を全職員に実施している。 

  【ワクチン接種実績】 

 センター病院５回（10/24～28） 

     国府台病院７回（10/2021、10/24～28） 

 

 ④表彰制度 

  永年勤続表彰、業務の改善等に顕著に功績をあげた職員表彰等については、法人

発足時に同様の表彰を実施している厚生労働省の基準を踏まえ規程を整備した。 

 

 

 

○ 事業費における冗費を点検し、その削減を図ってい

るか。（厚労省評価委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・電気料金に関し、５月から１０月まで軽装業務の励行を導入、節電のための消灯、

照明器具の間引き、エレベーター停止・制限等により電気料金については前年度よ

り削減を図った。 

 

・本年度においても職員に対する通報等の文書については、職員専用ホームページに

掲載することにより業務の効率化及び経費削減を図った。 
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○ 給与水準等については、民間の従業員の給与等を踏

まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直

しを行っているか。 

 

実績：○ 

・職員給与の基本給について、独法移行を機に職務給（職員の職務内容と責任に応じ 

た給与）の原則に従い、民間の給与水準や国立病院機構との均衡等も考慮した上で 

より職員の職務内容と責任に応じた給与カーブとするなど、給与制度を見直した。 

また、法人運営に与える影響が大きい、管理・監督的立場にある医長・室長以上の

職員（医師・研究員）の給与については、業積反映をより徹底させるため、貢献度

に見合う給与を支払うことにより、法人全体の業積向上にも繋がることから、年俸

制を導入した。さらに、任期付職員（招へい型）についても、職務に対するインセ

ンティブを高めるため年俸制を導入し、優秀な人材の獲得を可能としている。 

 

 

 

○ 国家公務員に比べて給与水準の高い法人について、

以下のような観点から厳格なチェックが行われてい

るか。 
 

 ・ 給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設 

定する目標水準を含む）についての法人の説明が、

国民に対して納得の得られるものとなっているか。 
 

 ・ 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる 

 水準となっているか。 

 （政・独委評価の視点） 
 

 

実績：○ 

・給与水準については、法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し

たものとなるように定められており、通則法に則って適切に対応しているところで

ある。 

 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか（特に、給与水

準が対国家公務員指数100を上回る場合にはその適切

性を厳格に検証し、給与水準を設定しているか）。 
（厚労省評価委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・平成２３年度の給与については、人事院勧告に原則として準じ給与改定しているの

で、国家公務員の給与水準となっている。 

 

 

 
○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 
実績：○ 
・民間医療機関等の給与実態を踏まえた手当 

「夜間看護等手当」、「役職員特別勤務手当」、「ヘリコプター搭乗救急医療手当

」、「救急呼出待機手当」については、救急医療に従事する医師・看護師等の勤務

実態、夜間の勤務状況を勘案し、民間医療機関における手当と同様であり適切であ

る。また、「救急医療体制等確保手当」については、国において救急医療及び産科

医療を担う勤務医の処遇改善を支援する補助制度が創設されたことから、新たに設

けた手当であり、適切である。 

 

・医師確保等を図るための手当 

 「医師手当」は、国の「初任給調整手当」と同旨の地域における医師確保の手当で

あり、また、「医師手当の加算部分」及び「専門看護手当」は、特定の分野におけ

る専門的な知識を有する人材を確保するため、専門化・高度化した病院を運営する

ために特性を考慮した手当である。さらに、「附加職務手当」は、公的医療機関等

の要請に応じて、地域における診療連携のための診療援助などを行った場合に支給

する手当であり、適切である。 

 

・独立行政法人に求められる能力実績主義を踏まえた手当及び俸給の調整額の見直 

「年度末賞与」は、法人に求められる能力実績主義を踏まえ、経営努力のインセン 
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 ティブとして医業収支が特に良好な場合に、職員へ年度末賞与を支給するものであ

り、独立行政法人における給与制度の趣旨に則って独立行政法人へ移行する際に設

けたものである。「業積手当の業積反映部分」は、国の「勤勉手当」を踏まえたも

のであるが、職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価して手当を支給する

こととした。また、「特殊業務手当」は、国時代から、職務の複雑制・困難性に基

づき他の官職に比して著しく特殊な勤務に対して支給していた俸給の調整額を、賞

与・退職手当の基礎としない特殊業務手当として見直したものである。 

 

 

 
○ 医薬品、医療材料等の購入方法、契約単価の見直し

により、材料費率の抑制に努めているか。 

 

 
実績：○ 

１．医薬品等の共同入札の実施 

 ①ナショナルセンターによる共同入札 

平成２３年度に調達する医薬品、検査試薬及び医療材料については、契約事務の

合理化、効率化及び契約単位を増やすことによるスケールメリットを活かした医

薬品等の価格低減を図ることを目的として、６ナショナルセンター全体で平成１

８年度から医薬品、平成２０年度から医療材料の共同入札を実施して抑制を図っ

てきている。また、平成２２年度より検査試薬の共同入札も実施し材料費の節減

を図った。【節減額：58,229千円】  

  【品目数及び割合】 

・医 薬 品： 4,181品目（総契約品目数 4,370品目）  95.7％  

  ・検査試薬： 3,138品目（総契約品目数 3,138品目）  100.0％ 

  ・医療材料：   896品目（総契約品目数 4,445品目）  20.2％  

 

 ②センター病院、国府台病院による共同入札 

    平成２３年度に調達する在宅医療機器賃貸借、Ｘ線フィルムについては、平成２

３年３月にセンター病院と国府台病院との共同入札を実施し、平成２３年４月か

ら平成２４年３月までの１年間の契約を締結し、賃貸借料及びフィルム費用の抑

制を図った。また、精米の共同入札も実施した。 

 

③ 医用画像情報システムの導入 

  平成２２年度より国府台病院にフィルムレス化を推進するため医用画像情報シス

テムを導入し、フィルム費用の節減を図っている。【節減額：11,547千円】 

 

２．入札方法変更による価格交渉 

   平成２２年４月からの独立行政法人化により、入札方法が変更となった（落札→

交渉権者と交渉）ことに伴い、価格交渉が可能になり、契約金額の抑制が図られ

た。【価格交渉による節減額 152件、231,414千円】 

 

３．材料費の抑制 

  医薬品等の共同入札による経費削減やＳＰＤによる適正な在庫管理により、材料

費率の抑制を図っている。しかし、今年度については前年と同率程度となってい

る。これは、センター病院においては、入院患者数が減となっているが、高額な

がん治療薬や血液製剤の使用患者が増加したこと。また、国府台病院においては

、一般病床の入院患者数及び外来患者数の増加に伴い、薬剤及び処置手術等の件

数が増加したことが原因である。 

 

  【材料費率】（センター計） 

平成２３年度 ３１．１％ 

平成２２年度 ３１．１％ 

平成２１年度 ３２．４％ 
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 ４．適正な在庫管理  

 ①ＳＰＤ(Supply Processing Distribution：物品管理の外注化)による在庫管理 

  平成２２年度より、職員の業務省力化、診療材料の消費量管理の徹底による診療

  報酬の請求漏れ防止、使用品目の統一化による費用削減などを行うため、ＳＰＤ

  を導入し適正な在庫管理の効率化を図っている。 

また、平成２２年８月より電子カルテ導入に伴い新物流管理システムを導入し、

より適切な在庫管理を行っている。なお、在庫管理型ＳＰＤについても検討して

いるものの、スケールメリットをいかした共同入札がより効率的かつ節減となる

ため、導入を見送っている。 

   

②部署定数見直しによる在庫の縮減 

平成２３年１２月、各部署の診療材料の定数を見直し、センター全体での在庫の

縮減を図った。【節減額： 5,044千円】 

 

５．後発医薬品の利用促進 

平成２３年度においては、次年度よりDPCに移行することに伴い、後発医薬品の利

用促進するために以下の取組を行った。まず、後発医薬品を選定するための選定

基準を設けた。この基準に従って後発医薬品評価表を用いて先発医薬品と品質、

有効性、安全性およびメーカーからの情報提供や供給体制等必要な項目について

比較するとともに、リスクマネージメントの観点から、医薬品名称や外観等の類

似性を考慮することとした。 

評価内容は、①品質の確認、②適応症の比較、③医療安全面の重視とすることと

し、薬剤委員会において切り替えを承認することとされた。さらに、医薬品購入

金額の上位から後発医薬品切替候補を15品目選定し、薬剤委員会事務局(薬剤部）

において、評価を行った。 

 

 

 
○ 一般管理費（退職手当を除く。）について、中期計

画に掲げている目標の達成に向けて取り組み、着実に

進展しているか。 

 

 
実績：○ 

・一般管理費（退職手当を除く。）については、委託費の見直し等の費用節減など、

経費の縮減・見直しを図り、平成２３年度において、平成２１年度に比し１５０百

万円（▲１９．１％）減少させ、６３４百万円となり、中期計画に掲げた目標に向

けて着実に進展している。 
 

 
○ 建築単価の見直し等を進め、コスト削減を図り、投

資の効率化を図っているか。 

 
実績：○ 

・平成２３年度に発注した工事（教育研修棟新築工事（戸山）、新棟整備第２期その

他工事、教育研修棟整備その他工事（国府台）等）については、市場単価を１００

％採用するとともに、入札に当たっては最低制限価格を設けないことにより、業者

間の競争を促し、コストの削減を図った。 

 

 

○ 医業未収金の新規発生の防止に取り組むとともに、

定期的な督促業務を行うなど、中期計画に掲げる目標

の達成に向けて取り組み、また、院内のレセプト点検

体制の確立等により適正な診療報酬請求事務の推進

に努めているか。 

 

 

実績：○ 

・債務者の個別管理を徹底し、債務者毎の状況に応じた督促方法に見直しを行った。 

 

・督促担当者と入院係、会計窓口係の連携を深め、滞納患者情報の共有化を図り、督

促対象患者への高額療養費の貸付制度の案内の徹底を図った。 

 

・診療報酬請求事務については、外部ツールによるレセプト点検を実施した。 

 

・毎月１回レセプト担当者会議を開催し、各診療科の医長参加の下、査定減及び返戻

内容の確認、防止策の検討を行った。 
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・未収金発生防止策および患者サービスの改善を図り、クレジットカード支払い可能

なクレジット会社を２グループ（６種類）から１グループ（３種類）増加し、合計

３グループ（９種類）とした。 

 

 

 
○ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定

されているか。回収計画が策定されていない場合、そ

の理由の妥当性についての検証が行われているか。 
（政・独委評価の視点） 

 
実績：○ 

・定期的に医業未収金の残高確認を行うとともに、支払案内による督促を実施した。 

 

・今後、債権者毎に回収計画を策定し、回収に努めていく。 

 

 
○ 回収計画の実施状況についての評価が行われてい

るか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権

等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加し

ている場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分

析を行っているか。（政・独委評価の視点） 
 

 

・毎月、前月末時点における患者個人別の未収金リストを作成し、経理責任者へ報告

する仕組みを継続した。 

 

・今後、貸倒懸念債権及び破産更生債権等いわゆる不良債権となり得る債権の特定を

行い、その解消策及び防止策の検討を進める。 

 
○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等

の検討が行われているか。（政・独委評価の視点） 
 

 
実績：○ 

・回収状況等を踏まえ、定期的な支払案内の督促業務の徹底を図る。 

・今後、法的措置（支払督促制度、少額訴訟制度）とする債権の検討を行う。 

 

 
○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案しつつ取り組む

よう努めるとともに、情報セキュリティの向上を図っ

ているか。 

 

 
実績：○ 

・機能の充実 

センター職員専用ホームページについては、メニュー構成の追加等リニューアルを

行い機能の充実、利便性及び操作性の向上を図った。 

・業務の効率化 

 従来、紙ベースで職員へ配布していたセンター内報、規程、マニュアル等について

は電子化し、センター職員専用ホームページに掲載することで、業務の効率化を図

った。 

・セキュリティの向上 

 センター職員専用ホームページ用サーバーには、外部からの不正進入を防御するた

めウイルスソフトを更新導入し、セキュリティの向上を図った。 

 

 
○ 電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的

な取組を行っているか。 

 

 
実績：○ 

・新病棟移転に合わせて導入した電子カルテシステムについては、職員専用ホームペ

ージにおいて、随時「マニュアル」「Ｑ＆Ａ」等の更新を行っている。 

 

 
○ 財務会計システムを導入し、月次決算を行い、財務

状況を把握するとともに経営改善に努めているか。 

 
実績：○ 

・企業会計原則に基づく会計処理を行うため、平成２２年４月１日に財務会計システ

ムを導入した。併せて、電子カルテシステム、物流システムと連携した経営分析シ

ステムを導入し、平成２２年４月から月次決算を実施している。 

・月次決算により経営状況の把握、分析及び評価が可能となり、この結果を毎月、セ

ンター管理会議、運営会議及び理事会等各種会議に報告し、センター幹部を初めと

する全職員の経営状況の把握に有効に活用するとともに、本月次決算を基礎資料と

して経営改善に着手している。 

 

71



３．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

  法令遵守（コンプライアンス

）等内部統制を適切に構築する

こと。 

  特に契約については、原則と

して一般競争入札等によるも

のとし、競争性及び透明性が十

分確保される方法により実施

するとともに、随意契約の適正

化を図ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

   法令遵守（コンプライアンス

）等の内部統制のため、内部監

査等の組織を構築する。 

  契約業務については、原則と 
して一般競争入札等によるも 
のとし、競争性、公正性、透明 
性を確保し、適正に契約業務を 
遂行するとともに、随意契約に 
ついては、従前の「随意契約見 
直し計画」を踏まえた適正化を 
図り、その取組状況を公表する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

・ 法令遵守（コンプライアンス

）等の内部統制のため、監査

室による内部監査を実施す

るとともに、監事による業務

監査及び会計監査、監査法人

による外部監査を実施する。 
 

・ 契約事務については、原則と

して一般競争入札等による

ものとし、競争性、公正性及

び透明性が十分確保される

方法により実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構築  

 

１．内部統制体制の有効性に関する評価 

独立性・客観性を持った内部監査、監事による業務監査及び会計監査、会計監査人による外部監査を実施することによ

り、内部統制体制の有効性について評価を行った。 

 

２．監査室による内部監査の実施 

   戸山地区、国府台地区、清瀬地区の３事業場を対象とし、平成２２年度の内部監査結果を踏まえ平成２３年度の内部監

査計画において重点監査項目を策定し、前回監査の指摘事項に対する改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の適正

性及び効率性について監査を実施した。 

 （１）重点監査項目 

① 外部資金による研究費の経理に関する事項 

② 固定資産（物品）の管理に関する事項 

③ 保有個人情報の管理に関する事項 

④ 旅費の経理に関する事項 

⑤ 公的研究費の業者預け金及び取引業者の債権・債務残高調査に関する事項 

⑥ 法人文書の管理に関する事項 

 

３．監事による業務監査・会計監査の実施 

独立行政法人化２年度目である当法人は、理事長のリーダーシップのもとで適正かつ効率的な業務運営が使命とされて

おり、積極的なマネジメント改革への取組みが進められているところである。平成２３年度は中期計画に沿った法人の業

務及び組織運営が実践されているかに留意し監査を行った。 

業務監査については、理事会、運営会議、各種委員会等（契約審査委員会、施設整備委員会、医療機器整備委員会）の

法人の運営に重要な会議への出席、重要書類の閲覧並びに業務運営状況の実態把握のため、関係部門担当役職員からのヒ

アリングを実施した。 

また、会計監査については、会計監査人からの監査報告を基に会計処理の適正性及び準拠性、財務諸表等に関する信頼

性について監査を実施した。 

（１）業務監査 

①法人化後の組織が中期計画達成に向けて、有効かつ効率的に機能しているか。また、内部統制組織整備への取り組み

状況は十分か。 

   ②法人役員の業務執行が、「中期計画」のもとで策定された「年度計画」に沿って的確に実施されているか。 

   ③法人の業務運営上のリスク管理、コンプライアンス体制は十分か。特に個人情報保護に関する管理体制は適切か。 

（２）会計監査 

①財務会計システムの運用が適切になされ、月次決算や各種計数管理がそれぞれの部門に周知され有効に活用されてい

るか。 

②財務諸表等の作成責任の自覚と年度決算確定手続きについての運用状況は適切か。 

③会計監査人との連携を密にし、内部統制上の指摘事項に関する法人の取組状況は適切か。 

④年度財務諸表等の会計監査に関しては、会計監査人の監査結果に依拠できるかどうか。会計監査人からヒアリングを

実施するとともに、必要に応じで自らも主要項目について会計処理の内容及び決算書等の開示内容のレビューを行っ

た。 

 

４．会計監査人による外部監査の実施 

   戸山地区、国府台地区、清瀬地区の病院、研究所、大学校、事務部門について、会計処理の適正性や準拠性並びに財務

報告等の信頼性を確保すべく以下の監査を実施した。 

 （１）リスク評価手続き 

      ①医療業界の状況、事業内容、運営方針、中期目標・中期計画・年度計画、内部統制の整備・運用状況等に関連するリ

    スクを理解するため、理事長と関連部門責任者とディスカッションを実施した。 

         ②主要業務取引のプロセスにおける内部統制が運用に供されているかを取引開始から財務諸表作成まで会計帳票や証憑
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     の確認によるウォークスルーを実施した。 

 （２）リスク対応手続き 

   ①主要業務取引のプロセスにおける内部統制について、運用状況の有効性に関する監査証拠を入手するため統制テスト 

    を実施した。 

   ②財務諸表の重要な虚偽表示を看過しないよう、実証手続きを実施した。 

 （３）財務諸表等の監査 

      ①財務諸表等が法人の財務情報等を適切に表示しているか。通則法を始めとする関連法規に準拠して作成されているか 

監査を実施した。 

 （４）その他当期に重視した監査 

①センター病院及び国府台病院で更新された医事会計システムが適切に運用されているか検証を行った。 

  ・アクセス権限管理、領収書管理機能、履歴管理機能、医事会計システムの稼働額データと財務会計システムの収益

 計上額の整合性等 

②財務諸表作成過程における業務フローを確認し、内部統制が有効に整備・運用されているか評価した。 

③貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等について、見積額の合理性を検討した。 

④固定資産計上金額の妥当性及び減価償却金額の適正性について検討した。 

 

５．契約事務の競争性、公正性及び透明性の確保 

 （１）契約審査委員会の開催 

   毎月１回、外部有識者を含む委員で構成する契約審査委員会を開催している。当委員会には監事も陪席し審議に参加し

ている。 

（２）契約情報の公表 

   国立国際医療研究センター契約事務取扱細則に基づき、一般競争並びに随意契約の契約情報について、以下の公表基 

準によりホームページに公表している。 

   公表基準：予定価格１００（賃貸借契約は８０）万円を超える契約 

（３）契約監視委員会における点検・見直し 

    「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日閣議決定）に基づき、監事及び外部有 

識者で構成する契約監視委員会を平成２３年１１月９日に開催し、以下のとおり点検・見直しを実施した。 

   ①審議対象案件（平成２３年１月から９月までに締結した契約） 

・競争性のない随意契約４２件 

・一者応札・一者応募となった契約３７件 

②点検・見直し結果 

・競争性のない随意契約４２件のうち、引き続き随意契約によらざるを得ないものは３４件、次回契約までに再審議

を要するものは８件であった。この８件については、平成２４年４月１１日開催の契約監視委員会にて審議を行い、

引き続き随意契約でやむを得ないものとなった。 

 ・一者応札・一者応募の契約３７件については、医療機器等の保守業務で機器メーカー系列の業者で１者応札となっ

たものが１７件、また、医療や研究において特殊性があり、仕様内容に対応可能な専門業者が限られた機器の調達が

１９件であった。また、応札しなかった業者に対するアンケート調査も実施しているが、回答率が低いので回収率向

上について検討することとされた。 

（４）１者応札、１者応募にかかる改善方策 

平成２２年度中に入札を実施した平成２３年度契約分のうち、１者応札による契約については、契約者以外の応募者 

に対して、改善すべき点等についてアンケートを実施した。 

２３年度においては、当該アンケート結果を考慮して入札時期や仕様書の見直しを行い改善を図った。 

また、１者応札、１者応募の契約があった場合は引き続きアンケートを実施している。 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目１４■ 
 法令遵守等内部統制の適切な構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 適切な法令遵守等に取り組むため、内部統制としてコンプライアンス室及び監査

室設置、監事による業務監査、外部監査人による会計監査の監査体制相互の連携に

よる効率的・効果的な内部統制体制の構築に取り組んだ。 

 

・ コンプライアンスの推進として、法令違反行為にかかる内部通報、職場環境に関

する苦情相談等に適切に対応するため、職員等相談窓口センターを設置した。 

 

・ 契約事務手続きに係る執行体制や審査体制については、契約方法等の適切性等に

ついて、監事・外部有識者及び直接契約に関与しない職員で構成する契約審査委員

会を設置し、審査・評価を行い、加えて、平成２２年１２月９日、監事及び外部有

識者で構成される契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約及び一者応札・

一者応募については、より厳格な審査を行い審査・評価体制についての大幅な強化

を図った。 

 

（委員会としての評定理由） 

内部監査では、各事業場を対象とし、平成２２年度の内部監査結果を踏まえ、平成

２３年度の内部監査計画において重点監査項目を策定し、前回監査の指摘事項に対す

る改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の適正性及び効率性についての監査を

実施したことは評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・ハラスメント防止などコンプライアンスの体制整備が進んでいる。 

・戸山地区、国府台地区、清瀬地区の３事業を対象として、業務運営の適正化および

効率性についての監査がしっかり行われているように思われる。 

・契約業務に関して、契約監視委員会がしっかりと業務を果たしているように思われ

る。 

・ほぼ計画通りに前年度と同様の実績をあげており、評価できる。 

・監事による重要会議への出席、関係部門担当役職員からヒアリング、契約審査委員

会設置など実施し評価する。 

・コンプライアンス推進のための職員等相談窓口センターの設置や契約審査委員会の

活動など評価できる。 

 

 

（その他の意見） 

・随意契約の一般競争入札への変更について更なる厳正化と推進が期待される。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 内部統制（業務の有効性、効率性、法令等の遵守、

資産の保全、財務報告等の信頼性）に係る取組につい

ての評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

実績：○ 

・独立性・客観性を持った内部監査、監事による業務監査及び会計監査、外部監査人

による会計監査を実施することにより、内部統制体制の有効性について評価した。 

 

・内部監査については、平成２２年度の内部監査結果及び会計監査人の実施する会計

監査の実施計画を踏まえ、内部監査計画において平成２３年度の重点監査項目を策

定し、前回監査の指摘事項に対する改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の

適正性及び効率性について監査を実施した。（評価シート７０頁参照） 

 

・監事による業務監査については、理事会、運営会議、各種委員会等（契約審査委員

会、施設整備委員会、医療機器整備委員会）の法人の運営に重要な会議への出席、

重要書類の閲覧並びに業務運営状況の実態把握のため、関係部門担当役職員からの

ヒアリングを実施した。 

また、会計監査については、外部監査人からの監査報告を基に会計処理の適正性及

び準拠性、財務諸表等に関する信頼性について監査を実施した。 

（評価シート７２頁参照） 

 

・外部監査人による会計監査については、戸山地区、国府台地区、清瀬地区事業所の

病院、研究所、大学校、事務部門について、会計処理の適正性及び準拠性並びに財

務報告等の信頼性を確保すべく監査を実施した。 

（評価シート７２・７３頁参照） 

 

 

○ 関連公益法人との関係について、透明性確保に向け

た見直しを図っているか。 
（厚労省評価委評価の視点） 

 

 
実績：－  
・関連公益法人は該当がない。 
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○ 関連公益法人との関係について、透明性確保に向け

た見直しを図っているか。（独立行政法人会計基準上

の関連公益法人に限らず、すでに批判をされていたり

、国民から疑念を抱かれる可能性のある業務委託等に

ついて、①当該業務委託等の必要性、②独立行政法人

自ら行わず他社に行わせる必要性、③①及び②の必要

があるとして、他者との契約についてその競争性を高

める方策等を検討し、見直しを図っているか等）（厚

労省評価委評価の視点） 

 

 
実績：－ 

・関連公益法人は該当がない。なお、平成２３年度における一者応札・一者応募とな

った契約については、競争性の観点から契約監視委員会による点検・見直しを行っ

た。 

 

 

 
○ 契約業務については、原則として一般競争入札等に

よるものとし、適正に契約業務を遂行するとともに、

随意契約については、従前の「随意契約見直し計画」

を踏まえた適正化を図り、その取組状況を公表してい

るか。 

 

 
実績：○ 

・国立国際医療研究センター契約事務取扱細則に基づき、適正な契約業務を遂行して

いる。また、一般競争並びに随意契約の契約情報について以下の公表基準により公

表を行っている。 

 

  公表基準：予定価格１００（賃貸借契約は８０）万円を超える契約 

 

 
○ 契約方法等、契約に係る規程類について、整備内容

や運用の適切性等、必要な評価がれているか。（政・

独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・契約方法等の運用の適切性等については、監事・外部有識者及び直接契約に関与し

ない職員で構成する契約審査委員会を設置し、審査・評価を行ってきたが、さらに

平成２２年１２月９日、監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を設置し

競争性のない随意契約及び一者応札・一者応募については、より厳格な審査を行い

審査・評価体制についての大幅な強化を図っている。 

 

 
○ 契約事務手続きに係る執行体制や審査体制につい

て、整備・執行等の適切性等、必要な評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・監事・外部有識者及び直接契約に関与しない職員で構成する契約審査委員会を設置

し、契約の適切性等について審査を行ってきたが、さらに平成２２年１２月９日、

監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約

及び一者応札・一者応募については、より厳格な審査を行い、契約事務手続きの審

査体制についての大幅な強化を図っている。 

 

 
○ 個々の契約について、競争性・透明性の確保から、

必要な検証・評価が行われているか。（政・独委評価

の視点） 

 

 
実績：○ 

・平成２３年１１月９日に監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を開催し

平成２３年１月から９月までの契約締結した案件を対象として、前回競争性のない

随意契約４２件、前回一者応札・一者応募となった契約３７件について点検を実施

している。 

 

 
○ 「随意契約等見直し計画」の実施・進捗状況や目標

達成に向けた具体的取組状況について、必要な評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・随意契約のフォローアップとしてホームページに公表している。 

 

・随意契約及び一般競争の結果については、監事及び外部有識者で構成される契約監

視委員会を開催し、競争性や透明性の確保から適切性等について審査している。 
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○ 契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保さ

れているか。（厚労省評価委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・毎月１回、監事・外部有識者及び直接契約に関与しない職員で構成する契約審査委

員会を開催し、契約の適切性等について審査を行っている。 

 

 
○ 契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われた

か（その後のフォローアップを含む。）。（厚労省評

価委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・平成２３年１１月９日に監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を開催し

平成２３年１月から９月までの契約締結の案件を対象として、前回の調達において

競争性のない随意契約４２件、前回一者応札・一者応募となった契約３７件につい

て点検を実施した。 

 

【点検結果】 

・引き続き随意契約によらざるを得ないもの３４件、次回契約までに再審議を要する

もの８件であった。この８件については、平成２４年４月１１日の契約監視委員会

にて審議を行い、引き続き随意契約でやむを得ないものとなった。 

 

・一者応札・一者応募の契約３７件については、応札しなかった業者のアンケート調

査回答率が低いので、アンケート回収率向上について検討することとされた。 
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第４ 財務内容の改善に関する

事項 

  「第３ 業務運営の効率化に

関する事項」で定めた事項に

配慮した中期計画の予算を作

成し、当該予算による運営を

実施することにより、中期目

標の期間における期首に対す

る期末の財務内容の改善を図

ること。 
 
１．自己収入の増加に関する事

項 

  感染症その他の疾患及び国

際保健医療協力に関する医療

政策を牽引していく拠点とし

ての役割を果たすため、運営費

交付金以外の外部資金の積極

的な導入に努めること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

  センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努め

ること。 

 
 

第３ 予算、収支計画及び資金

計画 

   「第２ 業務の効率化に関

する目標を達成するために取

るべき措置」で定めた計画を確

実に実施し、財務内容の改善を

図る。 

 

 

 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

   民間企業等からの資金の

受け入れ体制を構築し、寄附や

受託研究の受け入れ等、外部資

金の獲得を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

  センターの機能の維持・向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、中・長期的な固定負債（長

期借入金の残高）を償還確実性

が確保できる範囲とし、運営上

適切なものとなるよう努める。 

  そのため、大型医療機器等の

投資に当たっては、原則、償還

確実性を確保する。 

第３ 予算、収支計画及び資金

計画 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

・ 民間企業等からの外部資金（

寄附や受託研究等）の獲得を

推進する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

・ センターの機能の維持・向上

を図りつつ、投資を計画的に

行い、中・長期的な固定負債

（長期借入金の残高）につい

ては、運営上適切なものとな

るよう大型医療機器等の投

資に当たっては、原則、償還

確実性を確保する。 
 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自己収入の増加に関する事項 

 

寄付金については、当センターと友好関係にあるラオス国（ラオスパスツール研究所）との間で重要寄生虫疾患（マラリ

ア及びメコン住血級虫症など）の研究に対する企業からの資金提供などで平成２３年度においては、８０，３８４千円とな

った。 

また、受託研究についても、独立行政法人化後「受託研究取扱規程」を全面的に見直し、契約金の前払制から出来高払制

にするなど依頼者（企業）側が委託しやすい環境に配慮した制度を構築し、総額で４１２，０７８千円となった。 

 また、国等の競争的研究費についても積極的に申請を行い、総額で９４８，２３８千円となった。 

 

  【受託研究受入額】 

       平成２２年度        平成２３年度 

                 388,919千円(38件)   →  412,078千円(47件)   対前年度  +23,159千円(+9件) 

 

【国等の競争的研究費受入額】 

  平成２２年度        平成２３年度 

   文部科学研究費       276,818千円( 78件)  →  175,783千円( 99件)  対前年度 -101,035千円(+21件) 

   厚生労働科学研究費     521,790千円( 70件)  →  478,174千円( 74件)  対前年度 - 43,616千円( +4件) 

   医薬基盤研究所受託研究費  146,970千円(  5件)  →  143,870千円(  5件)  対前年度   -3,100千円(±0件) 

   科学技術振興機構受託研究費 157,065千円(  7件)  →  150,411千円(  9件)  対前年度   -6,654千円( +2件) 

      合   計      1,102,643千円(160件)  →   948,238千円(187件)  対前年度 -154,405千円(+27件) 

 

【寄附金受入額】 

             平成２２年度        平成２３年度 

           個人より      551千円(  5件)  →   3,480千円(  9件)  対前年度  + 2,929千円(+ 4件) 

          企業より     39,711千円( 52件)   →   76,904千円( 72件)  対前年度  +37,193千円(+20件) 

                     合 計        40,262千円( 57件)  →   80,384千円( 81件)  対前年度  +40,122千円(+24件) 

 

２．資産及び負債の管理に関する事項 

 

平成２３年度については、センター病院において、センター機能の更なる発展のため、新棟整備第２期その他工事（外来

棟新築等整備工事）を４ヶ年計画で行うこととし、７億円の借り入れを行った。 

また、固定負債（長期借入金の残高）については、約定どおり償還を行った。 

 

【長期借入金残高】 

   期首 １８，２４３百万円 

   期末 １８，３２８百万円（対前年度１００．５％） 
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 （１）予  算 別紙２ 

 （２）収支計画 別紙３ 

 （３）資金計画 別紙４ 

 
 
第４ 短期借入金の限度額 

 １．限度額 ３，４００百万円 

 ２．想定される理由 

 （１）運営費交付金の受入遅延

等による資金不足への対応 

 （２）業績手当（ボーナス）の

支給等、資金繰り資金の出

費への対応 

 （３）予定外の退職者の発生に

伴う退職手当の支給等、偶発

的な出費増への対応 

 
 
 
第５ 重要な財産を処分し、又

は担保に供しようとする時

はその計画 

   なし 

 
第６ 剰余金の使途 

   決算において剰余を生じ

た場合は、将来の投資（建物等

の整備・修繕、医療機器等の購

入等）及び借入金の償還に充て

る。 

 

 

 （１）予  算 別紙２ 

 （２）収支計画 別紙３ 

 （３）資金計画 別紙４ 
 
 
第４ 短期借入金の限度額 

 １．限度額 

   ３，４００百万円 

 ２．想定される理由 

 （１）運営費交付金の受入遅延

等による資金不足への対

応 

 （２）業績手当（ボーナス）の

支給等、資金繰り資金の出

費への対応 

 （３）予定外の退職者の発生に

伴う退職手当の支給等、偶

発的な出費増への対応 

 

第５ 重要な財産を処分し、又

は担保に供しようとする時

はその計画 

   なし 

 

第６ 剰余金の使途 

   決算において剰余を生じ

た場合は、将来の投資（建物

等の整備・修繕、医療機器等

の購入等）及び借入金の償還

に充てる。 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

 
 平成２３年度における短期借入金はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画 

 

 平成２３年度における重要な財産の譲渡、又は担保に供する計画はなく、その実績もない。 

 

 

第６ 剰余金の使途 

 

平成２３年度決算における利益剰余金は計上していない。 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ｂ  

■評価項目１５■ 
 予算、収支計画及び資金計画 

自己収入の増加に関する事項 

   資産及び負債の管理に関する事項 
その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

   施設・設備整備に関する計画 

短期借入金の限度額 
重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時

はその計画 
剰余金の使途 

  

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 寄附金、受託研究等外部資金の獲得を可能とするため、寄附受入規程や受託研究

取扱規程を整備するなどにより、外部資金の受入体制を構築し、確実に獲得を行っ

た。 

 

・ 投資については、関連する委員会等で償還確実性や必要性等の検証を行い、計画

的に実施することとし、平成２２年度は、自己資金を活用することで、外部からの

新規借入を行わず整備を行った。 

 

・ 固定負債については、確実に返済を行い、残高を減少させた。 

 

（委員会としての評定理由） 

寄付金については、国立国際医療研究センターと友好関係にあるラオス国（ラオス

パスツール研究所）との間で重要寄生虫疾患（マラリア及びメコン住血級虫症など）

の研究に対する企業からの資金提供などで、受入件数 81件、受入金額 80,384千円と

前年度に比べ大幅に増加（＋24 件、＋40,122千円）した。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・運営費交付金の大幅な削減の中で一定の努力は認められるが収支計画の、よりきめ

細かい対応が求められる。 

・運営交付金の大幅な削減により、センターの運営は厳しくなっており、受託研究の

受け入れや寄付金の受け入れに頑張っているが、当初の予算・収支計画通りにはいっ

ておらず、今後の収支計画や資金計画を再検討する必要がある。 

・ほぼ計画通りの実績をあげている。今後は、１９億円の当期純損失、２７億円の繰

越赤字などに対し、様々な角度からセンターをあげての対応が必要である。 

・自己収入に関しては受託研究、寄付金増も、国等の競争的研究費含めた額は前年減、

他も計画通りである。 

・受託研究費、競争的研究費、寄付金の獲得については更なる努力が求められる。 

 

 

（その他の意見） 

・繰越損失の解消に向けての対策が求められる。 

・今回の赤字はやむを得ないと思われるが、緊急に対策が必要である。 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ 民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、

寄附や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得を行

っているか。 

 

 

 

実績：○ 

・独立行政法人化後、寄附受入規程を制定し、寄附金の外部資金の獲得を可能とする

体制を構築した。また、受託研究についても、受託研究取扱規程を見直し、契約金

の前払制から出来高払制にするなど依頼者（企業）側が委託しやすい環境に配慮し

た制度を構築している。 

 

受託研究受け入額  412,078千円(47件)  前年度に対し 6.0%増 

寄付金受け入額      80,384千円(81件)  前年度に対し99.7%増 

 

 

○ センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を

計画的に行い、固定負債（長期借入金の残高）を償

還確実性が確保できる範囲とし、運営上必要なもの

となるよう努めているか。 

 

 

実績：○ 

・平成２３年度は、自己資金を活用することにより、外部からの新たな借入を行わず

必要な整備を図った。 

・固定負債については、確実に返済を行い、残高を減少させた。 

 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還

確実性を確保しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・大型医療機器の投資に当たっては、医療機器整備委員会において個別の機器毎に償

還確実性の検証を行い機器の選定を行っている。 

 

 
○ 資金の運用であって、時価又は為替相場の変動等

の影響を受ける可能性があるものについて、次の事

項が明らかにされているか。（ⅱについては、事前

に明らかにされているか。） 
 

ⅰ 資金運用の実績 
ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意

 志決定主体、運用に係る主務大臣、法人、運用委

 託間の責任分担の考え方等）、資産構成、運用実

 績を評価するための基準（以下「運用方針等」と

 いう。）（政・独委評価の視点） 
 

 
実績：－ 

・時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。 
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○ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規程内容

を踏まえて、法人の責任について十分に分析してい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：－ 

・時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。 

 

 

 
○ 短期借入金について、借入理由や借入額等の状況

は適切なものと認められるか。 

 

 
実績：－ 

・平成２３年度における短期借入金はない。 

 

 
○ 固定資産等の活用状況等について評価が行われて

いるか。活用状況等が不十分な場合は、その原因の

妥当性や有効活用又は処分等の法人の取組について

の評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：－ 

・平成２３年度における重要な財産の譲渡、処分、又は担保に供する計画はなかった 

 

 

 
○ 利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び

社会経済の安定等の公共上の見地から実施されるこ

とが必要な業務を遂行するという法人の正確に照ら

し過大な利益となっていないかについて評価が行わ

れているか。（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：－ 

・利益剰余金の計上はない。 

 

 

○ 中期計画に掲げる施設・設備整備について、計画

的に進展しているか。 

 

 

実績：○ 

・戸山地区 

平成２３年度においては、平成２２年度に引き続き、旧中央棟の解体を行った。

（平成２４年４月完了）解体に引き続き、解体跡地への新棟の外来部門の新築や

既 存外来棟の改修、放射線治療棟改修などを行うため、「新棟整備第２期その

他工 事」を平成２４年１月に発注した。 

教育研修棟新築整備工事について、平成２３年９月に発注した。なお、教育研修

棟新築工事の建設位置にある保育所等の仮設移転・解体工事については、平成２

２年度に引き続き行い、平成２４年１月に完了した。 

 

・国府台地区 

平成２３年度においては、肝炎・免疫研究センター及び病棟を平成２２年度に引

き続き施工し、平成２４年３月に完成した。引き続き、平成２４年度に外来管理

棟の準備工事に着手する予定。 
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第５ その他業務運営に関する

重要事項 

１．施設・設備整備に関する事

項 

  施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整

備に努めること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．人事の最適化に関する事項 

 

  センターの専門的機能の向

上を図るため、職員の意欲向上

及び能力開発に努めるととも

に、人事評価を適切に行うシス

テムを構築すること。 

  また、年功序列を排し、能力

・実績本位の人材登用などの確

立に努め、さらに、優秀な人材

を持続的に確保するため、女性

の働きやすい環境の整備及び

非公務員型独立行政法人の特

性を活かした人材交流の促進

等を推進すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める

業務運営に関する事項 

１．施設･設備整備に関する計画 

 

  中期目標の期間中に整備す

る施設・設備整備については

、別紙５のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事システムの最適化 

 

  職員が業務で発揮した能力、

適性、実績等を評価し、職員の

給与に反映させるとともに、業

務遂行意欲の向上を図る業績

評価制度を導入する。当該制度

の適切な運用を行うことによ

り優秀な人材の定着を図り、人

事制度へ活用することにより、

センター全体の能率的運営に

つなげる。 

  非公務員型組織の特性を活

かした人材交流の促進など、優

秀な人材を持続的に確保する

観点から人材の適切な流動性

を有した組織を構築するため、

国、国立病院機構等独立行政法

人、国立大学法人、民間等と円

滑な人事交流を行う体制を構

築する。 

  女性の働きやすい環境を整

備するとともに、医師の本来の

役割が発揮できるよう、医師と

その他医療従事者との役割分

担を見直し、職員にとって魅力

的で働きやすい職場環境の整

備に努める。 

 

 

第７ その他主務省令で定める

業務運営に関する事項 

１．施設・設備整備に関する事

項 

・  感染症その他の疾患及び主

要な診療科を網羅した総合

的な医療提供を目指し、チー

ム医療を前提とした質の高

い全人的な高度専門・総合医

療と臨床研究開発の実現に

向け、長期的なグランドデザ

インのもとに医療の高度化、

経営改善、患者サービス向上

を目指した整備の実施に努

める。 

 

 

 

 

２．人事システムの最適化 

 

・ 職員の業績評価制度につい

ては、評価結果を踏まえた職

員の給与等への反映を実施

し、適切な運用を継続する。 
 

・ 国をはじめ民間等との人事

交流を行い、組織の活性化を

図る。 
 

・ 女性の働きやすい職場を目

指し、職員への意見募集を行

うなど改善に努める。 
 

・ 医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療

従事者との役割分担を見直

し、職場環境の整備に努める

。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１．施設・設備整備に関する事項  

 

・戸山地区 

平成２３年度においては、平成２２年度に引き続き、旧中央棟の解体を行った。（平成２４年４月完了） 

解体に引き続き、解体跡地への新棟の外来部門の新築や既存外来棟の改修、放射線治療棟改修などを行うため「新棟整備

第２期その他工事」を平成２４年１月に発注した。 

教育研修棟新築整備工事について、平成２３年９月に発注した。なお、教育研修棟新築工事の建設位置にある保育所等の

仮設移転・解体工事については、平成２２年度に引き続き行い、平成２４年１月に完了した。 

 

・国府台地区 

平成２３年度においては、肝炎・免疫研究センター及び病棟を平成２２年度に引き続き施工し、平成２４年３月に完成 

した。引き続き、平成２４年度に外来管理棟の準備工事に着手する予定。 

教育研修棟整備その他工事について、平成２３年１１月に発注した。 

 

・清瀬地区（国立看護大学校） 

平成２３年度においては、非常用発電装置設置工事を平成２３年１２月に発注した。 
 

２．人事システムの最適化  

 

１．業績評価制度の導入 

職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績

評価制度を平成２２年度から導入した。 

（１）年俸制職員（副院長、副所長、部長、医長、室長等） 

   年俸制を適用している副院長等については、評価対象となる職員が作成した個人評価基礎資料に基づき、最終評価者が

個別にインタビューを実施しあらかじめ評価における到達目標を被評価者とともに確認した上で評価を実施した。 

 

（２）役職職員及び一般職員 

平成２２年度に引き続き業績評価を実施し、平成２３年６月期及び１２月期の業績手当に反映させた。併せて業績評価

により平成２４年１月の昇給についても反映した。 

 

２．人事交流の実施 

優秀な人材を持続的に確保し、組織の活性化を図る観点から、国、国立病院機構等と人事交流を行った。 

国との人事交流        転出者 厚生労働省   １０名   転入者 厚生労働省 １０名 

                     防衛省      １名 

法務省       １名 

国立病院機構等との人事交流  転出者 国立病院機構  ３６名   転入者 国立病院機構２９名 

                     他ＮＣ      ８名       他ＮＣ    ９名 

   

３．職場環境の整備 

（１）女性が働きやすい環境の整備 

女性が働きやすい職場を目指し以下の取組を行っている。 

  ・育児短時間勤務の導入 

  ・育児休業の周知徹底 

  ・センター敷地内における保育所の運営 

  ・看護職員の二交替制の導入（センター病院１４看護単位、国府台病院３看護単位導入） 

  ・女性医師及び看護師にとって働きやすい職場にするための取組の一つとして希望による診察衣・看護衣を購入し配布
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３．人事に関する方針 

（１）方針 

 

   良質な医療を効率的に提

供していくため、医師、看護

師等の医療従事者については

、医療を取り巻く状況の変化

に応じて柔軟に対応するとと

もに、経営に十分配慮する。 

   特に、医師・看護師不足に

対する確保対策を引き続き推

進するとともに離職防止や復

職支援の対策を講じる。 

   また、幹部職員など専門的

な技術を有する者については

、公募を基本とし、優秀な人

材の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人事に関する方針 

（１）方針 

 

 ・ 良質な医療を効率的に提供

していくため、医師、看護師

等の医療従事者については、

医療を取り巻く状況の変化

に応じて柔軟に対応すると

ともに、経営に十分配慮する

。特に、二交替制勤務の導入

など医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進

するとともに、福利厚生面を

充実し離職防止や復職支援

の対策を講じる。 
 

 ・ 幹部職員など専門的な技術

を有する者については、公募

を基本とし、優秀な人材の確

保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。 

・「バースディ休暇」の導入（看護部における誕生日前後に年次休暇を計画的に取得できることとする取組） 

・健康診断において乳がん検診を実施。 

 

（２）医師とその他医療従事者との役割分担の見直し 

医師が本来の役割に集中できる体制とするため、看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者への説

明、調剤締め切り時間の緩和、医師事務作業補助者の配置を行いそれぞれの役割分担を見直した。 

医師事務作業補助者については、新規採用の際には、医師事務担当医長より業務等研修を実施し、更に２週間程度の各

診療科におけるオン・ザ・ワークにて研修を実施、研修後は、各診療科の要望により適性を考慮し、配置している。 

  【採用実績】 医師事務作業補助者  平成２３年度１３名配置 

 

３．人事に関する方針 

（１）方針 

 

１．看護師等職員確保対策の推進 

平成２２年４月より薬剤師、放射線技師、検査技師、救急科医師、平成２２年９月より救急救命士の勤務について二交替

制勤務を導入し、平成２３年１月には看護師の二交替制勤務を一般病棟に拡大するなど勤務の多様性を取り入れ、職員にと

ってのワークライフバランスの充実により、職員の確保対策及び復職支援を図った。 

看護師確保については、センター内に看護師確保プロジェクトチームを設置しセンター全体での看護師確保のための体制

を整備したほか、院内見学説明会等を実施するとともに、業者主催の説明会等に参加し募集活動を行った。また、ホームペ

ージについてもリニューアルし、広報活動を行った。 

 

   【センター病院】 ・院内見学説明会５回、院内説明会１回、業者主催説明会６回、大学等主催説明会５回 

             学校訪問２４回、ＮＨＯ主催説明会５回 

 

   【国府台病院】  ・学校訪問８回、業者主催説明会７回、大学等主催説明会７回、ＮＨＯ主催研修会５回 

 

新人看護職員育成については、教育計画を作成し、新人ローテーション研修を行い新人看護師の離職に努めた。また、職

場不適応傾向の見られた職員については、他病棟等への配置換を行い離職防止に努めた。 

臨床研修医及びレジデントの確保については、募集案内をリニューアルするとともに業者主催の説明会に参加、院内見学

説明会を開催し募集活動を行った。 

 

   【開催実績】 院内見学説明会２回 

 

２．処遇改善（諸手当の改善） 

医師、看護師等の医療従事者においては、勤務実態に応じた諸手当を引き続き支給した。 

  【勤務実態に応じた手当】 

 夜間看護等手当、救急医療体制等確保手当、救急呼出待機手当、専門看護手当、附加職務手当 

医師手当の加算部分（専門医等の資格に係る手当）、ヘリコプター搭乗救急医療手当、 

 

３．公募による人材確保 

幹部職員など専門的な技術を有する者については、全て公募を行っている。また、より柔軟な有期雇用契約が可能となっ

たことから、特に任期付研究職員について優秀な人材の確保に努めた。 

  【公募による採用実績】 ２９名（うち任期付研究員の採用 ８名） 
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３．その他の事項 

 

  中期目標に基づきセンター

のミッションを理解し、ミッシ

ョンを実現するために必要な

アクションプランとして中期

計画を立て、具体的な行動に移

すことができるように努める

こと。 
 

  また、アクションプランやセ

ンターの成果について、一般の

国民が理解しやすい方法、内容

で情報開示を行うように努め

ること。 

  ミッションの確認、現状の把

握、問題点の洗い出し、改善策

の立案、翌年度の年度計画の作

成等に資するため、定期的に職

員の意見を聞くよう、努めるこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）指標 

 

   センターの平成22年度期

首における職員数を1,527人
とするものの、医師、看護師

等の医療従事者は、医療ニー

ズに適切に対応するために、

変動が見込まれるものであり

、中期目標の期間においては

、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人

員配置に努める。 

   特に、技能職については、

外部委託の推進に努める。 

 

（参考） 

中期目標の期間中の人件費総額

見込み５７，１７９百万円 

 

４．その他の事項 

 

  センターのミッションを理

解し、ミッションを実現するた

めに必要なアクションプラン

を立て、具体的な行動に移すこ

とができるように努める。 
 
 
 

  また、アクションプランやセ

ンターの成果について、一般の

国民が理解しやすい方法、内容

で情報開示をホームページ等

で行うように努める。 

  ミッションの確認や現状の

把握、問題点の洗い出し、改善

策の立案、翌年度の年度計画の

作成等に資するよう、職員の意

見をセンター内メール・システ

ム等にて聴取を行うよう努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標 

 

 ・ 適正な人員配置等により人

件費率の抑制に努めるとと

もに、技能職については、外

部委託の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他の事項 

 

・  センターのミッションを職

員一人一人に周知するとと

もに、月次決算等により進捗

状況を確認し問題把握等を

行い、定期的に職員の意見を

参考に、具体的な行動に移す

ことができるよう努める。 
 

・ アクションプランやセンタ

ーの成果について、ホームペ

ージ等で情報提供するとと

もに、積極的な広報活動につ

いて実施方法の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

２）指標 

 

１．救急医療及び高度専門医療等への対応 

安全で良質な医療の提供を行うため、医師、看護師等医療従事者数については、医療ニーズに適切に対応するために、救

急医療や高度専門医療等への対応、医療の質と安全の向上を図るため職員の増員を行った。 

  【採用実績】 医師１３名、コメディカル１６名、看護師２５名 

 

２．技能職の離職後の不補充並びに非常勤化及び外部委託の推進 

技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行わず、外部委託化又は短時間の非常勤

職員での補充とした。 

また、国府台病院においては、検査部門において一部ブランチラボ（検体検査）を導入し効率化を図っている。 

 

  【技能職退職者数】２名 

   交換手１名退職後、外部委託により不補充 

   ボイラー技師長１名退職後、外部委託により不補充 

 

 

 

 

４．その他の事項 

 

１．職員への情報伝達 

  センターのミッションについては、中期計画及び年度計画を院内ホームページに掲載するとともに、センター管理会議、

管理診療会議（国府台）、教授会（看護大学校）を通じ（各職場部下職員への周知）計画の概要を説明し、また毎月月次決

算の状況や年度計画進捗状況の報告を行い、職員への周知を図っている。 
また、月次決算や患者数の状況については、院内ホームページへ掲載し情報伝達を行っている。 
   ※センター管理会議への参加対象者 

     研究部門 ・室長以上 

     診療部門 ・医師：医長以上 

          ・看護師：師長以上 

          ・コメディカル：副長以上 

     事務部門 ・専門職以上 

 

２．ＮＣＧＭ提案箱の設置による業務改善の推進 

  職員１人１人がセンター運営に関わるという意識改革を進めながら、センター運営を充実発展させることを目的とし、セ 

ンターで働く職員（派遣・委託職員等を含む。）からセンター運営やミッション達成に有意義な意見を幅広く聴取するため、 

平成２２年度より引き続き各事業所に『提案箱』を設置している。また、提案箱の設置に当たっては、全職員宛一斉メール

により周知を図った。 
 

   【設置場所】 

    戸山地区：企画経営部企画経営課内 

    国府台地区：事務部管理課内 

    清瀬地区：事務部総務課内 
 

  なお、提出された提案については提案内容を集約し、企画戦略室会議に報告するとともに実施の可否や対応策を検討し、 

センター運営への反映につなげた。 
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３．企画戦略室会議の開催 

  センターのミッション達成に向けて、日常業務に係る種々の課題への対応や適正な業務執行の管理等を適切に取り組むこ

とが必要であり、それらの企画立案と方針案決定及び進捗管理等を効率的・効果的に行うため、企画戦略室会議を月２回の

ペースで行った。 

  会議においては、種々の課題等に対して基本的考え方・方針を明確にすることにより、自律的・自発的に取り組むことを 

基本とし、理事会審議事項に係る検討、総長等からの指示事項の検討、ＮＣＧＭ提案箱など個別具体的な対応策の検討を行 

った。 
 

４．広報活動の推進 

  センターの使命や役割、業務等について、広く国民の理解が得られるようセンターホームページにて中期目標、中期計画、

年度計画等の情報公開や、調達情報、募集案内等のインフォメーションおよび当センターのトピックスの随時更新を行う等、

積極的な広報･情報発信を行った。 
  また、東日本大震災においては、当センターは医療面において長期的組織的に災害支援を表明し、その支援活動の状況等

を積極的にホームページ、センター内掲示板に掲載し、情報発信、情報提供を行った。 

  更に、センターにおける研究等についても、積極的にプレスリリースを行い情報提供に努めた。 

 

  【プレスリリース件数】 

   平成２２年度 １件 → 平成２３年度１０件 

 

５．重点アクションの策定・周知 

  センターのミッションの実現に向けて、アクションプランとしての中期計画・年度計画による具体的な取り組みに加えて

「Toward the Evolution ～進化を目指して～」とする重要項目による重点アクションを平成２３年１２月に策定し平成２４

年１月年頭に全職員に周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料16- 1 ＮＣＧＭ提案箱の設置について 

説明資料16- 2 平成23年度「プレスリリース」一覧 

説明資料16- 3 重点アクション「Toward the Evolution ～進化を目指して～」の策定・周知 
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評価の視点等  自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

■評価項目１６■ 
 人事システムの最適化 
人事に関する方針 
その他の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な評定） 

 

・ 職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させると

ともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を平成２２年度から導入した。ま

た、管理、監督の地位にある室長、医長等以上の職員については、業績の反映をよ

り徹底させ年俸制を実施した。 

 

・ 薬剤師・放射線技師・検査技師・救急科医師・救急救命士については、二交替制

勤務を導入し、平成２３年１月には看護師の二交替制勤務を一般病棟に拡大導入す

るなど勤務の多様性を取り入れ、職員にとって選択肢を広げることにより勤務と私

生活のワークライフバランスの充実を図った。 

 

・ 技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は

行わず、外部委託又は短時間の非常勤職員での補充とし、国府台病院においては、

検査部門における一部ブランチラボを導入し効率化を図っている。 

 

（委員会としての評定理由） 

医師とその他医療従事者との役割分担の見直しとして、医師が本来の役割に集中で

きる体制とするため、看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者

への説明、調剤締め切り時間の緩和、医師事務作業補助者の配置を行いそれぞれの役

割分担を見直した。  

以上の実績と取り組みについて評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

・各地域で施設・設備の整備が行われており、戸山地区の外来部門の新築、国府台地

区における肝炎・免疫研究センターおよび病棟の建設は計画通りかと思われる。 

・職員に対する業績評価制度、幹部の年俸制、看護師の 2 交替制導入について評価す

る。 

・ほぼ年度計画通りに業務が遂行されており、評価できる。 

・看護師の確保対策を推進していくことは重要である。 

・施設整備に推進、業績評価の導入、専門技師の 2 交替制導入、女性労働環境整備、

看護師の 2交替制導入の一般病棟への拡大など具体的施策を実施し評価する。 

・特に人事システムの最適化に関し、適切に整備が進んだと評価できる。女性が働き

やすい環境の整備も評価できる。医師事務作業補助者の増員も評価できる。 

・人事面では業務評価制度が順調にいっており、職員の給与への反映もよいことであ

る。 

・人事交流を国立病院機構と行ったことは評価できる。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 中期計画に掲げる施設・設備整備について、計画的

に進展しているか。【再掲：評価項目１５】 

 

 

 

 

実績：○ 

・戸山地区 

平成２３年度においては、平成２２年度に引き続き、旧中央棟の解体を行った。

（平成２４年４月完了）解体に引き続き、解体跡地への新棟の外来部門の新築や

既 存外来棟の改修、放射線治療棟改修などを行うため、「新棟整備第２期その

他工 事」を平成２４年１月に発注した。 

教育研修棟新築整備工事について、平成２３年９月に発注した。なお、教育研修

棟新築工事の建設位置にある保育所等の仮設移転・解体工事については、平成２

２年度に引き続き行い、平成２４年１月に完了した。 

 

・国府台地区 

平成２３年度においては、肝炎・免疫研究センター及び病棟を平成２２年度に引

き続き施工し、平成２４年３月に完成した。引き続き、平成２４年度に外来管理

棟の準備工事に着手する予定。 

 

 
○ 職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し

、職員の給与に反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入するとともに、適切な

運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター全体の能率的運

営につなげているか。 

 

実績：○ 

・職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとと

もに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を平成２２年度から実施した。 

 

(1)年俸制職員 

  年俸制を適用している副院長等については、評価対象となる職員が作成した個人

評価基礎資料に基づき、最終評価者が個別にインタビューを実施し目標を定め実

行した。（評価シート８１頁参照） 

 

(2)役職職員及び一般職員 

役職職員及び一般職員においては、平成２３年６月期及び１２月期の業績手当に

反映させ、併せて業績評価により平成２４年１月の昇給についても反映させた。

（評価シート８１頁参照） 
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○ 人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、

国、国立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民

間等と円滑な人事交流を行う体制を構築しているか。 

 

 

 

実績：○ 

・優秀な人材を持続的に確保し、組織の活性化を図る観点から、国立病院機構等と人

事交流を行った。（評価シート８１頁参照） 

 

 

 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の

本来の役割が発揮できるよう、医師とその他医療従事

者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努めているか。 

 

 

 

実績：○ 

・平成２２年４月に就業規則を設置し育児短時間勤務を導入、また、育児休業などを

整備・周知し、女性が働くうえでの支援を図った。 

（評価シート８１・８２頁参照） 

 

・看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者への説明・調剤締め

切り時間の緩和、診断書等の事務業務は医師事務作業補助者を配置し、医師が本来

の役割に集中出来る体制とするべく役割分担を見直した。 

（評価シート８０頁参照） 

 

 

 

○ 医師、看護師等の医療従事者については、医療を取

り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応し、経営に十分

配慮しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・平成２２年４月より薬剤部・放射線技師・検査技師及び救急科医師について、また

平成２２年９月に救急救命士の配置をおこない、二交替制勤務を導入し、平成２３

年１月には看護師の二交替制勤務を一般病棟に拡大導入するなど勤務の多様性を取

り入れ、職員にとって選択肢を広げることにより勤務と私生活のワークバランスの

充実により、確保対策及び復職支援を図った。（評価シート８２頁参照） 

 【看護師二交替制の導入】 

  センター病院   H22’→６看護単位  H23’→１４看護単位 

  国府台病院    H22’→２看護単位  H23’→ ３看護単位 

 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する者については、

公募を基本とし、優秀な人材の確保に努めているか。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・幹部職員など専門的な技術を有する者については、全て公募で行った。特に、平成

２２年度より任期付研究職員の俸給表を取り入れ、優秀な人材の確保に努めた。 

  

公募による採用実績２９名 （評価シート８２頁参照） 

 

 

 

 

○ 医療ニーズに適切に対応するために、安全で良質な

医療の提供に支障が生じないよう適正な人員配置に

努めているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・安全で良質な医療の提供を行うため、医療従事者については、救急医療や高度専門

医療等への対応、医療の質と安全の向上を図るため増員を図った。 
（評価シート８３頁参照） 
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○ 技能職については、外部委託の推進に努めているか

。 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行

わず、外部委託化又は短時間の非常勤職員での補充とした。また、国府台病院にお

いては、検査部門におけるブランチラボを導入している。その結果、検査の迅速性

が図られた。 

 

 

 

 

 

○ センターのミッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプランを立て、具体的な

行動に移すことができるように努めているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・センターのミッション達成に向けて、企画戦略室会議を平成２２年１０月より月２

回のペースで開催し、種々の課題等に対して、企画立案から進捗管理も含め個別具

体的な対応策の検討を行った。（評価シート８４頁参照） 
 

また、平成２６年度までの中期計画達成に向けて、「Toward the Evolution ～進

化を目指して～」と題し、「①新たな体制整備、②基盤整備、③更なる努力」の３

つの視点から、中期計画等の具体化に重要な項目を「重点アクション」として示し

、全ての職員が主体的に業務に取り組み、当センターが更なる進化を遂げ、より発

展させるよう全職員に向け意識の高揚を図っている。 
 

 

 
○ アクションプランやセンターの成果について、国民

が理解しやすい方法、内容で情報開示を行うよう努め

ているか。 

 
実績：○ 

・中期目標、中期計画については、センター職員専用ホームページに掲載したほか、

管理会議（１回開催／毎月）等を通じて説明し、周知を図った。 

 

・職員には、定期的に月次決算、年度計画の進捗状況を管理会議（１回開催／毎月）

等において説明し、計画差、前月差、稼働件数等のデータを示すことで、問題点の

把握等理解しやすいデータ作成に努めている。 

 

・東日本大震災においては、医療面における長期的組織的に災害支援を表明し、その

支援活動の状況等を積極的に公開ホームページ、センター内掲示板に掲載し、情報

発信、情報提供を行っている。 

 

・センターにおける研究等についても、積極的にプレスリリースを行い情報提供に努

めている。 

 

・国立国際医療研究センター年報を発行し、大学法人など関係機関へ配布し、センタ

ーの研究成果などの情報提供を行っている。 

 
○ ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出し

、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等に資する

よう、職員の意見を聴取するよう努めているか。 

 

 
実績：○ 

・提案箱の設置し、職員から広く有意義な意見を聴取し、企画戦略室会議でその事項

を報告し、具体的な対応策の検討し、実施した。（評価シート８３頁参照） 

 

・業績評価におけるインタビューや外部理事と有志職員とのミッション等に係る集中

的議論などを実施した。 
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・更なる収支改善に向けて、センター病院における診療科別の経営分析を行い、現状

把握とその対応等を検討した結果、外科系部門の強化に取り組むとともに、平成24

年度においてセンター全体で経営改善を開始した。 

 

 

 
○ 法人の業務改善のための具体的なイニシアティブ

を把握・分析し、評価しているか。 
（政・独委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとと

もに遂行意欲の向上を図る業績評価制度を平成２２年度から実施している。 

 

(1)年俸制職員 

  年俸制を適用している副院長等については、評価対象となる職員が作成した個人

評価基礎資料に基づき、最終評価者が個別にインタビューを実施し目標を定め実

行した。 

 

(2)役職職員及び一般職員 

役職職員及び一般職員においては、平成２３年６月期及び１２月期の業績手当に

反映させ、併せて業績評価により平成２４年１月の昇給についても反映させた。 

 

 
○ 業務改善の取組を適切に講じているか。（業務改善

の取組：国民からの苦情・指摘についての分析・対応

、国民が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、目

安箱等職員からの提案を受け付けるための仕組みの

構築、改善に取り組む職員を人事上評価しているか等

）（厚労省評価委評価の視点） 

 

 
実績：○ 

・患者満足度調査の実施及び病院内における「意見箱」の設置によりいただいた意見

指摘を参考として、アメニティーの向上、診療時間の改善、接遇の向上等業務改善

に取り組んでいる。また、苦情等に対する改善事項については、院内掲示板により

取組状況を貼り出し患者等への周知を行っている。 

 

・職員からの提案を受け付ける取組については、センター運営を充実発展させること

を目的とし、センターで働く職員（派遣・委託職員等を含む）からセンター運営や

ミッション達成に有意義な意見を幅広く聴取するため、各事業所に「提案箱」を設

置した。提案箱の設置に当たっては、全職員宛一斉メールにより周知を図った。 
 
・人事評価については、業務で発揮した能力、適正、実績等を適正に評価し、その結

果を適正に給与等に反映する業績評価制度を平成２２年度より導入し職員の業務遂

行意欲の向上を図っている。 
 
 

 
○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対

する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業

がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直し

を図っているか。（厚労省評価委評価の視点） 

 
実績：○ 

・意見箱の設置による患者、患者家族等からの意見・要望・苦情や、提案箱の設置に

よる職員からの意見について「患者サービス推進委員会」「企画戦略会議」で報告

し、具体的な対応策の検討、見直しを行っている。 
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